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    垂直的・混合的な業務提携における競争への影響評価を概念図に示すと，以下の第

２図のとおりとなる。 

 

第２図 垂直的・混合的な業務提携における競争への影響評価  
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エムスリーの医薬品情報提供プラットフォーム運営事業（ＭＲ君）は，前記①～③

の条件を備えている。エムスリーのほかに前記①～③の条件を備えている競争事業者

は数社存在する（注５）。 

（注５）日本アルトマークも医薬品情報提供プラットフォーム運営事業を行っているが，同社の同事業に

係る売上高は極めて僅少である。そのため，水平型企業結合に係る審査結果は記載していない。 

 

６ 一定の取引分野 

⑴ 二面市場の場合の一定の取引分野の画定について 

医薬品情報提供プラットフォーム運営事業は，製薬会社と医師という異なる二つの

需要者層を有している。そのため，一定の取引分野の画定に際しては，それぞれの需

要者層について需要の代替性と供給の代替性をそれぞれ検討した上で，それぞれの需

要者層について役務範囲及び地理的範囲を画定する。 

 

⑵ 役務範囲 

ア 医薬品情報提供プラットフォーム運営事業 

（ア） 製薬会社を需要者とした医薬品情報提供プラットフォーム運営事業 

ａ 需要の代替性 

医薬品情報提供プラットフォーム運営事業は，医薬品情報を医師に提供する

インターネット上のプラットフォームを運営・管理する事業であり，製薬会社

は医師への医薬品情報の提供支援サービスを受ける側の需要者である。製薬会

社にとって，医薬品情報提供プラットフォーム運営事業に類似する役務は存在

しない。 

ｂ 供給の代替性 

医薬品情報提供プラットフォーム運営事業者が，製薬会社の依頼により行う

医薬品情報の提供はターゲティング広告の一種である。すなわち，製品の広告

等をしたいと考える企業と情報提供の対象となる第三者の間を仲介し，効果的

かつ効率的な情報提供をインターネット上で実現するという点で，医薬品情報

提供プラットフォーム運営事業と一般的なインターネット広告代理店業は類似

している。 

医療用医薬品については医機法等に係る広告規制があるため，医薬品情報提

供プラットフォーム運営事業者が行う医薬品情報の提供は，その対象が医薬関

係者に限定される必要がある。この点について，医薬品情報提供プラット

フォーム運営事業者は，ＭＤＢを活用した医薬品情報提供を行うことにより，

医師に対するターゲティング広告等を実現させている。そのため，インター

ネット広告代理店等が，医薬品情報提供プラットフォーム運営事業を開始する

場合には，ＭＤＢを利用するなど医機法等に係る広告規制に対応するための新

たな対応が必要となるため，多大な追加的費用やリスクを負うことなく，短期

間のうちに，医薬品情報提供プラットフォーム運営事業を開始することは困難
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であり，供給の代替性は認められない。 

ｃ 小括 

以上のことから，役務範囲を「製薬会社を需要者とした医薬品情報提供プ

ラットフォーム運営事業」と画定した。 

（イ） 医師を需要者とした医薬品情報提供プラットフォーム運営事業 

ａ 需要の代替性 

医薬品情報提供プラットフォーム運営事業は，医薬品情報を医師に提供する

インターネット上のプラットフォームを運営・管理する事業であり，医師は医

薬品情報の提供を受ける側の需要者である。 

医師にとって，医薬品情報提供プラットフォーム運営事業に類似する役務は

存在しない。 

ｂ 供給の代替性 

前記（ア）ｂと同様の理由で，インターネット広告代理店等が，多大な追加的費

用やリスクを負うことなく，短期間のうちに，医薬品情報提供プラットフォー

ム運営事業を開始することは困難であり，供給の代替性は認められない。 

ｃ 小括 

以上のことから，役務範囲を「医師を需要者とした医薬品情報提供プラット

フォーム運営事業」と画定した。 

 

イ 医療情報データベース提供事業 

（ア） 需要の代替性  

医薬品情報提供プラットフォーム運営事業者や製薬会社にとって，医療情報

データベース提供事業に類似する役務は存在しない。 

（イ） 供給の代替性 

多大な追加的費用やリスクを負うことなく，短期間のうちに，医療情報データ

ベース提供事業を開始できるような，医療情報データベース提供事業に類似する

事業は存在しない。 

（ウ） 小括 

以上のことから，役務範囲を「医療情報データベース提供事業」と画定した。 

 

ウ 地理的範囲 

（ア） 製薬会社を需要者とした医薬品情報提供プラットフォーム運営事業 

医薬品情報提供プラットフォームは，日本国内で事業活動を行う製薬会社に利

用されており，これらの者は日本全国のどこであっても医薬品情報提供プラット

フォームを利用することができる。また，地域によって医薬品情報提供プラット

フォームの利用料が大きく異なるといった特段の事情も認められない。 

したがって，地理的範囲を「日本全国」と画定した。 
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（イ） 医師を需要者とした医薬品情報提供プラットフォーム運営事業 

医薬品情報提供プラットフォームは，日本国内の医師に利用されており，これ

らの者は日本全国のどこであっても医薬品情報提供プラットフォームを利用する

ことができる。また，医師はいずれの地域でも無料で医薬品情報提供プラット

フォームを利用することができる。 

したがって，地理的範囲を「日本全国」と画定した。 

（ウ） 医療情報データベース提供事業 

医療情報データベースの提供を受けているのは，日本国内に所在する製薬会社

や，日本国内に所在する医薬品情報提供プラットフォーム運営事業者である。ま

た，地域によって，医療情報データベースの料金が大きく異なるといった特段の

事情も認められない。 

したがって，地理的範囲を「日本全国」と画定した。 

 

７ 競争の実質的制限の検討 

⑴ 本件行為に係る企業結合行為形態 

本件行為では，①垂直型企業結合（川上市場：医療情報データベース提供事業，川

下市場：製薬会社を需要者とした／医師を需要者とした医薬品情報提供プラット

フォーム運営事業）及び②混合型企業結合（医療情報データベース提供事業，製薬会

社を需要者とした／医師を需要者とした医薬品情報提供プラットフォーム運営事業）

の２点が主に問題となるため，以下検討する。 
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第２図 本件行為に係る概要図  
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⑵ 垂直型企業結合（川上市場：医療情報データベース提供事業，川下市場：医師及び

製薬会社を需要者とした医薬品情報提供プラットフォーム運営事業）による市場の

閉鎖性・排他性 

ア 当事会社の地位及び競争者の状況 

（ア） 医療情報データベース提供事業（川上市場） 

医療情報データベース提供事業において，前記４の⑶のような特徴を有した

データベースはＭＤＢ以外に存在しない。 

（イ） 医薬品情報提供プラットフォーム運営事業（川下市場） 

ａ 製薬会社を需要者とした医薬品情報提供プラットフォーム運営事業 

医薬品情報提供プラットフォーム運営事業の市場シェアは下表のとおりであ

り，エムスリーのシェアは約75％（第１位）である。他方，競争事業者のシェ

アは多くとも約10％であり，エムスリーとの格差は大きい。 

 

  【平成29年における製薬会社を需要者とした医薬品情報提供プラットフォーム運営

事業の市場シェア（売上高ベース）】 

順位 事業者名 市場シェア（注6） 

第１位 エムスリー 約75％ 

第２位 Ａ社 約10％ 

第３位 Ｂ社 約10％ 

第４位 Ｃ社 約5％ 

第５位 その他 約0-5％ 

合計 100％ 

市場シェア・順位：約75％・第1位 

（注６）72.5％以上77.5％未満を「約75％」とするなど，５％単位で記載している。そのため，合計値

は必ずしも100になるとは限らない。 

 

ｂ 医師を需要者とした医薬品情報提供プラットフォーム運営事業 

医薬品情報提供プラットフォーム運営事業は医師と製薬会社の仲介的存在で

あり，前記５⑵③に記載のとおり，医薬品情報提供プラットフォームを利用す

る製薬会社は，医薬品情報提供プラットフォーム運営事業者の選択基準として，

特に医師会員の多さを重視している。そのため，医薬品情報提供プラット

フォーム運営事業者は，良質かつ充実した情報提供を行うことなどにより，多

くの医師会員を獲得するべく競争を行っていると考えられる。よって，医師会

員数の多さは本件市場における競争状況を示す重要な一つの指標となると考え

られるが，エムスリーは医師総数の約85％を会員として有している一方，それ

以外の競争事業者は医師総数の約30～50％にとどまっており，エムスリーは同

市場においても高い地位を有している。 
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イ 投入物閉鎖 

（ア） 投入物閉鎖を行う能力 

医療情報データベース提供事業（川上市場）を営む日本アルトマークが，医薬

品情報提供プラットフォーム運営事業（川下市場）を営む当事会社の競争事業者

に対して，医療情報データベースの提供を拒否する又は当事会社への提供内容と

比較して不利な条件で提供する（以下「提供拒否等」という。）ことにより，川

下市場の製薬会社を需要者とした／医師を需要者とした医薬品情報提供プラット

フォーム運営事業において，市場の閉鎖性・排他性の問題が生じる可能性につい

て検討する（注７）。 

医薬品情報提供プラットフォーム運営事業（川下市場）では，日本アルトマー

クのＭＤＢを利用することによって医機法等の規制に違反しないことが担保され

ているほか，ＭＤＢを利用することによって，個々の医師の属性を踏まえて，

ターゲットを絞った医薬品情報提供が可能となることから，需要者である製薬会

社は，医薬品情報提供プラットフォームがＭＤＢと連携されている点を取引先の

選定基準として重視している。また，医療情報データベース提供事業は，医薬品

情報提供プラットフォーム運営事業者が事業を行う上で必要不可欠なものである

が，日本アルトマークのＭＤＢと同水準のデータベースを提供できる事業者は存

在せず，主要な医薬品情報提供プラットフォーム運営事業者の中で日本アルト

マークのＭＤＢの提供を受けていない事業者は存在しない。そのため，日本アル

トマークが医薬品情報提供プラットフォーム運営事業を営む当事会社の競争事業

者に対して提供拒否等を行えば，当該競争事業者の競争力が減退したり，当該競

争事業者が医薬品情報提供プラットフォーム運営事業から排除される可能性が高

く，また，医薬品情報提供プラットフォーム運営事業への新規参入が困難となる

可能性が高い。 

したがって，当事会社は投入物閉鎖を行う能力を有する。 

（注７）市場の閉鎖性・排他性の問題をもたらす提供拒否等を「投入物閉鎖」という。 

（イ） 投入物閉鎖を行うインセンティブ 

前記（ア）のとおり，当事会社は投入物閉鎖を行う能力があり，医薬品情報提供プ

ラットフォーム運営事業を営む当事会社の競争事業者の競争力が減退したり，当

該競争事業者が医薬品情報提供プラットフォーム運営事業から排除されること等

によって，利益を増加させることができる。 

したがって，当事会社は投入物閉鎖を行うインセンティブがある。 

 

ウ 当事会社間で競争事業者の秘密情報が共有されることによる市場への影響 

日本アルトマークと取引をしている医薬品情報提供プラットフォーム運営事業者

は，ＭＤＢを利用して医薬品情報提供プラットフォーム運営事業を行う場合に，日

本アルトマークとの間で事業上の秘密情報を共有している。そのため，エムスリー

が，日本アルトマークを通じて，自己の競争事業者の事業上の秘密情報を入手し，
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これを自己に有利に用いれば，当該競争事業者は競争上不利な立場に置かれる可能

性がある。 

例えば，当事会社の競争事業者である医薬品情報提供プラットフォーム運営事業

者は，ＭＤＢを利用した新規の医薬品情報提供プラットフォーム運営事業を開始す

る際に，当該新規事業の概要をあらかじめ日本アルトマークに報告した上で，日本

アルトマークからＭＤＢの利用許諾を受ける必要がある。このような情報をエムス

リーが日本アルトマークを通じて入手し，当該競争事業者の当該新規事業に対抗す

るサービスの検討に利用する場合には，当該競争事業者は競争上不利な立場に置か

れることとなる。 

また，日本アルトマークは，ＭＤＢの提供に際し，医薬品情報提供プラット

フォーム運営事業者との間で秘密保持契約を締結しているが，本契約自体を当事会

社に有利に変更することが可能であることや，エムスリーが同社の役員若しくは従

業員を日本アルトマークに出向させる又は日本アルトマークの役員若しくは従業員

と兼任させることによって当該役員若しくは従業員が他の医薬品情報提供プラット

フォーム運営事業者に係る秘密情報を入手し，それを利用する形でエムスリーが営

む医薬品情報提供プラットフォーム運営事業の業務の中で競争に影響を与えるよう

な判断・決定をすることは可能である。 

したがって，当事会社の間で競争事業者の秘密情報が共有されることによって，

市場の閉鎖性・排他性の問題が生じる可能性がある。 

 

⑶ 混合型企業結合（医療情報データベース提供事業，医師及び製薬会社を需要者とし

た医薬品情報提供プラットフォーム運営事業）による市場の閉鎖性・排他性 

ア 当事会社の地位及び競争者の状況 

前記⑵アと同様である。 

 

イ 混合型市場閉鎖 

（ア） 混合型市場閉鎖を行う能力 

日本アルトマークのＭＤＢ提供事業と当事会社の医薬品情報提供プラット

フォーム運営事業は，いずれも製薬会社が需要者となっている。 

前記４⑶の（注３）に記載のとおり，製薬会社が医薬品情報提供プラット

フォームを利用して，一定の条件に合致する医師をターゲットに絞った医薬品情

報提供を行う場合，製薬会社は，どの医師に対して医薬品情報提供を行うのかを

医薬品情報提供プラットフォーム運営事業者に対して指示を出すが，この指示は

ＭＤＢに付されているＤＣＦコードを使って行われている。そのため，当事会社

が製薬会社に対して，ＭＤＢの提供に併せて当事会社の医薬品情報提供プラット

フォームを利用させたり，他社の医薬品情報提供プラットフォームを利用させな

いという条件を付けることや，当事会社の医薬品情報提供プラットフォームを利
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用することを条件にＭＤＢの提供価格を値引きすること等（以下「本件組合せ提

供等」という。）が考えられる。 

そこで，医療情報データベース提供事業を営む日本アルトマークが，医薬品情

報提供プラットフォーム運営事業を営む当事会社の競争事業者に対して，本件組

合せ提供等を行うことにより，製薬会社を需要者とした／医師を需要者とした医

薬品情報提供プラットフォーム運営事業において，市場の閉鎖性・排他性の問題

が生じる可能性について検討する（注８）。 

製薬業界においては，ＭＤＢが事実上の標準のように利用されており，日本ア

ルトマークのＭＤＢと同水準のデータベースを提供できる事業者は存在しないこ

とを踏まえれば，製薬会社にとってＭＤＢは必要不可欠なものであり，当事会社

が本件組合せ提供等に及べば，製薬会社はこれを受け入れざるを得ないと考えら

れる。そのため，本件組合せ提供等により，当事会社と競争関係にある医薬品情

報提供プラットフォーム運営事業者は市場から排除される可能性が高い。 

したがって，当事会社は混合型市場閉鎖を行う能力がある。 

（注８）市場の閉鎖性・排他性の問題をもたらす組合せ提供等を「混合型市場閉鎖」という。 

（イ） 混合型市場閉鎖のインセンティブ 

前記（ア）のとおり，当事会社は混合型市場閉鎖を行う能力があり，自己の競争事

業者を排除することによって，利益を増加させることができる。 

したがって，当事会社は混合型市場閉鎖を行うインセンティブがある。 

 

⑷ 医薬品情報提供プラットフォーム運営事業における参入圧力等 

製薬会社を需要者とした／医師を需要者とした医薬品情報提供プラットフォーム運

営事業には，参入圧力は働いていない。また，製薬会社が医師に対し医薬品情報を提

供する方法としては，①「自社のＭＲによって医薬品情報を提供する」又は②「自社

が運営するサイトを利用して医薬品情報を提供する」という方法があるが，これらの

方法では主に製薬会社の自社製品の医薬品情報しか提供されないなど，医師にとって

利便性が悪く，医薬品情報提供プラットフォーム運営事業への競争圧力となっている

とは認められない。 

 

⑸ 独占禁止法上の評価 

以上のとおり，本件行為後，①投入物閉鎖，②秘密情報の共有及び③混合型市場閉

鎖によって，製薬会社を需要者とした／医師を需要者とした医薬品情報提供プラット

フォーム運営事業において，市場の閉鎖性・排他性が生じるおそれがある。また，製

薬会社を需要者とした／医師を需要者とした医薬品情報提供プラットフォーム運営事

業への参入圧力等は存在しない。したがって，本件行為により，製薬会社を需要者と

した／医師を需要者とした医薬品情報提供プラットフォーム運営事業における競争が

実質的に制限されることとなる。 
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８ 当事会社による問題解消措置の申出 

当事会社に対し，前記７⑸のとおり，本件行為により，製薬会社を需要者とした／医

師を需要者とした医薬品情報提供プラットフォーム運営事業における競争が実質的に制

限されることとなる旨の指摘を行ったところ，当事会社から，以下の問題解消措置（以

下「本件問題解消措置」という。）の申出があった。 

⑴ 垂直型企業結合（投入物閉鎖）に対する対応 

ア 供給継続義務 

当事会社は，本件行為の実行日以降期間の定めなく，医薬品情報提供プラット

フォーム運営事業における競争事業者（新規事業者も含む。）（以下単に「競争事

業者」という。）へのＭＤＢ等（注９）の提供を拒絶しない。 
（注９）ＭＤＢ及びＭＤＢと同種ないし類似の医療施設・医療従事者の基本情報に関するデータベース

を指す。以下同じ。 

 

イ ＭＤＢ等の提供価格及び提供価格以外の取引条件に係る差別的取扱いの禁止 

当事会社は，本件行為の実行日以降期間の定めなく，競争事業者に対して提供す

るＭＤＢ等の価格，内容，品質等の取引条件について，差別的な取扱いは行わない。 

 

⑵ 垂直型企業結合（秘密情報の共有）に対する対応 

当事会社は，本件行為の実行日以降期間の定めなく，ＭＤＢ等を利用した競争事業

者の事業に関する非公知の情報をエムスリーの役員及び従業員（これらのうちエムス

リーからアルトマークへの出向者であって前記の非公知情報に関与又はアクセスする

必要がある者は除く。）に開示しないよう日本アルトマークの役員及び従業員に周知

する。また，万一これに違反した場合には就業規則等に基づき懲戒処分の対象になり

得ることを了解する旨の誓約書を当該役員等から提出させる。 

さらに，当事会社は，当該非公知情報に関与又はアクセスする必要がない当事会社

の役員及び従業員が当該非公知情報にアクセスできないようにする措置を講じる。 

そして，エムスリーから日本アルトマークに派遣された役員又は従業員がエムス

リーの役員又は従業員を兼任しており，前記の非公知情報に関与又はアクセスできる

場合には，非公知情報を利用して競争に影響を与え得るエムスリーの業務には従事さ

せないこととする。 

 

⑶ 混合型企業結合（混合型市場閉鎖）に対する対応 

当事会社は，本件行為の実行日以降期間の定めなく，ＭＤＢ等の提供に併せて，当

事会社の各種サービスを利用することや他社サービスを利用しないことを条件にせず，

当事会社の各種サービスの提供に併せて，ＭＤＢ等の価格を値引きしたり，ＭＤＢ等

の内容，品質等の提供条件等を有利に設定しない。 
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⑷ 定期報告等 

当事会社は，本件行為後５年間，１年に１回，法務グループが本件問題解消措置の

遵守状況を監査する。また，当事会社は公正取引委員会に５年間の定期報告を行う。

さらに，公正取引委員会からの情報提出要請について，特に期限を設けず対応する。 

 

９ 本件問題解消措置に対する評価 

⑴ 垂直型企業結合（投入物閉鎖）に対する対応 

当事会社は，競争事業者に対して，本件行為の実行日以降期間の定めなく①ＭＤＢ

等の提供継続義務を負うとともに，②ＭＤＢ等の価格等に係る差別的取扱いの禁止の

義務を負うこととなるため，本件問題解消措置により投入物閉鎖は解消されるものと

評価できる。 

 

⑵ 垂直型企業結合（秘密情報の共有）に対する対応 

当事会社は，本件行為の実行日以降期間の定めなく，エムスリーの役員等が競争事

業者の非公知情報を利用することができないような対応及び措置を講ずることとなる

ため，競争事業者の非公知情報を取得すること等により，当事会社が不当に有利にな

ることを防止する観点から，本件問題解消措置は適切であると評価できる。 

 

⑶ 混合型企業結合（混合型市場閉鎖）に対する対応 

当事会社は，本件行為の実行日以降期間の定めなく，本件組合せ提供等を行うこと

が禁止されることとなるため，本件問題解消措置により混合型市場閉鎖は解消される

ものと評価できる。 

 

⑷ 定期報告等 

当事会社は内部監査及び定期報告を５年間行うとともに，当委員会からの情報提供

要請については期限の定めなく対応することを踏まえれば，これらの対応は本件問題

解消措置の実効性担保の観点から，適切であると評価できる。 

 

⑸ 小括 

以上のとおり，当事会社が本件問題解消措置を講じることを前提とすれば，本件行

為による市場の閉鎖性・排他性の問題は生じないと評価できることから，本件行為に

より，製薬会社を需要者とした／医師を需要者とした医薬品情報提供プラットフォー

ム運営事業における競争を実質的に制限することとはならないと認められる。 

 

10 結論 

当事会社が本件問題解消措置を講じることを前提とすれば，本件行為が一定の取引分

野における競争を実質的に制限することとはならないと判断した。 
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第第８８章章  不不公公正正なな取取引引方方法法へへのの取取組組  

 

第１ 概説  
 

独占禁止法は，第19条において事業者が不公正な取引方法を用いることを禁止している

ほか，事業者及び事業者団体が不公正な取引方法に該当する事項を内容とする国際的契約

を締結すること，事業者団体が事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるように

すること，会社及び会社以外の者が不公正な取引方法により株式を取得し又は所有するこ

と，会社が不公正な取引方法により役員の兼任を強制すること，会社が不公正な取引方法

により合併すること等の行為を禁止している（第６条，第８条第５号，第10条第１項，第

13条第２項，第14条，第15条第１項，第15条の２第１項第２号及び第16条第１項）。不公

正な取引方法として規制される行為の具体的な内容は，公正取引委員会が告示により指定

することとされてきたが，私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正

する法律（平成21年法律第51号。以下「平成21年独占禁止法改正法」という。）により，

これまで不公正な取引方法（昭和57年公正取引委員会告示第15号）により指定されていた

もののうち，共同の取引拒絶，差別対価，不当廉売，再販売価格の拘束及び優越的地位の

濫用の全部又は一部が法定化され（第２条第９項第１号から第５号），新たに課徴金納付

命令の対象となった（第20条の２から第20条の６）。 

不公正な取引方法に対する取組に関しては，前記規定に違反する事件の処理のほか，不

公正な取引方法の指定に関する調査，不公正な取引方法に関する説明会の開催等の普及・

啓発活動，不公正な取引方法を防止するための指導業務等がある。また，不公正な取引方

法に関する事業者からの相談に積極的に応じることにより違反行為の未然防止に努めてい

る。 

 

第２ 不当廉売に対する取組  
 

企業が効率化によって達成した低価格で商品を供給するのではなく，採算を度外視した

低価格によって顧客を獲得しようとすることは，独占禁止法の目的からみて問題がある場

合があり，公正な競争秩序に悪影響を与えるときは，不公正な取引方法の一つである不当

廉売として規制される。 

公正取引委員会は，以前から，不当廉売に対し，厳正かつ積極的に対処することとして

いる。 

  

  １１   不当廉売事案への対処  

⑴ 処理方針 

小売業における不当廉売事案については，①申告のあった事案に関しては，処理結果

を通知するまでの目標処理期間を原則２か月以内として迅速処理（注）することとし，

繰り返し注意を受ける事業者に対しては，事案に応じて，責任者を招致した上で直接注

意を行うほか，②大規模な事業者による事案又は繰り返し行われている事案であって，
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周辺の販売業者に対する影響が大きいと考えられるものについて，周辺の販売業者の事

業活動への影響等について個別に調査を行い，問題のみられる事案については厳正に対

処することとしている。 

（注）申告のあった不当廉売事案に対し可能な限り迅速に処理する（原則２か月以内）という方針に基づい

て行う処理をいう。 

 

⑵ 処理の状況 

令和元年度においては，酒類，石油製品，家庭用電気製品等の小売業に係る不当廉売

の申告等に対し迅速処理を行い，不当廉売につながるおそれがあるとして合計235件の

事案に関して注意を行った（第１表参照）。 

例えば，石油製品及びその他の商品について，供給に要する費用を著しく下回る対価

で販売した事業者の責任者に対し，直接注意した事例があった。 

 

 第１表 令和元年度における小売業に係る不当廉売事案の注意件数（迅速処理によるも

の） 

（単位：件）

 酒類 石油製品 家庭用電気製品 その他 合計 

注意件数 63 162 2 8 235 

  

 ２２   規制基準の明確化 

公正取引委員会は，昭和59年に「不当廉売に関する独占禁止法上の考え方」を公表し，

その後，個別の業種（酒類，ガソリン等及び家庭用電気製品）についてその取引実態を踏

まえたガイドラインを順次公表することにより，不当廉売規制の考え方を明らかにしてき

た。 

平成21年独占禁止法改正法により，不当廉売が新たに課徴金納付命令の対象となったこ

と等に伴い，公正取引委員会は，不当廉売の要件に関する解釈を更に明確化すること等に

より，法運用の透明性を一層確保し，事業者の予見可能性をより向上させるため，これら

のガイドラインを改定し，平成21年12月18日に公表した。 

 

第３ 優越的地位の濫用に対する取組  
 

自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して，取引の相手方に正常な商

慣習に照らして不当に不利益を与える行為（優越的地位の濫用）は，自己と競争者間及び

相手方とその競争者間の公正な競争を阻害するおそれがあるものであり，不公正な取引方

法の一つとして禁止されている。 

公正取引委員会は，以前から，優越的地位の濫用行為に対し，厳正かつ効果的に対処す

ることとしている。 

 

  １１   優越的地位の濫用への対処 
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公正取引委員会は，優越的地位の濫用行為に係る調査を効率的かつ効果的に行い，必要

な是正措置を講じていくことを目的とした「優越的地位濫用事件タスクフォース」を設置

し（平成 21 年 11 月），調査を行っているところ，令和元年度においては，１件の警告（第

２章第３第６表一連番号１を参照）及び 29 件の注意を行った。注意の内訳（行為類型）は

第２表のとおりであり，購入・利用強制が 11 件，従業員等の派遣の要請が９件，その他経

済上の利益の提供の要請が９件，協賛金等の負担の要請が７件，支払遅延が７件，減額が

７件，不当な給付内容の変更及びやり直しの要請が５件，返品が４件，取引の対価の一方

的決定が２件となっている（注）。 
（注）独占禁止法の不公正な取引方法の規制の補完法である下請法において勧告又は指導が行われた違反行為等

は，後記第９章第２  ３３  違反行為類型別件数のとおりである。下請法においては，独占禁止法の優越的地位の

濫用の規制とは異なり，支払遅延，減額及び買いたたきの３類型が違反類型別の実体規定違反件数の約８割を

占めている。ただし，下請法の対象は，親事業者と下請事業者との間の一定の委託取引に限られており（後記

第９章第１参照），そのような限定がない優越的地位の濫用規制とは異なる。 

 

第２表 注意事案の行為類型一覧 

（単位：件） 

           取引形態 

 

 行為類型 

小売業者 

に対する 

納入取引 

物流取引 

宿泊業者 

に対する 

納入等取引 

飲食業者 

に対する 

納入等取引 

その他の 

取引 
合計 

購入・利用強制 4 1 5 1 0 11 

協賛金等の負担の要請 0 0 7 0 0 7 

従業員等の派遣の要請 9 0 0 0 0 9 

その他経済上の利益の提供の要請 1 6 2 0 0 9 

返品 4 0 0 0 0 4 

支払遅延 0 7 0 0 0 7 

減額 2 5 0 0 0 7 

取引の対価の一方的決定 0 2 0 0 0 2 

不当な給付内容の変更及びやり直し

の要請 
0 5 0 0 0 5 

その他 0 0 0 0 0 0 

合計 20 26 14 1 0 61 

（注）一つの事案において複数の行為類型について注意を行っている場合があるため，注意件数（29件）と行為

類型の内訳の合計数（61件）とは一致しない。 

 

  ２２  中小事業者の取引の公正化を図る必要が高い分野に係る実態調査等 

公正取引委員会は，独占禁止法上問題となる個別の違反行為に対し，厳正に対処してい

るほか，中小事業者の取引の公正化を図る必要が高い分野について，実態調査等を実施し，

普及・啓発に努めている。 

⑴ 製造業者のノウハウ・知的財産権を対象とした優越的地位の濫用行為等に関する実態

調査 

  公正取引委員会は，近年，事業活動における知的財産保護の重要性が高まっており，
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また，有識者から公正取引委員会に対して「優越的な地位にある事業者が取引先の製造

業者からノウハウや知的財産権を不当に吸い上げている」といった指摘が複数寄せられ

ていることを踏まえ，製造業者を対象とする実態調査を実施した。 

当該調査の結果，ノウハウの開示を強要される，知的財産権の無償譲渡を強要される

等のこれまであまり知られてこなかった事例が多数報告された。 

調査結果を踏まえ，公正取引委員会は，独占禁止法及び下請法上問題となり得る行為

を未然に防止する観点から，本調査結果を令和元年６月に公表するとともに，経済産業

省及び特許庁と連携し，製造業関係事業者団体等に対して報告書の周知を行った。また，

今後とも，製造業者のノウハウ・知的財産権を対象とした優越的地位の濫用行為等につ

いての情報収集に努めるとともに，違反行為に対して厳正に対処していく（下請法違反

行為については，共同して下請法を運用している中小企業庁と連携して厳正に対処して

いく。）。 

 

⑵ 警備業務の取引に関する実態調査 

公正取引委員会は，「中小企業・小規模事業者の活力向上のための関係省庁連絡会議」

（議長：内閣官房副長官（参））に参画し，その議論も踏まえつつ，中小企業等の取引

条件の改善等に向け，下請法等の積極的な運用を進めているところである。 

当該会議での議論を踏まえ，警備業務に係る事業者間の取引状況を把握するため，警

備業者1,000名を対象とする実態調査を実施した。 

当該調査の結果，取引額上位３名との取引において優越的地位の濫用規制又は下請法

上問題となり得る行為を受けたことがあると回答した警備業者は，回答者全体の11％で

あった。行為類型別の状況をみると，「不当な給付内容の変更」が最も多く，次いで

「不当な経済上の利益の提供要請」が多かった。また，問題となり得る行為をした取引

先の業態別の状況をみると，約70％が建設業者であった。 

公正取引委員会は，調査結果を踏まえ，違反行為の未然防止及び取引の公正化の観点

から，建設業者の関係事業者団体に対して，本調査結果を示すとともに，業界における

取引の公正化に向けた自主的な取組を要請した。 

 

⑶ 荷主と物流事業者との取引に関する書面調査 

公正取引委員会は，荷主による物流事業者に対する優越的地位の濫用を効果的に規制

する観点から，平成16年３月８日，特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特

定の不公正な取引方法（平成16年公正取引委員会告示第１号。以下「物流特殊指定」と

いう。）を指定し，荷主と物流事業者との取引の公正化を図っている。 

令和元年度においては，物流特殊指定の遵守状況及び荷主と物流事業者との取引状況

を把握するため，荷主３万名及び物流事業者４万名を対象とする書面調査を実施した。

当該調査の結果，物流特殊指定に照らして問題となるおそれがあると認められた864名

の荷主に対して，物流事業者との取引内容の検証・改善を求める文書を発送した（令和

２年３月）。 

当該864名の荷主のうち，業種について回答のあった847名を業種別にみると，製造業

が最も多く（420名，49.6％），卸売業（187名，22.1％），小売業（48名，5.7％）がこ
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れに続いている。また，問題となるおそれがある行為989件を類型別にみると，経済上

の利益の提供要請が最も多く（414件，41.9％），代金の支払遅延（230件，23.3％），発

注内容の変更（158件，16.0％）がこれに続いている。 

 

 ３３  優越的地位の濫用規制に係る講習会 

公正取引委員会は，過去に優越的地位の濫用規制に係る違反行為がみられた業種，各種

の実態調査で問題がみられた業種等の事業者に対して一層の法令遵守を促すことを目的と

して，業種ごとの実態に即した分かりやすい具体例を用いて説明を行う業種別講習会を実

施している。 

令和元年度においては，荷主・物流事業者向けに９回の講習会を実施した。 

 

 ４４  優越的地位の濫用規制に係る相談・指導 

⑴ 優越的地位の濫用規制に係る相談 

公正取引委員会は，地方事務所等を含めた全国の相談窓口において，年間を通して，

優越的地位の濫用規制に係る相談を受け付けている。 

令和元年度においては，1,104件の相談に対応した。 

 

⑵ 中小事業者のための移動相談会の実施 

公正取引委員会は，下請事業者を始めとする中小事業者からの求めに応じ，全国の当

該中小事業者が所在する地域に職員を派遣し，優越的地位の濫用規制や下請法について

基本的な内容を分かりやすく説明するとともに相談受付等を行う「中小事業者のための

移動相談会」を実施している。 

令和元年度においては，25か所で実施した。 

 

  ５５   コンプライアンス確立への積極的支援 

公正取引委員会は，事業者等からの優越的地位の濫用規制に係る相談に応じるととも

に，優越的地位の濫用規制の一層の普及・啓発を図るため，事業者団体が開催する研修会

等に職員を講師として派遣している。 

令和元年度においては，事業者団体等へ17回講師を派遣した。 
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第第９９章章  下下請請法法にに関関すするる業業務務  

 

第１ 概説  
 

下請法は，経済的に優越した地位にある親事業者が下請代金の支払を遅延するなどの行

為を迅速かつ効果的に規制することにより，下請取引の公正化を図るとともに下請事業者

の利益を保護する目的で，独占禁止法の不公正な取引方法の規制の補完法として昭和31年

に制定された。 

下請法は，親事業者が下請事業者に対し物品の製造・修理，プログラム等の情報成果物

の作成及び役務の提供を委託する場合，親事業者に下請事業者への発注書面の交付（第３

条）並びに下請取引に関する書類の作成及びその２年間の保存（第５条）を義務付けてい

るほか，親事業者の禁止事項として，①受領拒否（第４条第１項第１号），②下請代金の

支払遅延（同項第２号），③下請代金の減額（同項第３号），④返品（同項第４号），⑤買

いたたき（同項第５号），⑥物の購入強制・役務の利用強制（同項第６号），⑦報復措置

（同項第７号），⑧有償支給原材料等の対価の早期決済（同条第２項第１号），⑨割引困難

な手形の交付（同項第２号），⑩不当な経済上の利益の提供要請（同項第３号），⑪不当な

給付内容の変更・不当なやり直し（同項第４号）を定めており，これらの行為が行われた

場合には，公正取引委員会は，その親事業者に対し，当該行為を取りやめ，下請事業者が

被った不利益の原状回復措置等を講じるよう勧告する旨を定めている（第７条）。 

 

第２ 違反事件の処理  

 
下請取引においては，親事業者の下請法違反行為により下請事業者が不利益を受けてい

る場合であっても，その取引の性格から，下請事業者からの自発的な情報提供が期待しに

くい実態にあるため，公正取引委員会は，中小企業庁と協力し，親事業者及びこれらと取

引している下請事業者を対象として定期的に書面調査を実施するなど違反行為の発見に努

めている（第１表及び附属資料５－１表参照）。 

これらの調査の結果，違反行為が認められた親事業者に対しては，その行為を取りやめ

させるほか，下請事業者が被った不利益の原状回復措置等を講じさせている（第２表及び

附属資料５－２表参照）。 

 

 １１  書面調査 

公正取引委員会は，令和元年度において，資本金の額又は出資の総額が1000万円超の親

事業者６万名（製造委託等（注１）３万5810名，役務委託等（注２）２万4190名）及びそ

の下請事業者30万名（製造委託等20万190名，役務委託等９万9810名）を対象に書面調査

を実施した（第１表参照）。 

（注１）製造委託及び修理委託をいう。以下同じ。 

（注２）情報成果物作成委託及び役務提供委託をいう。以下同じ。 
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 第１表 書面調査の実施状況の推移 

（単位：名）

区分 

年度 

書面調査発送件数 

親事業者調査 下請事業者調査 

元 60,000 300,000 

  
製造委託等 35,810 200,190 

役務委託等 24,190  99,810 

30 60,000 300,000 

 
製造委託等 39,175 211,741 

役務委託等 20,825 88,259 

29 60,000 300,000 

 
製造委託等 38,680 208,513 

役務委託等 21,320 91,487 

28 39,150 214,500 

 
製造委託等 25,696 151,912 

役務委託等 13,454 62,588 

27 39,101 214,000 

 
製造委託等 26,559 151,499 

役務委託等 12,542 62,501 

 

 ２２  違反被疑事件の新規着手件数及び処理件数 

⑴ 新規着手件数 

令和元年度においては，新規に着手した下請法違反被疑事件は8,515件である。この

うち，書面調査により職権探知したものは8,360件，下請事業者等からの申告によるも

のは155件である（第２表及び附属資料５－２表参照）。 

 

⑵ 処理件数 

令和元年度においては，公正取引委員会は，8,315件の下請法違反被疑事件を処理し，

このうち，8,023件について違反行為又は違反のおそれのある行為（以下総称して「違

反行為等」という。）があると認めた。このうち７件について同法第７条の規定に基づ

き勧告を行い，いずれも公表し，8,016件について指導の措置を採るとともに，親事業

者に対して，違反行為等の改善及び再発防止のために，社内研修，監査等により社内体

制を整備するよう指導した（第２表，第１図及び附属資料５－２表参照）。 

  

第２部　各　論



 

● 255 ● 

第
９
章 

下
請
法
に
関
す
る
業
務 

 第２表 下請法違反被疑事件の処理状況の推移 

（単位：件）

区分 

 

 

年度 

新 規 着 手 件 数 処 理 件 数 

書面調査 申 告 

中小企業庁

長官からの

措置請求 

計 

措  置 

不 問 計 
勧告 指導 小 計 

元 8,360 155 0 8,515 7 8,016 8,023 292 8,315 

 製造委託等 5,725 100 0 5,825 7 5,524 5,531 179 5,710 

 役務委託等 2,635 55 0 2,690 0 2,492 2,492 113 2,605 

30 7,757 141 0 7,898 7 7,710 7,717 382 8,099 

 製造委託等 5,276 84 0 5,360 7 5,250 5,257 256 5,513 

 役務委託等 2,481 57 0 2,538 0 2,460 2,460 126 2,586 

29 7,173 97 1 7,271 9 6,752 6,761 307 7,068 

 製造委託等 5,033 61 1 5,095 9 4,718 4,727 205 4,932 

 役務委託等 2,140 36 0 2,176 0 2,034 2,034 102 2,136 

28 6,477 112 0 6,589 11 6,302 6,313 290 6,603 

 製造委託等 4,554 82 0 4,636 9 4,447 4,456 193 4,649 

 役務委託等 1,923 30 0 1,953 2 1,855 1,857 97 1,954 

27 6,210 95 0 6,305 4 5,980 5,984 287 6,271 

 製造委託等 4,382 69 0 4,451 4 4,224 4,228 196 4,424 

 役務委託等 1,828 26 0 1,854 0 1,756 1,756 91 1,847 

 

 第１図 下請法の事件処理件数の推移       

 

 
（注１）勧告を行った事件の中には，製造委託等及び役務委託等との双方において違反行為が認められたものが

あるが，本図においては，当該事件の違反行為が主として行われた取引に区分して，件数を計上している。 

（注２）このほか，勧告に相当するような自発的な申出事案もある（後記  ５５  参照）。 
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  ３３  違反行為類型別件数 

令和元年度において勧告又は指導が行われた違反行為等を行為類型別にみると，手続規

定違反（下請法第３条又は第５条違反）は6,609件（違反行為類型別件数の延べ合計の

48.9％）である。このうち，発注時に下請代金の額，支払方法等を記載した書面を交付し

ていない，又は交付していても記載すべき事項が不備のもの（第３条違反）が5,864件，

下請取引に関する書類を一定期間保存していないもの（第５条違反）が745件である。ま

た，実体規定違反（第４条違反）は，6,919件（違反行為類型別件数の延べ合計の51.1％）

となっており，このうち，下請代金の支払遅延（同条第１項第２号違反）が3,651件（実

体規定違反件数の合計の52.8％），下請代金の減額（同項第３号違反）が1,150件（同

16.6％），買いたたき（同項第５号違反）が721件（同10.4％）となっている（第３表及び

附属資料５－３表参照）。 

  

5,980
6,302

6,752

7,710

8,016

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

6,500

7,000

7,500

8,000

8,500

27年度 28年度 29年度 30年度 元年度

指
導
件
数

（件）

第２部　各　論



 

● 257 ● 

第
９
章 

下
請
法
に
関
す
る
業
務 

 第３表 下請法違反行為類型別件数の推移  

（単位：件，(％)）

年 度 

 

違反行為類型 

元 30 29 

 製造 

委託等 

役務 

委託等 
 

製造 

委託等 

役務 

委託等 

 製造 

委託等 

役務 

委託等 

実 
 

体 
 

規 
 

定 
 

違 
 

反 

受領拒否 32 29 3 46 36 10 23 19 4 

（第4条第1項第1号違反） (0.5) (0.6) (0.1) (0.7) (0.7) (0.5) (0.4) (0.5) (0.2) 

下請代金の支払遅延 3,651 2,160 1,491 3,371 2,051 1,320 3,129 1,988 1,141 

（第4条第1項第2号違反） (52.8) (45.7) (68.1) (49.4) (42.2) (67.2) (54.2) (48.2) (68.9) 

下請代金の減額 1,150 867 283 834 642 192 611 461 150 

（第4条第1項第3号違反） (16.6) (18.3) (12.9) (12.2) (13.2) (9.8) (10.6) (11.2) (9.1) 

返品 14 11 3 19 14 5 20 19 1 

（第4条第1項第4号違反） (0.2) (0.2) (0.1) (0.3) (0.3) (0.3) (0.3) (0.5) (0.1) 

買いたたき 721 533 188 1,487 1,195 292 1,179 932 247 

（第4条第1項第5号違反） (10.4) (11.3) (8.6) (21.8) (24.6) (14.9) (20.4) (22.6) (14.9) 

購入・利用強制 72 47 25 90 61 29 94 62 32 

（第4条第1項第6号違反） (1.0) (1.0) (1.1) (1.3) (1.3) (1.5) (1.6) (1.5) (1.9) 

報復措置 1 1 0 5 3 2 0 0 0 

（第4条第1項第7号違反） (0.0) (0.0) (0.0) (0.1) (0.1) (0.1) (-) (-) (-) 

有償支給原材料等の対価の早期決済 98 92 6 113 110 3 92 89 3 

（第4条第2項第1号違反） (1.4) (1.9) (0.3) (1.7) (2.3) (0.2) (1.6) (2.2) (0.2) 

割引困難な手形の交付 254 243 11 374 356 18 324 311 13 

（第4条第2項第2号違反） (3.7) (5.1) (0.5) (5.5) (7.3) (0.9) (5.6) (7.5) (0.8) 

不当な経済上の利益の提供要請 336 287 49 348 291 57 261 212 49 

（第4条第2項第3号違反） (4.9) (6.1) (2.2) (5.1) (6.0) (2.9) (4.5) (5.1) (3.0) 

不当な給付内容の変更・やり直し 590 458 132 132 96 36 45 29 16 

（第4条第2項第4号違反） (8.5) (9.7) (6.0) (1.9) (2.0) (1.8) (0.8) (0.7) (1.0) 

小    計 
6,919 4,728 2,191 6,819 4,855 1,964 5,778 4,122 1,656 

(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) 

手
続
規
定
違
反 

発注書面不交付・不備 5,864 4,202 1,662 5,964 4,183 1,781 5,322 3,826 1,496 

（第3条違反）          

書類不保存等 745 458 287 778 520 258 649 448 201 

（第5条違反）          

虚偽報告等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

（第9条第1項違反）          

小    計 6,609 4,660 1,949 6,742 4,703 2,039 5,971 4,274 1,697 

合      計 13,528 9,388 4,140 13,561 9,558 4,003 11,749 8,396 3,353  
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 ４４  下請事業者が被った不利益の原状回復の状況 

令和元年度においては，下請事業者が被った不利益について，親事業者268名から，下

請事業者7,469名に対し，下請代金の減額分の返還等，総額27億7651万円相当の原状回復

が行われた。 

主なものとしては，①下請代金の減額事件において，親事業者は総額17億6191万円を下

請事業者に返還し，②返品事件において，親事業者は下請事業者から総額６億6438万円相

当の商品を引き取り，③下請代金の支払遅延事件において，親事業者は遅延利息等として

総額３億2026万円を下請事業者に支払い，④不当な経済上の利益の提供要請事件において，

親事業者は総額2556万円の利益提供分を下請事業者に返還した（第４表及び第２図参照）。 

 

 第４表 下請事業者が被った不利益の原状回復の状況 

 

返還等を行った 返還等を受けた

親事業者数（注２） 下請事業者数（注２）

元年度 104名 4,087名 17億6191万円

30年度 120名 4,593名 1億8367万円
29年度 140名 7,659名 16億7800万円
28年度 131名 4,060名 18億4452万円
27年度 93名 4,405名 7億7050万円

元年度 11名 106名 6億6438万円

30年度 7名 59名 1911万円
29年度 11名 107名 360万円
28年度 2名 17名 3億3957万円
27年度 7名 161名 1億7896万円

元年度 132名 2,931名 3億2026万円

30年度 165名 4,901名 4億2288万円
29年度 138名 3,015名 1億9675万円
28年度 144名 2,076名 6958万円
27年度 124名 2,857名 3億2691万円

元年度 8名 229名 2556万円

30年度 7名 346名 1750万円
29年度 8名 47名 633万円
28年度 8名 98名 2190万円
27年度 4名 123名 3078万円

元年度 1名 1名 208万円

30年度 1名 1名 162万円
29年度 3名 162名 14億7624万円
28年度 －名 －名 －
27年度 1名 4名 71万円

元年度 1名 10名 109万円

30年度 2名 8名 5万円
29年度 1名 5名 158万円
28年度 1名 5名 44万円
27年度 1名 4名 44万円

元年度 4名 94名 61万円

30年度 5名 152名 225万円
29年度 2名 10名 6万円
28年度 7名 221名 2359万円
27年度 　1名 199名 25万円

受領拒否

割引困難な
手形の交付

購入等強制

違反行為類型 年度

支払遅延

減額

返品

不当な経済上の
利益の提供要請

原状回復の金額（注１）
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 （注１）違反行為類型ごとの返還等の金額は１万円未満を切り捨てているため，各金額の合計額と総額とは一致

しない場合がある。 

（注２）親事業者数及び下請事業者数は延べ数である。 

（注３）該当がない場合を「－」で示した。 

 

 第２図 原状回復の状況         
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27年度 28年度 29年度 30年度 元年度

原原
状状
回回
復復
額額

（（億億円円））

23億9931万円

6億7068万円

27億7651万円

13億2622万円

33億6716万円

返還等を行った 返還等を受けた

親事業者数（注２） 下請事業者数（注２）

元年度 2名 4名 49万円

30年度 2名 3名 24万円
29年度 －名 －名 －
28年度 3名 3名 1498万円
27年度 2名 4名 1706万円

元年度 3名 5名 6万円

30年度 9名 95名 2088万円
29年度 4名 19名 168万円
28年度 5名 24名 58万円
27年度 1名 1名 18万円

元年度 2名 2名 3万円

30年度 3名 14名 244万円
29年度 1名 1名 289万円
28年度 1名 10名 8411万円
27年度 2名 2名 38万円

元年度 268名 7,469名 27億7651万円

30年度 321名 10,172名 6億7068万円
29年度 308名 11,025名 33億6716万円
28年度 302名 6,514名 23億9931万円
27年度 236名 7,760名 13億2622万円

合計

やり直し等

違反行為類型

有償支給原材料等
の対価の早期決済

買いたたき

年度 原状回復の金額（注１）
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 ５５  下請法違反行為を自発的に申し出た親事業者に係る事案 

公正取引委員会は，親事業者の自発的な改善措置が下請事業者の受けた不利益の早期回

復に資することに鑑み，当委員会が調査に着手する前に，違反行為を自発的に申し出，か

つ，自発的な改善措置を採っているなどの事由が認められる事案については，親事業者の

法令遵守を促す観点から，下請事業者の利益を保護するために必要な措置を採ることを勧

告するまでの必要はないものとして取り扱うこととし，この旨を公表している（平成20年

12月17日。詳細については，後記リンク先を参照）。 

令和元年度においては，前記のような親事業者からの違反行為の自発的な申出は78件で

あった（第５表参照）。また，同年度に処理した自発的な申出は46件であった。令和元年

度においては，親事業者からの違反行為の自発的な申出により，下請事業者1,926名に対

し，下請代金の減額分の返還等，総額5849万円相当の原状回復が行われた（注）。 

https://www.jftc.go.jp/shitauke/shitauke_tetsuduki/081217.html 
（注）前記  ４４  記載の金額に含まれている。 

 

 第５表 自発的な申出の件数 

                            （単位：件） 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

52 61 47 73 78 
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 ６６  勧告事件及び主な指導事件  

令和元年度における勧告事件及び主な指導事件は次のとおりである。 

⑴ 勧告事件 

事業内容 違 反 行 為 等 の 概 要 関係法条 

食料品の製造販売

業 

(31.4.23勧告) 

森永製菓㈱は，単価の引下げ改定を行ったところ，単価の引下げの合

意日前に発注した食料品について引き下げた単価を遡って適用し，平成

28年11月から平成30年5月までの間，下請代金の額から，下請代金の額

と発注後に引き下げた単価を遡って適用した額との差額を差し引くこと

により，下請代金の額を減じていた。 

減額金額は，下請事業者5名に対し，総額958万2853円であり，同社は勧

告前に減額分を下請事業者に返還している。 

第4条第1項第

3号（下請代

金の減額の禁

止） 

日用品，園芸用

品，大工用品等の

小売業 

(元.9.27勧告) 

㈱LIXIL ビバは，下請事業者に対し，自社の店舗（ホームセンター）に

おける商品，商品棚，什器等の移動，商品の陳列等の作業（売場手直し）

を行わせるため，下請事業者の利益との関係を明らかにすることなく，そ

の従業員等を派遣するよう要請し，この要請に応じた下請事業者に対し，

平成29年10月から平成30年12月までの間，35店舗において，延べ812人の

従業員等を派遣させ，延べ6,131時間26分（休憩時間を含む。）にわたり，

無償で当該作業を行わせることにより，下請事業者の利益を不当に害して

いた。 

無償で提供させた役務のために要した費用相当額は，下請事業者43名に

対し，総額973万7765円である。 

第4条第2項第

3号（不当な

経済上の利益

の提供要請の

禁止） 

ゴム射出成形機等

の製造販売業 

(元.9.27勧告) 

三友工業㈱は，次のアからウまでの額を下請代金の額から差し引くこと

により，下請代金の額を減じていた。 

ア 「期間契約」の額（平成29年11月から平成31年1月までの間） 

イ 「特別物件価格協力」の額（平成29年11月から平成30年12月までの

間） 

ウ 「手数料」の額（平成29年11月から平成31年3月までの間） 

減額金額は，下請事業者36名に対し，総額2010万4269円である。 

第4条第1項第

3号（下請代

金の減額の禁

止） 

自動車部品等の製

造業 

(元.9.30勧告) 

東洋電装㈱は，単価の引下げ改定を行ったところ，単価の引下げの合意

日前に発注した部品等について引き下げた単価を遡って適用し，平成30年

1月から平成31年4月までの間，下請代金の額から，下請代金の額と発注後

に引き下げた単価を遡って適用した額との差額を差し引くことにより，下

請代金の額を減じていた。 

減額金額は，下請事業者32名に対し，総額1567万8869円であり，同社は

勧告前に減額分を下請事業者に返還している。 

第4条第1項第

3号（下請代

金の減額の禁

止） 

プラスチック製品

の製造業 

(元.11.22勧告) 

誠和産業㈱は，平成30年2月から令和元年8月までの間，「仕入割引」を

下請代金の額から差し引くことにより，下請代金の額を減じていた。 

減額金額は，下請事業者54名に対し，総額2786万2291円であり，同社は

勧告前に減額分を下請事業者に返還している。 

第4条第1項第

3号（下請代

金の減額の禁

止） 
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事業内容 違 反 行 為 等 の 概 要 関係法条 

女性向け既製服等

の小売業 

(2.2.14勧告) 

㈱レリアンは，消費者に販売する女性向け既製服等の製造を下請事業者

に委託しているところ，下請事業者に対し，次の行為を行っていた。 

① 下請代金の支払遅延 

下請事業者に製造を委託している商品の一部について，顧客に販売

した日を下請事業者の給付を受領した日とみなして支払期日を定める

消化仕入取引を行っていたため下請代金の支払期日が定められておら

ず，下請法第2条の2第2項の規定により，下請事業者の給付を受領した

日が下請代金の支払期日と定められたものとみなされるところ，平成

30年11月以降に下請事業者から受領した給付の一部について，当該下

請事業者に対し，当該期日の経過後なお下請代金を支払っていない。 

② 下請代金の減額 

次のアからエまでの額を下請代金の額から差し引くことにより，下

請代金の額を減じていた。 

ア 「マークダウン等による値引き」の額（平成30年11月から令和元

年10月まで） 

イ 「手数料」の額（平成30年11月から令和元年12月まで） 

ウ 「金利」の額（平成30年11月から令和元年10月まで） 

エ ㈱三景を通じて下請事業者の金融機関口座に下請代金を振り込む

際に，㈱三景が実際に金融機関へ支払う振込手数料を超える額（平

成30年11月から令和元年10月まで） 

③ 返品 

ア 下請事業者から商品を受領した後，当該商品が売れ残ったことを

理由として，平成30年11月から令和元年10月までの間，当該商品を

引き取らせていた。 

イ 一部の下請事業者に返品に係る送料を負担させていた。 

支払遅延額は，下請事業者10名に対し，総額1億7015万8471円，減額金

額は，下請事業者13名に対し，総額14億9105万8351円，返品した商品の下

請代金相当額は，下請事業者13名に対し，総額6億5533万1070円であり，

同社は勧告前に，下請事業者に対し，前記②イからエまでの額及び前記③

イの送料の額を支払っている。 

①第4条第1項

第2号（下請

代金の支払遅

延の禁止） 

②第4条第1項

第3号（下請

代金の減額の

禁止） 

③第4条第1項

第4号（返品

の禁止） 

食料品等の製造販

売業 

(2.3.19勧告) 

㈱サンクゼールは，下請事業者に対し，納品責任を負うべき場所を物流

センターと指定した食料品等について，従前，物流センターの運営等に係

る費用を徴収することなく物流センターに納品させていたが，下請代金の

単価改定の機会及び物流センターに納品せず自社の各店舗等に直接納品す

るか否かの選択の機会を与えることなく，前記費用の一部として，「セン

ターフィー」と称して下請代金の額に一定率を乗じて得た額を徴収するこ

ととし，平成29年12月から令和元年7月までの間，「センターフィー」を下

請代金の額から差し引くことにより，下請代金の額を減じていた。 

減額金額は，下請事業者31名に対し，総額3725万4503円であり，同社は

勧告前に減額分を下請事業者に返還している。 

第4条第1項第

3号（下請代

金の減額の禁

止） 
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⑵ 主な指導事件 

違 反 行 為 等 の 概 要 関係法条 

食料品の製造を下請事業者に委託しているＡ社は，納入場所に空きがないことを理由

に，あらかじめ定めた納期に下請事業者の給付を受領しなかった。 

第4条第1項第1号

（受領拒否の禁

止） 

印刷物の製造等を下請事業者に委託しているＢ社は，下請事業者との間で，支払期日

が金融機関の休業日に当たった場合に，支払期日を金融機関の翌営業日に順延すること

についてあらかじめ書面で合意をしていないにもかかわらず，下請代金の支払期日が金

融機関の休業日に当たることを理由に，下請事業者に対し，あらかじめ定められた支払

期日を経過して下請代金を支払っていた。 

第4条第1項第2号

（下請代金の支払

遅延の禁止） 

貨物の運送を下請事業者に委託しているＣ社は，下請事業者との間で，下請代金を下

請事業者の銀行口座に振り込む際の手数料を下請事業者が負担する旨の合意をせずに，

振込手数料を下請代金の額から減じていた。 

第4条第1項第3号

（下請代金の減額

の禁止） 

コンピュータ周辺機器の製造を下請事業者に委託しているＤ社は，その受領後に，製

品の販売先の発注ミス等，下請事業者の責めに帰すべき理由によらずに返品していた。 

第4条第1項第4号

（返品の禁止） 

食品加工業務を下請事業者に委託しているＥ社は，発注数量が減少等しているにもか

かわらず，下請事業者と十分な協議をすることなく，従来の単価に据え置いて下請代金

の額を定めていた。 

第4条第1項第5号

（買いたたきの禁

止） 

結婚披露宴の司会進行を下請事業者に委託しているＦ社は，発注担当者を通じて，下

請事業者に対し，自社が販売するディナーショーチケットを購入させていた。 

第4条第1項第6号

（購入・利用強制

の禁止） 

プライベート・ブランド商品の製造を下請事業者に委託しているＧ社は，下請事業者

に対し，有償で原材料を支給しているが，当該原材料の対価について，当該原材料を用

いた給付に係る下請代金の支払期日よりも早い時期に，支払うべき下請代金の額から控

除していた。 

第4条第2項第1号

（有償支給原材料

等の対価の早期決

済の禁止） 

自動化機械等の製造を下請事業者に委託しているＨ社は，下請事業者に対し，手形期

間が120日（繊維業以外の業種において認められる手形期間）を超える手形（162日）を

交付していた。 

第4条第2項第2号

（割引困難な手形

の交付の禁止） 

自動車用内装部品の加工を下請事業者に委託しているＩ社は，下請事業者に対し，自

社が所有する金型を貸与しているところ，当該部品を大量に発注する時期を終えた後，

当該部品の発注を長期間行わないにもかかわらず，金型を無償で保管させていた。 

第4条第2項第3号

（不当な経済上の

利益の提供要請の

禁止） 

包装資材の製造を下請事業者に委託しているＪ社は，下請事業者に発注するに当た

り，発注書面に仕様を明確に記載しなかったにもかかわらず，納品された製品が発注書

面に記載された仕様と違うとして無償で製造のやり直しをさせた。 

第4条第2項第4号

（不当な給付内容

の変更及び不当な

やり直しの禁止） 

 

第
９
章

下
請
法
に
関
す
る
業
務



 

● 264 ● 

第２部 各 論 

第３ 下請法の普及・啓発  
 

下請法の運用に当たっては，違反行為を迅速かつ効果的に排除することはもとより，違

反行為を未然に防止することも重要である。このような観点から，公正取引委員会は，次

のとおり各種の施策を実施し，違反行為の未然防止を図っている。 

 

  １１  下請法等に係る講習会 

⑴ 基礎講習会 

企業のコンプライアンス意識の高まりや初心者向けの講習会開催に係る要望等を踏ま

え，下請法及び優越的地位の濫用規制（以下「下請法等」という。）に関する基礎知識

を習得することを希望する者を対象とした「基礎講習会」を実施している。 

令和元年度においては，65回の講習会を実施した。 

⑵ 下請取引適正化推進講習会 

公正取引委員会は，下請法の普及・啓発を図るため，中小企業庁と共同して，毎年11

月を「下請取引適正化推進月間」と定め，下請法の概要等を説明する「下請取引適正化

推進講習会」を全国各地で実施している。 

令和元年度においては，47都道府県62会場（うち公正取引委員会主催分26都道府県33

会場）で実施した。 

 

⑶ 応用講習会 

企業のコンプライアンス意識の高まりや応用的な内容に関する講習会開催に係る要望

等を踏まえ，下請法等に関する基礎知識を有する者を対象として，勧告事例等の説明，

事例研究等を内容とする「応用講習会」を実施している。 

令和元年度においては，９回の講習会を実施した（注）。 

（注）このほか，新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から，令和２年２月28日以降に開催を予定

していた応用講習会４回の開催を中止した。 

 

  ２２  下請法に係る相談 

⑴ 下請法に係る相談 

公正取引委員会では，地方事務所等を含めた全国の相談窓口において，年間を通して，

下請法に係る相談を受け付けている。 

令和元年度においては，9,173件に対応した。 

 

⑵ 中小事業者のための移動相談会（再掲） 

下請事業者を始めとする中小事業者からの求めに応じ，全国の当該中小事業者が所在

する地域に公正取引委員会の職員が出向いて，下請法等について基本的な内容を分かり

やすく説明するとともに相談受付等を行う「中小事業者のための移動相談会」を実施し

ている。 

令和元年度においては，25か所で実施した。 
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⑶ 独占禁止法相談ネットワーク 

公正取引委員会は，商工会議所及び商工会の協力の下，独占禁止法相談ネットワーク

を運営しており，独占禁止法及び下請法に関する中小事業者からの相談に適切に対応す

ることができるように，全国の商工会議所及び商工会が有する中小事業者に対する相談

窓口を活用し，相談を受け付けている。 

令和元年度においては，全国の商工会議所及び商工会で従事する経営指導員向けの研

修会等へ24回講師を派遣するとともに，中小事業者向けリーフレット（「１分で分か

る！独禁法」）等の参考資料を全国の商工会議所及び商工会へ配布した。 

 

  ３３  コンプライアンス確立への積極的支援 

 公正取引委員会は，事業者等からの下請法に係る相談に応じるとともに，下請法の一層

の普及・啓発を図るため，事業者団体が開催する研修会等に講師を派遣している。 

令和元年度においては，事業者団体等へ51回講師を派遣した。 

 

 ４４  親事業者に対する下請法遵守のための年末要請 

特に年末にかけての金融繁忙期においては，下請事業者の資金繰り等について厳しさが

増すことが懸念されることから，下請代金の支払遅延，下請代金の減額，買いたたき等の

行為が行われることのないよう，公正取引委員会及び経済産業省は，親事業者及び関係事

業者団体に対し，下請法の遵守の徹底等について，公正取引委員会委員長及び経済産業大

臣の連名の文書で要請している。 

令和元年度においては，親事業者約20万名及び関係事業者団体約1,100団体に対し，11

月15日に要請を実施した。 

 

 ５５  下請取引等改善協力委員 

公正取引委員会は，下請法等の効果的な運用に資するため，各地域の下請取引等の実情

に明るい中小事業者等に下請取引等改善協力委員を委嘱している。令和元年度における下

請取引等改善協力委員（定員）は153名である。 

令和元年度においては，５月以降２月末にかけて，下請取引等改善協力委員から下請取

引の現状等について意見聴取を行うとともに，その概要を公表した（「令和元年度におけ

る下請法の運用状況及び企業間取引の公正化への取組等」〔令和２年６月３日公表〕の別

紙５「下請取引等改善協力委員から寄せられた主な意見」）。 
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第第1100章章  消消費費税税転転嫁嫁対対策策特特別別措措置置法法にに関関すするる業業務務  

 

第１ 概説  
 

消費税転嫁対策特別措置法は，消費税率の引上げに際し，消費税の円滑かつ適正な転嫁

を確保することを目的として，平成25年６月５日に成立し，同年10月１日に施行された。 

消費税転嫁対策特別措置法は，消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置を定

めており，平成26年４月１日以後に特定供給事業者から受ける商品又は役務の供給に関し

て，特定事業者の禁止行為として，①減額又は買いたたき（第３条第１号），②商品購入，

役務利用又は利益提供の要請（第３条第２号），③本体価格での交渉の拒否（第３条第３

号），④報復行為（第３条第４号）を定め，公正取引委員会は，その特定事業者に対し，

これらの行為を防止し，又は是正するために必要な指導又は助言をする旨を定め（第４

条），また，これらの消費税の転嫁拒否等の行為（以下「転嫁拒否行為」という。）が認め

られた場合には，速やかに消費税の適正な転嫁に応じることその他必要な措置を採るべき

ことを勧告する旨を定めている（第６条）。 

消費税転嫁対策特別措置法は，消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関

する特別措置を定めており，事業者又は事業者団体が公正取引委員会に届出をしてする特

定の共同行為について，独占禁止法の適用を除外する旨を定めている（第12条）。 

 

第２ 消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置  
 

  １１   転嫁拒否行為に関する情報収集 

⑴ 相談窓口における対応 

公正取引委員会は，本局及び全国の地方事務所等に相談窓口を設置しており，当該窓

口において転嫁拒否行為等に関する事業者からの相談や情報提供を一元的に受け付けて

いる。 

令和元年度においては，2,102件の相談に対応した。 

 

⑵ 書面調査 

公正取引委員会は，転嫁拒否行為を受けた事業者にとって，自らその事実を申し出に

くい場合もあると考えられることから，転嫁拒否行為を受けた事業者からの情報提供を

受身的に待つだけではなく，書面調査を実施し，中小企業・小規模事業者等（売手側）

から転嫁拒否行為に関する情報収集を積極的に行っている。 

令和元年度においては，同年10月１日の消費税率の引上げに際し，事業者間では消費

税率の引上げ日よりも早い時点から新税率を前提とした価格交渉が始まることを想定し

て，転嫁拒否行為に関する情報収集及び転嫁拒否行為の未然防止の観点から，同年５月，

中小企業庁と共同で，中小企業・小規模事業者等（売手側。約30万名）に対する書面調

査を実施した。 

また，公正取引委員会は，前記の中小企業・小規模事業者等に対する書面調査とは別
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に，転嫁拒否行為に関する情報収集及び転嫁拒否行為の未然防止の観点から，令和元年

５月，大規模小売事業者・大企業等（買手側。約８万名）に対し，消費税転嫁対策特別

措置法第15条第１項に基づく報告義務を課した書面調査を実施した。 

令和元年10月の消費税率引上げ後は，消費税率８％から10％への引上げに係る転嫁拒

否行為に関する情報を収集するため，同月以降，中小企業庁と共同で，中小企業・小規

模事業者等（約280万名）及び個人事業者（約340万名）に対する悉皆的（しっかいてき）

な書面調査を実施した。 

 

⑶ 事業者及び事業者団体に対するヒアリング調査 

公正取引委員会は，令和元年度において，様々な業界における転嫁拒否行為に関する

情報や取引実態を把握するため，1,648名の事業者及び559の事業者団体に対してヒアリ

ング調査を実施した。 

 

⑷ 移動相談会 

公正取引委員会は，事業者にとって，より一層相談しやすい環境を整備するため，全

国各地で移動相談会を実施することとしており，令和元年度においては，全都道府県に

おいて85回実施した。 

 

⑸ 下請法の書面調査の活用 

公正取引委員会は，下請法の書面調査を通じて，転嫁拒否行為に関する情報も併せて

収集し，転嫁拒否行為に関する情報が得られた場合には，速やかに調査を行った。 

 

⑹ 下請法との一体的な運用 

公正取引委員会は，消費税転嫁対策特別措置法に基づく調査において，下請法に違反

する事実（発注書面不交付・不備，受領拒否，割引困難な手形の交付等）が判明した場

合には，下請法に基づき速やかに調査を行った。 

 

  ２２   転嫁拒否行為に対する調査・措置等 

⑴ 転嫁拒否行為に対する勧告及び指導件数 

公正取引委員会は，様々な情報収集活動によって把握した情報を踏まえ，立入検査等

の調査を積極的に実施し，転嫁拒否行為に対しては，指導により転嫁拒否行為に係る不

利益の回復等の必要な改善措置を講ずるよう迅速かつ厳正に対処している。また，重大

な転嫁拒否行為が認められた場合には勧告を行うとともに，違反行為を行った特定事業

者の名称，違反行為の概要等を公表している。 

令和元年度においては，６件について勧告を行い，743件について指導を行った（第

１表参照）。 
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 第１表 転嫁拒否行為に対する勧告及び指導件数 

（単位：件） 

 勧告 指導 

令和元年度  6（ 0）   743（ 18） 

平成30年度  5（ 3）   295（ 16） 

 累 計（注1） 54（11） 3,159（174） 

（注１）平成25年10月から令和２年３月までの累計である。 

（注２）（ ）内の件数は，大規模小売事業者に対する勧告又は指導の件数で内数である。 

 

 第２表 勧告及び指導件数の内訳（業種別） 

（単位：件） 

業種 
令和元年度 平成30年度  累計（注3） 

勧告 指導 合計 勧告 指導 合計 勧告 指導 合計 

建設業 1 85 86 0 48 48 5 369 374 

製造業 0 107 107 0 78 78 1 738 739 

情報通信業 2 53 55 2 16 18 8 263 271 

運輸業（道路貨物運送業

等） 
0 26 26 0 13 13 1 169 170 

卸売業 0 57 57 0 17 17 1 230 231 

小売業 0 85 85 3 36 39 11 358 369 

不動産業 1 68 69 0 19 19 9 171 180 

技術サービス業（広告・

建築設計業等） 
1 18 19 0 11 11 1 143 144 

学校教育・教育支援業 1 13 14 0 6 6 4 66 70 

その他（注4） 0 231 231 0 51 51 13 652 665 

合 計 6 743 749 5 295 300 54 3,159 3,213 

（注３）平成25年10月から令和２年３月までの累計である。 

（注４）「その他」は，娯楽業，医療福祉，事業サービス業（ビルメンテナンス業，警備業等）等である。 

（注５）複数の業種にわたる場合は，当該事業者の主たる業種により分類している。 

 

⑵ 行為類型別件数 

令和元年度において勧告又は指導が行われた違反行為を行為類型別にみると，減額

（消費税転嫁対策特別措置法第３条第１号前段）が218件，買いたたき（同法第３条第

１号後段）が668件，役務利用又は利益提供の要請（同法第３条２号）が21件，本体価

格での交渉の拒否（同法第３条第３号）が21件となっている（第３表参照）。 
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 第３表 勧告及び指導件数の内訳（行為類型別） 

（単位：件） 

行為類型 
令和元年度 平成30年度 累計（注6） 

勧告 指導 合計 勧告 指導 合計 勧告 指導 合計 

減額 2 216 218 1 22 23 6 344 350 

買いたたき 4 664 668 5 290 295 52 2,747 2,799 

役務利用又は利益提供の

要請 
0 21 21 0 0 0 0 70 70 

本体価格での交渉の拒否 0 21 21 0 2 2 0 272 272 

合計（注7） 6 922 928 6 314 320 58 3,433 3,491 

（注６）平成25年10月から令和２年３月までの累計である。 

（注７）１件の事件において複数の違反行為類型について勧告又は指導を行っている場合があるため，違反行為

の類型別件数の合計と，第１表及び第２表に記載の件数（勧告及び指導の合計件数）とは一致しない。 

 

⑶ 特定供給事業者が被った不利益の原状回復の状況 

令和元年度においては，転嫁拒否行為によって特定供給事業者が被った不利益につい

て，特定事業者276名から，特定供給事業者６万8951名に対し，総額38億2122万円の原

状回復が行われた。 

 

 第４表 特定供給事業者が被った不利益の原状回復の状況 

 令和元年度 平成30年度  累計（注8） 

原状回復を行った特定事業者数 276名 273名 1,760名 

原状回復を受けた特定供給事業者数 68,951名 45,072名 230,011名 

原状回復額（注9） 38億2122万円 8億1517万円 74億6204万円 

（注８）平成26年４月から令和２年３月までの累計である。 

（注９）原状回復額は１万円未満を切り捨てている。 

 

 ３３  勧告事件及び主な指導事例 

令和元年度における勧告事件及び主な指導事例は次のとおりである。 

 

⑴ 勧告事件 

事業内容 違 反 行 為 の 概 要 関係法条 

情報通信業 

（元.5.24勧告） 

就職，転職等に関する情報提供等の事業を営んでいた㈱リクルート

ホールディングスは，原稿作成事業者の一部に対し，消費税相当分又は

消費税率の引上げ分の全部若しくは一部に相当する額を減じて原稿作成

業務の委託料を支払った。 

就職，転職等に関する情報提供等の事業を営む㈱リクルートは，原稿

作成事業者の一部に対し，消費税相当分又は消費税率の引上げ分の一部

に相当する額を減じて原稿作成業務の委託料を支払った。 

第3条第1号前

段（減額） 
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事業内容 違 反 行 為 の 概 要 関係法条 

情報通信業 

（元.9.20勧告） 

日刊新聞等の発行及び販売等の事業を営む㈱中日新聞社は， 

① 原稿作成業務を委託している事業者の一部に対し，消費税率の引上

げ分を上乗せせずに委託料を据え置いて支払った。 

② 日刊新聞等の輸送業務を委託している事業者の一部に対し，消費税

率の引上げ分を上乗せせずに委託料を据え置いて支払った。 

③ カルチャー教室の講師業務を委託している事業者の一部に対し，消

費税率の引上げ分を上乗せせずに委託料を据え置いて支払った。 

④ 事務所等の賃貸人の一部に対し，消費税率の引上げ分を上乗せせず

に賃料を据え置いて支払った。 

第3条第1号後

段（買いたた

き） 

建設業 

不動産業 

（元.9.24勧告） 

賃貸建物の建築工事業等を営む大東建託㈱は，自ら使用する駐車場等

の賃貸人の一部に対し，消費税率の引上げ分を上乗せせずに賃料を据え

置いて支払った。 

不動産賃貸等の事業を営む大東建託パートナーズ㈱は，利用者に転貸

するための駐車場等を自社に賃貸するオーナーの一部に対し，借上賃料

について，利用者から受け取る転貸賃料を消費税率の引上げ前までと同

額で定め，当該転貸賃料から消費税率の引上げ分を上乗せした自社の運

営管理費等を差し引くことにより，消費税率の引上げ前よりも低い額で

支払った。 

第3条第1号後

段（買いたた

き） 

教育業 

（元.12.12勧告） 

カルチャー教室の運営等の事業を営む㈱カルチャーは，講師業務を委

託している事業者に対し，消費税を含まない受講料の額に一定率を乗じ

て算出した額に消費税相当分を加えた額を委託料として定め，支払って

いるところ，一部の事業者に対し，令和元年10月１日の消費税率10％へ

の引上げに際し，一定率を引き下げた。 

第3条第1号後

段（買いたた

き） 

 
⑵ 主な指導事例 

業 種 違 反 行 為 の 概 要 関係法条 

小売業 大規模小売事業者であり，コンビニエンスストアを運営するＡ社は，

店舗開発業務を委託している事業者（特定供給事業者）に対し，委託代

金を本体価格で定めているところ，本体価格に消費税相当額を上乗せせ

ず支払うことにより，消費税相当額を減じていた。 

第3条第1号前

段（減額） 

製造業 陶磁器製造業を営むＢ社は，陶磁器の加工を委託している事業者（特

定供給事業者）に対し，委託代金を本体価格で定めているところ，令和

元年10月１日以後も本体価格に旧税率（８％）を適用して支払うことに

より，本体価格に新税率（10％）を適用した消費税込みの金額から，減

じていた。 

第3条第1号前

段（減額） 

サービス業 Ｃ農業協同組合は，税務業務を委託している事業者（特定供給事業

者）に対し，委託代金を本体価格で定めているところ，本体価格に消費

税相当額を上乗せせず支払うことにより，消費税相当額を減じていた。 

第3条第1号前

段（減額） 

教育業 講師派遣業を営むＤ社は，講師業務を委託している事業者（特定供給

事業者）に対し，令和元年10月１日以後の消費税込みの委託代金につい

て，消費税率の引上げ分を上乗せした額よりも低く定めていた。 

第3条第1号後

段（買いたた

き） 

娯楽業 フィットネス施設等を運営するＥ社は，インストラクター業務を委託

している事業者（特定供給事業者）に対し，令和元年10月１日以後の消

費税込みの委託代金について，消費税率の引上げ分を上乗せすることな

く，据え置いていた。 

第3条第1号後

段（買いたた

き） 

情報通信業 放送業を営むＦ社は，放送番組の制作業務等を委託している事業者

（特定供給事業者）に対し，令和元年10月１日以後の消費税込みの委託

代金について，消費税率の引上げ分を上乗せすることなく，据え置いて

いた。 

第3条第1号後

段（買いたた

き） 

運輸業 バイク便配送業を営むＧ社は，配送業務を委託している事業者（特定

供給事業者）に対し，令和元年10月１日以後の消費税込みの委託代金に

ついて，消費税率の引上げ分を上乗せすることなく，据え置いていた。 

第3条第1号後

段（買いたた

き） 
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建設業 建築及び土木工事業を営むＨ社は，建築工事及び土木工事を委託して

いる事業者（特定供給事業者）との価格交渉において，従来から本体価

格に消費税額を加えた税込価格を用いているところ，消費税額の記載欄

のない様式の請求書を指定することにより，平成26年４月１日以後，税

込価格での交渉を余儀なくさせていた。 

第3条第3号

（本体価格で

の 交渉の 拒

否） 

 

第３ 消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別

措置 
 

  １１   制度の概要 

消費税転嫁対策特別措置法では，消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保するため，消費税

の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為について，公正取引委員会に事前に届け出る

ことにより独占禁止法に違反することなく行うことができるものとしている（第12条）。 

 

  ２２   届出の受付等 

公正取引委員会は，本局及び全国の地方事務所等において，消費税の転嫁及び表示の方

法の決定に係る共同行為の届出を受け付けたほか，事業者又は事業者団体からの届出書の

記載方法等に関する相談を受け付けている。 

令和元年度においては，消費税の転嫁の方法の決定に係る共同行為（以下「転嫁カルテ

ル」という。）８件の届出を受け付けた。消費税についての表示の方法の決定に係る共同

行為（以下「表示カルテル」という。）の届出はなかった（転嫁カルテル及び表示カルテ

ルの届出件数は第５表，業種別届出件数は第６表参照）。転嫁カルテル及び表示カルテル

の届出状況は，届出を受け付けた月ごとに取りまとめて，翌月，公正取引委員会のウェブ

サイトに掲載した。 

令和元年度においては，26件の相談に対応した。 

 

 第５表 転嫁カルテル及び表示カルテルの届出件数 

（単位：件） 

 転嫁カルテル 表示カルテル 合 計 

令和元年度 8   0 8 

平成30年度  0   0  0 

 累計（注1） 202 140 342 

（注１）平成25年10月から令和２年３月までの累計である。  
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 第６表 業種別届出件数 

（単位：件） 

 

 

転嫁カルテル 表示カルテル 

令和元年度 平成30年度 累計（注2） 令和元年度 平成30年度  累計（注2） 

製造業 1 0 96 0 0 79 

卸売業 1 0 60 0 0 49 

小売業 4 0 55 0 0 45 

サービス業 3 0 51 0 0 22 

その他（注4） 0 0 29 0 0 10 

合計 9 0 291 0 0 205 

（注２）平成25年10月から令和２年３月までの累計である。 

（注３）複数の業種にわたる場合の届出があるので，合計の数字は第５表に記載の届出件数と一致しない。 

（注４）「その他」の業種は，運輸業，建設業等である。 

  

  ３３   政令指定組合からの届出に係る主務大臣に対する通知 

消費税転嫁対策特別措置法では，法律の規定に基づいて設立された組合であって政令で

定めるもの（以下「政令指定組合」という。）は，当該政令指定組合の設置根拠法の規定

にかかわらず，転嫁カルテル及び表示カルテルをすることができることとされており（第

13条第１項），公正取引委員会は，政令指定組合からの届出を受理したときは，当該政令

指定組合を所管する大臣に通知を行うこととされている（第13条第２項）。 

 

第４ 消費税転嫁対策特別措置法の普及・啓発  
 

公正取引委員会は，消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保することを目的として，消費税

転嫁対策特別措置法の周知等の転嫁拒否行為を未然に防止するための各種の施策を実施し

ている。 

 

  １１   消費税転嫁対策特別措置法に係る説明会等 

⑴ 公正取引委員会主催説明会 

公正取引委員会は，消費税転嫁対策特別措置法等の内容を広く周知するため，事業者

及び事業者団体を対象として，当委員会主催の説明会を実施しており，令和元年度にお

いては，全都道府県において74回実施した（注）。 

（注）このほか，新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から，令和２年３月17日に開催を予定し

ていた説明会１回の開催を中止した。 

 

⑵ 講師派遣 

公正取引委員会は，商工会議所，商工会，事業者団体等が開催する説明会等に，当委

員会事務総局の職員を講師として派遣しており，令和元年度においては，職員を59回派

遣した。 
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  ２２  消費税転嫁対策特別措置法に係る広報 

⑴ パンフレット 

公正取引委員会は，消費税転嫁対策特別措置法等の内容を分かりやすく説明した事業

者等向けパンフレット「消費税の円滑かつ適正な転嫁のために」を関係省庁と協力して

作成している。令和元年度においては，消費税率引上げ及び軽減税率制度の実施に向け

て，想定される消費税転嫁対策特別措置法の違反事例を紹介したパンフレット「消費税

の転嫁拒否に関する主な違反事例」を改訂した上で，「消費税の円滑かつ適正な転嫁の

ために」と併せて，全国の商工会議所，商工会，地方公共団体等に約50万部配布した。 

 

⑵ ウェブサイトの活用 

公正取引委員会は，当委員会のウェブサイトに「消費税転嫁対策コーナー」を設けて

おり，リーフレット，パンフレット等の資料，相談窓口（転嫁拒否行為等についての相

談窓口）・届出窓口（転嫁カルテル及び表示カルテルの届出窓口），月ごとの転嫁カルテ

ル及び表示カルテルの届出状況，「消費税の転嫁拒否等の行為に関するよくある質問」

等を掲載した。 

 

⑶ 転嫁拒否行為の未然防止に係る集中的な広報 

公正取引委員会は，転嫁拒否行為が禁止されていること，転嫁拒否行為に対して当委

員会が厳しく監視していること及び転嫁拒否行為に関する積極的な情報提供を求めてい

ることを広く周知するため，各種媒体を利用した事業者向け広報を実施している。令和

元年度においては，消費税率引上げ直前の９月と引上げ直後の10月の２か月間にわたっ

て，新聞，雑誌，交通広告，バナー広告等を活用した事業者向け広報を実施し，転嫁拒

否行為が禁止されていること等を積極的に周知した。 

 

  ３３   消費税転嫁対策特別措置法遵守の要請 

公正取引委員会は，転嫁拒否行為が行われることのないよう，令和元年６月27日，公正

取引委員会委員長及び経済産業大臣の連名で，20万名の事業者を対象に消費税転嫁対策特

別措置法の遵守の徹底を求める要請文書を発出した。 
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第１ 独占禁止協力協定等  
 

近年，複数の国・地域の競争法に抵触する事案，複数の国・地域の競争当局が同時に審

査を行う必要のある事案等が増加するなど，競争当局間の協力・連携の強化の必要性が高

まっている。このような状況を踏まえ，公正取引委員会は，二国間独占禁止協力協定等に

基づき，関係国の競争当局に対し執行活動等に関する通報を行うなど，外国の競争当局と

の間で緊密な協力を行っている。 

 

 １１  独占禁止協力協定 

⑴ 日米独占禁止協力協定 

日本国政府は，米国政府との間で，平成11年10月７日に「反競争的行為に係る協力に

関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定」に署名し，同協定は同日に発効

した。同協定は，両政府の競争当局間における執行活動に係る通報，協力，調整，執行

活動の要請，重要な利益の考慮等を規定している。 

 

⑵ 日欧州共同体独占禁止協力協定 

日本国政府は，欧州共同体との間で，平成15年７月10日に「反競争的行為に係る協力

に関する日本国政府と欧州共同体との間の協定」に署名し，同協定は同年８月９日に発

効した。同協定は，前記日米独占禁止協力協定とほぼ同様の内容となっている。 

なお，我が国及び欧州連合（ＥＵ）の双方は，競争分野における日ＥＵ間の協力関係

をより一層強化するとともに，競争当局が審査過程において入手した情報の交換を可能

とすることを目指して同協定を改正することとしており，平成29年10月19日及び20日に

改正交渉第１回会合を開催して以降，改正交渉を継続して行っているところである。 

 

⑶ 日加独占禁止協力協定 

日本国政府は，カナダ政府との間で，平成17年９月６日に「反競争的行為に係る協力

に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定」に署名し，同協定は同年10月６日に発

効した。同協定は，前記日米独占禁止協力協定とほぼ同様の内容となっている。 

 

 ２２  競争当局間の協力に関する覚書等 

平成29年度に署名したカナダ競争局との執行活動の情報伝達に関する協力取決め及びシ

ンガポール競争委員会との協力に関する覚書に加え，令和元年度においては，中国の競争

当局である中国国家市場監督管理総局との間で，令和元年５月27日に「日本国公正取引委

員会と中華人民共和国国家市場監督管理総局との間の独占禁止協力に関する覚書」に署名

した。同覚書は，両競争当局間における年次協議，情報伝達，技術協力，通報，情報交換

等を規定している。 
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第２ 競争当局間協議  
 

公正取引委員会は，我が国と経済的交流が特に活発な国・地域の競争当局等との間で競

争政策に関する協議を定期的に行っている。令和元年度における協議の開催状況は，第１

表のとおりである。 

 

 第１表 令和元年度における競争当局間協議の開催状況 

 期日及び場所 相手当局 

米国 平成31年4月25日 東京 米国連邦取引委員会及び米国司法省 

中国 令和元年5月27日 東京 中国国家市場監督管理総局 

ロシア 令和元年9月24日 東京 ロシア連邦反独占庁 

 

第３ 経済連携協定への取組  
 

近年における経済のグローバル化の進展と並行して，地域貿易の強化のため，現在，多

くの国が，経済連携協定や自由貿易協定の締結又は締結のための交渉を行っている。我が

国は，令和元年度，中国・韓国，トルコ等との間で経済連携協定等の締結交渉を行い，ま

た，東アジア地域包括的経済連携（ＲＣＥＰ：Regional Comprehensive Economic 

Partnership）の締結交渉を行ってきた。競争政策の観点からは，経済連携協定等が市場

における競争を一層促進するものとなることが重要であり，公正取引委員会は，このよう

な観点から我が国の経済連携協定等の締結に関する取組に参画している。我が国がこれま

でに署名・締結した経済連携協定のうち，第２表に掲げるものには，競争に関する規定が

設けられ，両国が反競争的行為に対する規制の分野において協力することが盛り込まれて

いる。 

 

 第２表 我が国が署名・締結した発効済み経済連携協定のうち競争に関する規定が設けられて

いるもの 

協定名 状況 

日・シンガポール経済連携協定 平成14年1月署名 

平成14年11月発効（注1） 

日・メキシコ経済連携協定 平成16年9月署名 

平成17年4月発効 

日・マレーシア経済連携協定 平成17年12月署名 

平成18年7月発効 

日・フィリピン経済連携協定 平成18年9月署名 

平成20年12月発効 

日・チリ経済連携協定 平成19年3月署名 

平成19年9月発効 

日・タイ経済連携協定 平成19年4月署名 

平成19年11月発効 

日・インドネシア経済連携協定 平成19年8月署名 

平成20年7月発効 
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協定名 状況 

日・ＡＳＥＡＮ包括的経済連携協定 平成20年4月署名（注2） 

平成20年12月発効（注3） 

日・ベトナム経済連携協定 平成20年12月署名 

平成21年10月発効 

日・スイス経済連携協定 平成21年2月署名 

平成21年9月発効 

日・インド包括的経済連携協定 平成23年2月署名 

平成23年8月発効 

日・ペルー経済連携協定 平成23年5月署名 

平成24年3月発効 

日・オーストラリア経済連携協定 平成26年7月署名 

平成27年1月発効 

日・モンゴル経済連携協定 平成27年2月署名 

平成28年6月発効 

環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定（ＴＰＰ11協

定）（注4） 

平成30年3月署名 

平成30年12月発効 

日・ＥＵ経済連携協定 平成30年7月署名 

平成31年2月発効 
 
（注１）平成19年３月に両国間で見直しのための改正議定書が署名され，同年９月に発効した。競争に関する章

については，実施取極において，シンガポール側における競争法導入及び競争当局設立に伴う修正が行われ

た。 

（注２）平成20年４月に日本及び全ＡＳＥＡＮ構成国の署名が完了した。 

（注３）日本とシンガポール，ラオス，ベトナム及びミャンマーとの間では平成20年12月に，ブルネイとの間で

は平成21年１月に，マレーシアとの間では同年２月に，タイとの間では同年６月に，カンボジアとの間では

同年12月に，インドネシアとの間では平成22年３月に，フィリピンとの間では同年７月に発効した。 

（注４）平成28年２月に，我が国のほか，オーストラリア，ブルネイ，カナダ，チリ，マレーシア，メキシコ，

ニュージーランド，ペルー，シンガポール，米国及びベトナムにより環太平洋パートナーシップ（Trans-

Pacific Partnership）協定が署名された。その後，米国が離脱を表明したことを受けて，平成30年３月，

米国を除く11か国によりＴＰＰ11協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific 

Partnership）が署名され，同年12月に発効した。 

 

第４ 多国間関係  
 

 １１  国際競争ネットワーク（ＩＣＮ：International Competition Network） 

⑴ ＩＣＮの概要 

ＩＣＮは，競争法執行における手続面及び実体面の収れんを促進することを目的とし

て平成13年10月に発足した各国競争当局を中心としたネットワークであり，令和元年度

末現在，129か国・地域から140の競争当局が加盟している。このほか，国際機関，研究

者，弁護士等の非政府アドバイザー（ＮＧＡ：Non-Governmental Advisors）もＩＣＮに

参加している。 

ＩＣＮは，主要な21の競争当局の代表者で構成される運営委員会（Steering Group）

により，その全体活動が管理されている。公正取引委員会委員長は，ＩＣＮの設立以

来，運営委員会のメンバーとなっている。 

ＩＣＮは，運営委員会の下に，テーマごとに，①カルテル作業部会，②企業結合作業

部会，③単独行為作業部会，④アドボカシー作業部会及び⑤当局有効性作業部会の五つ

の作業部会並びにＩＣＮの組織及び運営等に関する作業部会を設置している。これらの

作業部会においては，電話会議，質問票の活用，各国競争当局からの書面提出等を通じ
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て，それぞれの課題に対する検討が行われているほか，テーマごとにワークショップが

開催されている。公正取引委員会は，これらの活動に積極的に取り組んでおり，平成23

年５月から平成26年４月までカルテル作業部会の共同議長を，平成26年４月から平成29

年５月まで同作業部会サブグループ（ＳＧ１）の共同議長を，平成29年５月から令和２

年５月まで企業結合作業部会の共同議長を務め，令和２年５月からは単独行為作業部会

の共同議長を務めている。 

また，ＩＣＮは，これらの作業部会の成果の報告，次年度のワークプランの策定等の

ため，年次総会を開催しており，第18回年次総会は，令和元年５月15日から同月17日に

かけてコロンビア・カルタヘナにおいて開催され，公正取引委員会の委員及び事務総局

の職員８名がスピーカー等として参加した。同年次総会では，世界銀行と共同で開催さ

れた，各競争当局の競争唱導の成功例に関する2018-19年アドボカシーコンテストの表

彰式も行われ，当委員会が公表した「『人材と競争政策に関する検討会』報告書」及び

その公表に伴う一連の競争唱導活動が入賞を果たし，表彰された。 

令和元年度における主な会議の開催状況は，第３表のとおりである。 

 

 第３表 令和元年度におけるＩＣＮの主な会議の開催状況  

会議 期日 場所 

第18回年次総会 令和元年5月15日～17日 コロンビア・カルタヘナ 

カルテルワークショップ 令和元年10月8日～10日 ブラジル・フォスドイグアス 

単独行為ワークショップ 令和元年11月14日及び15日 メキシコ・メキシコシティ 

企業結合ワークショップ 令和2年2月27日及び28日 オーストラリア・メルボルン 

 

⑵ 各作業部会の活動状況 

令和元年度における各作業部会の活動状況は，次のとおりである。 

ア カルテル作業部会 

カルテル作業部会は，反カルテル執行における国内的及び国際的な諸問題に対処す

ることを目的として設置された作業部会である。同作業部会には，ハードコア・カル

テルの定義等の基本的な概念について検討を行う一般的枠組みサブグループ（ＳＧ１）

及び個別の審査手法に関する情報交換等を通じてカルテルに対する法執行の効率性を

高めることを目的とした審査手法サブグループ（ＳＧ２）が設置されている。 

第18回年次総会以降，ＳＧ１においては，「リニエンシー：成功事例と教訓」，「カ

ルテル事件における損害賠償請求」，「入札談合の探知・評価方法」，「情報共有：明示

の共謀と暗黙の共謀の境界」及び「カルテルの存在及びカルテルへの関与の立証に係

る推定」をテーマとした電話セミナーが実施され，このうち「カルテルの存在及びカ

ルテルへの関与の立証に係る推定」をテーマとした電話セミナーでは公正取引委員会

事務総局の職員がスピーカーを務めた。このほか，当委員会は，アジア太平洋地域に

所在する競争当局が参加しやすい時間帯に２回の電話セミナーを主催し，これらの電

話セミナーにおいて，当委員会事務総局の職員がスピーカーを務めた。 

ＳＧ２においては，公正取引委員会の主導により，平成27年に設立された「非秘密

情報の交換を促進するためのフレームワーク」について，当委員会は引き続きその運
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用を行うとともに，同フレームワークの利用促進を目的とした加盟当局向け調査を実

施し，結果をとりまとめた上で，同結果に基づいて作成した概要資料を後記カルテル

ワークショップで配布することにより同フレームワークの周知広報を行った。 

また，令和元年10月，「データによって変化する経済の時代におけるカルテル」を

テーマとしたカルテルワークショップがブラジル・フォスドイグアスにおいて開催さ

れ，公正取引委員会の委員及び事務総局の職員５名がスピーカー等として参加した。 

 

イ 企業結合作業部会 

企業結合作業部会は，企業結合審査の効率性を高めるとともに，その手続面及び実

体面の収れんを促進し，国際的企業結合の審査を効率化することを目的として設置さ

れた作業部会である。 

第18回年次総会以降，同作業部会においては，混合型企業結合に対する各国・地域

の規制及び競争制限効果の考え方等に関する調査，企業結合の手続義務違反に関する

各国の規制等に関する調査並びに作業部会メンバーの経験共有を目的とした電話セミ

ナー・ワークショップが実施された。公正取引委員会は，同作業部会の共同議長とし

て，「デジタル分野における企業結合」をテーマとした電話セミナーを２回主催し，

このうち「スタートアップの買収」を特に取り上げた電話セミナーでは，当委員会事

務総局の職員がスピーカーとして企業結合ガイドラインの改正等を紹介した。また，

混合型企業結合に関する調査では，メンバー向けのアンケート調査の実施及びその結

果を踏まえた報告書の作成を主導している。さらに，当委員会は，平成24年に当委員

会の主導により同作業部会の下に設立された「企業結合審査に係る国際協力のための

フレームワーク」について，引き続き運用を行うとともに利用促進を図っている。こ

のほか，「競争当局による意思決定」をテーマとした電話セミナーが世界各地域で開

催され，当委員会は，アジア太平洋地域における電話セミナーを主催し，当委員会事

務総局の職員がモデレーターを務めた。 

また，令和２年２月，「適切なバランスの達成：競争当局は移り変わる市場環境の

下でどのように企業結合規制や問題解消措置の設計を行っているか」をテーマとした

企業結合ワークショップがオーストラリア・メルボルンにおいて開催され，公正取引

委員会事務総局の職員６名がスピーカー等として参加した。 

 

ウ 単独行為作業部会 

単独行為作業部会は，事業者による反競争的単独行為に対する規制の在り方等につ

いて議論することを目的として設置された作業部会である。 

第18回年次総会以降，同作業部会においては，垂直的制限の競争への影響及び想定

される効率性を検討することを目的として，「デジタル時代における市場支配的地位

の評価」についての調査が実施されたほか，「多面的プラットフォームにおける市場

支配力の評価」及び「垂直的制限プロジェクト：デジタル時代における問題解消措置

の探求及び市場に対する影響への対処」をテーマとした電話セミナーが実施された。

このうち「垂直的制限プロジェクト：デジタル時代における問題解消措置の探求及び

市場に対する影響への対処」をテーマとした電話セミナーでは公正取引委員会事務総
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局の職員がスピーカーを務めた。 

また，令和元年11月，抱き合わせ等をテーマとした単独行為ワークショップがメキ

シコ・メキシコシティにおいて開催され，公正取引委員会事務総局の職員６名がス

ピーカー等として参加した。 

 

エ アドボカシー作業部会 

アドボカシー作業部会は，競争唱導活動の有効性を向上させることを目的として設

置された作業部会である。 

第18回年次総会以降，同作業部会においては，効果的なアドボカシー戦略の策定及

び評価に関する報告書に基づき，推奨される慣行の策定に向けた作業が行われたほか，

デジタル市場に対する各当局のアドボカシー活動に関する報告書の作成及び同報告書

に基づいてアドボカシー手法に関する既存の成果物の更新に向けた作業が行われた。

また，各競争当局が実施した市場調査に関するデータベースである「インフォメー

ションストア」の更新作業が行われた。 

さらに，「市場調査への外部リソースの活用」及び「デジタル経済から生じる競争

唱導活動の課題」をテーマとした電話セミナーが実施され，このうち「市場調査への

外部リソースの活用」をテーマとした電話セミナーでは公正取引委員会事務総局の職

員がスピーカーを務めた。 

加えて，同作業部会においては，世界銀行との共催で，各競争当局の競争唱導の成

功例に関する2019-20年アドボカシーコンテストの開催に向けた作業が行われている。 

 

オ 当局有効性作業部会 

当局有効性作業部会は，競争政策の有効性に関する諸問題とその有効性を達成する

ために最もふさわしい競争当局の組織設計を検討することを目的として設立された作

業部会である。 

第18回年次総会以降，同作業部会においては，デジタル化に対応する競争当局の組

織設計について検討するための「組織設計とデジタル化」をテーマとした電話セミ

ナーが実施された。 

また，競争法や競争当局の実務に関する研修教材を作成するＩＣＮトレーニング・

オン・デマンド・プロジェクトに関して，「制裁」，「単独行為の枠組み」，「競争と公

益に係る要素の均衡」，「地域協力の構築」，「事案に応じた効果的な勧告文章の書き

方」及び「競争当局と検察官の関係」をテーマとした動画教材の作成に向けた作業が

行われ，このうち公正取引委員会は，「地域協力の構築」をテーマとした動画教材の

作成を主導している。さらに，同作業部会においては，ノルウェー・ベルゲンにおけ

るチーフ／シニアエコノミストワークショップの開催に向けた作業が行われている。 

 

 ２２  経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）・競争委員会（ＣＯＭＰ：Competition Committee） 

⑴ 競争委員会は，ＯＥＣＤに設けられている各種委員会の一つであり，昭和36年12月に

設立された制限的商慣行専門家委員会が昭和62年に競争法・政策委員会に改組され，平

成13年12月に現在の名称に変更されたものである。我が国は，昭和39年のＯＥＣＤ加盟
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以来，その活動に参加してきており，公正取引委員会は，同年10月の会合以降，これに

参加してきている。競争委員会は，本会合のほか，その下に各種の作業部会及び競争に

関するグローバルフォーラムを設け，随時会合を行っている。また，令和元年度は，ア

ジア太平洋競争当局ハイレベル会合が開催された。同年度における会議の開催状況は，

後記⑵及び⑶のとおり（第４表参照）であり，当委員会からは，委員及び事務総局の職

員数名が出席し，我が国の経験を紹介するなどして，議論に貢献した。 

 

 第４表 令和元年度における競争委員会の開催状況  

期日 会議 

令和元年6月3日～同月7日 第131回本会合，第67回第2作業部会（競争と規制），第129回第3作業部会

（協力と執行） 

令和元年12月2日～同月6日 第132回本会合，第68回第2作業部会（競争と規制），第130回第3作業部会

（協力と執行），第18回競争に関するグローバルフォーラム，第3回アジア

太平洋競争当局ハイレベル会合 

（注）前記会議の開催場所は，全てフランス・パリである。 

 

⑵ 令和元年６月の第131回本会合においては，①労働関係における競争法上の問題の分

析に係るラウンドテーブル，②知的財産権のライセンス供与と競争法に係るラウンド

テーブル，③テクノロジー，メディア及び電気通信分野における垂直企業結合に係るラ

ウンドテーブル等が行われた。また，同年12月の第132回本会合においては，①ハブ・

アンド・スポーク・アレンジメントに係るラウンドテーブル，②退出障壁に係るラウン

ドテーブル等が行われた。 

 

⑶ 競争委員会に属する各作業部会，競争に関するグローバルフォーラム及びアジア太平

洋競争当局ハイレベル会合の令和元年度における主要な活動は，次のとおりである。 

ア 第２作業部会では，令和元年６月の会合においては，公的資金が投入されている教

育市場に係るラウンドテーブル等が行われた。また，同年12月の会合においては，①

業規制当局と競争当局との関係に係るラウンドテーブル，②「競争中立性に係る理事

会勧告」の策定に関する議論等が行われた。 

 

イ 第３作業部会では，令和元年６月の会合においては，競争に係る事案における裁判

所の審査基準に係るラウンドテーブル等が行われた。また，同年12月の会合において

は，事件資料へのアクセスと機密情報の保護に係るラウンドテーブル等のほか，同年

６月の会合に引き続き，「透明性及び手続の公正性に係る理事会勧告」の策定に関す

る議論がそれぞれ行われた。 

 

ウ 競争に関するグローバルフォーラムでは，令和元年12月の会合において，①動的市

場における企業結合規制に係るラウンドテーブル，②市場を獲得するための競争に係

るラウンドテーブル等が行われた。 

 

エ アジア太平洋競争当局ハイレベル会合では，令和元年12月の会合において，デジタ
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ル化及びデジタル・プラットフォームに関する競争政策と執行見通しから発生する問

題に関する討議等が行われた。 

 

 ３３  東アジア競争政策トップ会合及び東アジア競争法・政策カンファレンス 

公正取引委員会は，東アジア競争政策トップ会合及び東アジア競争法・政策カンファレ

ンスにおいて主導的な役割を果たしている。 

東アジア競争政策トップ会合は，東アジア地域における競争当局のトップ等が一堂に会

し，その時々の課題や政策動向等について率直な意見・情報交換を行うことにより，東ア

ジア地域における競争当局間の協力関係を強化することを目的とするものである。同会合

においては，競争法・政策の執行に係る課題，効果的・効率的な技術支援のための協力・

調整等のテーマについて議論が行われている。 

東アジア競争法・政策カンファレンスは，競争当局に加え，学界，産業界等からの出席

者を交えて，競争法・政策に係るプレゼンテーション・質疑応答等を行い，東アジア地域

における競争法・政策の普及・広報に寄与することを主要な目的とするものである。 

令和元年度においては，公正取引委員会は，同年７月にモンゴル・ウランバートルにお

いてモンゴルの競争当局等との共催により，第15回東アジア競争政策トップ会合及び第12

回東アジア競争法・政策カンファレンスを開催した。 

 

 ４４  アジア太平洋経済協力（ＡＰＥＣ） 

ＡＰＥＣにおいては，ＡＰＥＣ域内における競争政策についての理解を深め，貿易及び

投資の自由化及び円滑化に貢献することを目的として，貿易投資委員会の下部組織として

競争政策・規制緩和グループ（ＣＰＤＧ）が平成８年に設置された。同グループは，平成

19年に貿易投資委員会の下部組織から経済委員会（ＥＣ）の下部組織に移行し，平成20年

には，競争政策・競争法グループ（ＣＰＬＧ）に改称した。公正取引委員会は，平成17年

から平成24年12月までＣＰＬＧ（改称前においてはＣＰＤＧ）の議長を務め，平成28年１

月からはＣＰＬＧの副議長を務めるなど，ＡＰＥＣにおける競争政策に関する取組に対し

て積極的に貢献を行っている。 

令和元年度において，公正取引委員会事務総局の職員が，同年８月にチリ・プエルトバ

ラスで開催された「ＦＴＡ／ＥＰＡ競争章に関するキャパシティービルディングのための

ワークショップ」にスピーカーとして参加したほか，令和２年２月にマレーシア・プトラ

ジャヤにおいて開催されたＣＰＬＧ会合において，独占禁止法の改正を紹介するなど我が

国の競争政策の動向について報告を行った。 

 

 ５５  国連貿易開発会議（ＵＮＣＴＡＤ） 

昭和55年，ＵＮＣＴＡＤ主催による制限的商慣行国連会議において，「制限的商慣行規

制のための多国間の合意による一連の衡平な原則と規則」（以下「原則と規則」という。）

が採択された。さらに，原則と規則は，同年の第35回国連総会において，国連加盟国に対

する勧告として採択された。原則と規則は，国際貿易，特に開発途上国の国際貿易と経済

発展に悪影響を及ぼす制限的商慣行を特定して規制することにより，国際貿易と経済発展

に資することを目的としている。その後，このような制限的商慣行についての調査研究，
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情報収集等を行うために，昭和56年，制限的商慣行政府間専門家会合が設置され，平成８

年のＵＮＣＴＡＤ第９回総会において競争法・政策専門家会合と名称変更された後，平成

９年12月の国連総会の決議により，競争法・政策に関する政府間専門家会合と名称が再変

更された。また，同会合のほか，原則と規則の全ての側面についてレビューを行う国連レ

ビュー会合が５年に１回開催されている。 

令和元年度においては，同年７月10日から同月12日にかけてスイス・ジュネーブにおい

て第18回競争法・政策に関する政府間専門家会合が開催され，公正取引委員会事務総局の

職員が同会合に出席し，副議長を務めたほか，「国際協力に関するディスカッショング

ループによるレポート」に関するラウンドテーブル等における議論に参加した。 

また，平成28年７月からＵＮＣＴＡＤ競争消費者政策課に公正取引委員会事務総局の職

員１名を派遣するなど，海外の競争当局等に対する技術支援の分野でＵＮＣＴＡＤと協力

を進めている。 

 

  ６６   Ｇ７サミット 

令和元年のＧ７サミットの議長国であるフランスから，「デジタル経済における競争政

策」をＧ７サミットにおいて取り扱うテーマの１つとすることが提案された。公正取引委

員会を含むＧ７各国の競争当局は，フランス競争当局を通じ，デジタル経済により生じる

競争上の課題に関する共通理解を取りまとめるようフランスより要請されたところ，継続

的に議論を行い，同年６月，「競争とデジタル経済」に関するＧ７競争当局の共通理解に

ついて合意し，同年７月，本共通理解を各当局が公表した。 

 

第５ 海外の競争当局等に対する技術支援  
 

近年，東アジア地域等の開発途上国において，競争法・政策の重要性が認識されてきて

いることに伴い，既存の競争法制を強化する動きや新たに競争法制を導入する動きが活発

化しており，これらの国に対する技術支援の必要性が高まってきている。公正取引委員会

は，独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）を通じて，これら諸国の競争当局等に対し，

当委員会事務総局の職員の派遣や研修の実施等による競争法・政策分野における技術支援

活動を行っている。また，平成28年９月から，ＡＳＥＡＮ（東南アジア諸国連合）競争当

局者フォーラム及びインドネシアの競争当局の協力の下，当委員会は，日・ＡＳＥＡＮ統

合基金（ＪＡＩＦ）を活用した新たな技術支援プロジェクトを開始しており，我が国にお

ける研修やＡＳＥＡＮ加盟国における現地ワークショップを開催している。 

公正取引委員会による開発途上国に対する具体的な技術支援の概要は，次のとおりであ

る。 

 

  １１  ＪＩＣＡの枠組みによる技術支援 

⑴  ベトナムに対する技術支援 

  ベトナムに対して，公正取引委員会は，令和元年11月から令和３年10月にかけて当委

員会事務総局の職員１名をＪＩＣＡ長期専門家としてベトナムの競争当局に派遣し，現

地における技術支援を実施している。また，当委員会は，令和２年２月３日から同月10
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日にかけてベトナムの競争当局の職員等14名を我が国に招へいし，競争法・審査実務等

に関する研修を実施した。さらに，令和２年２月19日及び20日にベトナム・ハノイにお

いて開催されたベトナムの競争当局等向け現地セミナーに当委員会事務総局の職員を派

遣した。 

 

⑵ モンゴルに対する技術支援 

モンゴルに対して，公正取引委員会は，令和２年１月に改正競争法に基づくモンゴル

の競争当局の執行体制の整備等を目的とした３年間の技術支援プロジェクトを開始し

た。 

 

⑶ インドネシアに対する技術支援 

インドネシアに対して，公正取引委員会は，平成28年７月から令和元年９月にかけて

当委員会事務総局の職員１名をＪＩＣＡ長期専門家としてインドネシアの競争当局に派

遣し，現地における技術支援を実施した。また，当委員会は，令和元年７月22日から同

月26日にかけてインドネシアの競争当局の職員12名を我が国に招へいし，競争法・審査

実務等に関する研修を実施した。 

 

⑷ ケニアに対する技術支援 

ケニアに対して，公正取引委員会は，平成31年４月10日から同月19日にかけてケニア

の競争当局の職員13名を我が国に招へいし，競争法・審査実務に関する研修を実施した。 

 

⑸ 集団研修 

公正取引委員会は，平成６年度以降，競争法制を導入しようとする国や既存の競争法

制の強化を図ろうとする国の競争当局等の職員を我が国に招へいし，競争法・政策に関

する研修を実施している。令和元年度においては，開発途上国８か国から８名の参加を

得て，同年７月22日から同年８月９日にかけて実施した。 

 

⑹ その他の開発途上国に対する技術支援 

公正取引委員会は，セルビアの競争当局等との共催により，令和元年11月12日から同

月15日にかけてセルビア・ベオグラード等においてセルビアの競争当局等向けの現地セ

ミナーを開催した。 

 

  ２２  ＪＡＩＦを活用した技術支援 

⑴ 現地ワークショップ 

公正取引委員会は，令和元年９月26日及び27日にフィリピン・マニラにおいて開催さ

れたフィリピン現地ワークショップに当委員会事務総局の職員及び学識経験者を派遣し

た。 

 

⑵ ＡＳＥＡＮ加盟国における競争法に係るピアレビュー指針の共同開発 

  公正取引委員会は，平成31年１月以降，日本，ＡＳＥＡＮ加盟国及び国際機関出身者
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の専門家と共同し，ＡＳＥＡＮ加盟国における競争法に係るピアレビュー指針の共同開

発を行った。 

 

⑶ ＡＳＥＡＮ加盟国における競争認知度指標の共同開発 

  公正取引委員会は，平成31年１月以降，日本及びＡＳＥＡＮ加盟国の専門家と共同し，

ＡＳＥＡＮ加盟国における競争法・政策の認知度を調査して指標にまとめるプロジェク

トを進めている。 

 

  ３３  開発途上国に対するその他の技術支援 

公正取引委員会は，令和元年11月25日にバングラデシュ・ダッカにおいてバングラデ

シュの競争当局向けの現地セミナーを開催した。 

このほか，公正取引委員会は，開発途上国に対する技術支援として，ＯＥＣＤ等の国際

機関や外国政府等が主催する東アジアにおける競争法・政策に関するセミナーに当委員会

事務総局の職員や学識経験者を積極的に派遣している。 

 

第６ 海外調査                         

 

公正取引委員会は，競争政策の企画・運営に資するため，諸外国・地域の競争政策の動

向，競争法制及びその運用状況等について情報収集や調査研究を行っている。令和元年度

においては，米国，ＥＵ，その他主要なＯＥＣＤ加盟諸国やアジア各国を中心として，競

争当局の政策動向，競争法関係の立法活動等について調査を行い，その内容の分析とウェ

ブサイト等による紹介に努めた。 

また，平成30年度からの新たな試みとして，競争法の改正がなされた国を中心に，在外

日本人商工会議所所属の事業者等に対する現地の競争法の説明会・意見交換会を開催した。

具体的には，令和元年度は，マレーシア及びオーストラリアにおいて，説明会・意見交換

会を開催した。 

 

第７ 海外への情報発信  
 

我が国の競争政策の状況を広く海外に周知することにより公正取引委員会の国際的なプ

レゼンスを向上させるため，報道発表資料や所管法令・ガイドライン等を英訳し，英文

ウェブサイトに掲載している。令和元年度においては，前年度に引き続き，英語版報道発

表資料の一層の充実及び速報化に努めた。 

このほか，外国の競争当局，弁護士会等が主催するセミナー等に積極的に公正取引委員

会委員及び事務総局の職員を派遣したり，海外のメディアに寄稿を行ったりするなどの活

動を行っている。令和元年度においては，同年５月に中国・海南島において開催された第

８回中国競争政策フォーラム，同年６月に東京において開催されたＩＢＡ（国際法曹協会）

競争法ミッドイヤー・カンファレンス，同年９月に米国・ニューヨークにおいて開催され

たフォーダム大学競争法研究所主催当局幹部ワークショップ，令和２年２月に米国・サン
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フランシスコにおいて開催されたＡＢＡ（米国法曹協会）/ＩＢＡ共催国際カルテルワー

クショップに，それぞれ公正取引委員会委員長又は委員がスピーカー等として参加した。 

また，令和元年９月にロシア・モスクワにおいて開催されたＢＲＩＣＳコンペティショ

ンカンファレンス，同年11月にモロッコ・ラバトにおいて開催されたモロッコ競争当局主

催ラバト国際カンファレンス，同月にカンボジア・プノンペンにおいて開催された第８回

ＡＳＥＡＮ競争カンファレンス，同月にロシア・モスクワにおいて開催されたロシア連邦

反独占庁主催国際カンファレンス，令和２年１月にスペイン・バレンシアにおいて開催さ

れたアジア競争法フォーラム等に，公正取引委員会事務総局の職員がスピーカー等として

参加した。 
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第第1122章章  広広報報・・広広聴聴等等にに関関すするる業業務務  

 

第１ 広報・広聴  
 

  １１   概要 

公正取引委員会は，独占禁止法等に対する企業関係者の理解を深めて同法等の違反行為

の未然防止を図るとともに，今後の競争政策の有効かつ適切な推進に資するため，広く国

民に情報提供を行い，国民各層からの意見，要望の把握，小中学生を含めた幅広い国民各

層の競争政策に対する理解の増進に努めているところである。広報・広聴業務の主なもの

は，次のとおりである（海外向け広報については第11章第７参照）。 

 

  ２２   記者会見 

事務総長定例記者会見を毎週水曜日に開催している。 

 

  ３３   報道発表  

公正取引委員会は，独占禁止法違反事件に対する法的措置，企業結合に係る審査結果，

独占禁止法を始めとする関係法令に係る各種ガイドライン，実態調査報告書等の内容につ

いて，幅広く報道発表を行っている。令和元年度においては，401件の報道発表を行った。 

なお，特定のテーマについては，報道発表のほか政府広報を利用した広報を行っている。 

 

  ４４   講師派遣 

事業者団体等の要請に対応して，講演会，研修会等に職員を講師として派遣し，独占禁

止法等について広報を行った。 

 

  ５５   各委員制度等及びその運用状況 

⑴ 独占禁止政策協力委員制度 

競争政策への理解の促進と地域の経済社会の実状に即した政策運営に資するため，平

成11年度から，独占禁止政策協力委員制度を設置し，公正取引委員会に対する独占禁止

法等の運用や競争政策の運営等に係る意見・要望の聴取等を行い，施策の実施の参考と

している。令和元年度においては，各地域の有識者150名に委員を委嘱した。 

 

⑵ 消費者アドバイザー 

 競争政策は，一般消費者に多様な選択肢を提供することを通じ，最終的には一般消費

者の利益を確保することを目的とするものであることを踏まえ，平成30年５月以降，主

要消費者団体の推薦を得て，消費者アドバイザーを委嘱している。消費者アドバイザー

からは，最近の消費者問題の動向や独占禁止法及び競争政策に関連すると思われる消費

者問題に関する知見を聴取すること等によって，公正取引委員会の行政運営等に活かす

こととしている。 
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⑶ その他の制度 

公正取引委員会は，独占禁止政策協力委員制度のほか，下請取引等改善協力委員制度，

独占禁止法相談ネットワーク制度等を通じて，事業者等に対して当委員会の活動状況等

について広報を行うとともに，意見・要望等を聴取し，施策の実施の参考としている。 

 

  ６６   各種懇談会等の実施 

⑴ 独占禁止懇話会 

ア 概要 

経済社会の変化に即応して競争政策を有効かつ適切に推進するため，公正取引委員

会が広く各界の有識者と意見を交換し，併せて競争政策の一層の理解を求めることを

目的として，昭和43年度以降，毎年開催している。 

 

イ 開催状況 

令和元年度においては，独占禁止懇話会を３回開催した。 

 

⑵ 地方有識者との懇談会 

ア 概要 

地方有識者と公正取引委員会の委員等との懇談会及び講演会を通して，競争政策に

ついてより一層の理解を求めるとともに，幅広く意見及び要望を把握し，今後の競争

政策の有効かつ適切な推進を図るため，昭和47年度以降，毎年，全国各地において開

催している。 

 

イ 開催状況 

令和元年度においては，全国８都市（北海道函館市，山形市，川崎市，富山市，大

阪市，鳥取市，松山市及び福岡市）において，公正取引委員会の最近の活動状況等に

ついて，各地の主要経済団体，消費者団体の代表者等の有識者と公正取引委員会委員

等との意見交換を行った。 

このほか，全国各地区において，地方事務所長等の公正取引委員会事務総局の職員

と有識者との懇談会を80回開催した。 

 

⑶ 弁護士会との懇談会等 

独占禁止法等に対する弁護士等の認知度を向上させるとともに，その相談・情報収集

体制を強化することを目的として，平成23年度から本格的に行っている。 

令和元年度においては，全国10都市において，弁護士会との懇談会等を10回開催した。 

 

  ７７   一日公正取引委員会 

⑴ 概要 

本局及び地方事務所等の所在地以外の都市における独占禁止法等の普及啓発活動や相

談対応の一層の充実を図るため，独占禁止法講演会，消費税転嫁対策特別措置法説明会，

下請法基礎講習会，入札談合等関与行為防止法研修会，消費者セミナー，独占禁止法教
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室，報道機関との懇談会，相談コーナーなどを１か所の会場で開催している。 

 

⑵ 開催状況 

令和元年度においては，北海道函館市，青森県八戸市，前橋市，岐阜県大垣市，和歌

山市，岡山市，徳島市及び大分市において，合計８回の一日公正取引委員会を開催した。 

  ８８   消費者セミナー 

一般消費者に独占禁止法の内容や公正取引委員会の活動について，より一層の理解を深

めてもらうため，対話型・参加型のイベントとして開催している。 

令和元年度においては，合計82回開催した。 

 

  ９９   独占禁止法教室（出前授業） 

中学校等の授業に職員を講師として派遣し，市場経済の基本的な考え方における競争の

必要性等について授業を行った。また，大学（短期大学等を含む。）における独占禁止法

等の講義等に職員を講師として派遣し，競争法の目的，公正取引委員会の最近の活動状況

等について講義を行った。 

令和元年度においては，中学生向けに合計57回，高校生向けに合計56回，大学生等向け

に合計120回開催した。 

 

  1100   庁舎訪問学習 

中学校等からの要請を受けて，公正取引委員会の庁舎において，市場経済の基本的な考

え方における競争の必要性についての説明を行うとともに，審判廷などの職場見学に対応

した。 
 
  1111   広報資料の作成・配布 

⑴ パンフレット 

独占禁止法等や公正取引委員会に対する一般の理解を深めるため，「知ってなっとく

独占禁止法」，「知るほどなるほど下請法」等を作成し，事業者，一般消費者等に広く配

布しているほか，中学生向け副教材として「わたしたちの暮らしと市場経済」を作成し，

中学校等に配布している。 

 

⑵ 広報用ＤＶＤ 

独占禁止法及び下請法に関する広報用ＤＶＤを作成しており，事業者団体，消費者団

体等に対してこれらの貸出しを行っている。 

また，独占禁止法及び下請法の概要を紹介する動画を公正取引委員会のウェブサイト

上（https://www.jftc.go.jp/houdou/douga.html）に掲載し，配信している。 

 

⑶ ウェブサイト，メールマガジン及びソーシャルメディアによる情報発信 

ウェブサイトにおいて報道発表資料を含む各種の情報を掲載しており，また，公正

取引委員会の活動状況を適切なタイミングで国民の幅広い層に対し積極的に発信するこ
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とを目的として，平成20年３月からメールマガジンの発行を行っている。 

さらに，平成26年６月からTwitter 及び Facebook の運用を開始し，報道発表等の公正

取引委員会に関連する様々な情報を発信しているほか，平成27年５月から YouTube の運

用を開始し，独占禁止法及び下請法の概要を紹介する動画を配信している。 

 

第２ 政策評価等                          
 

  １１   政策評価 

公正取引委員会は，行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成13年法律第86号）に

基づき政策評価を実施している。 

令和元年度は，「企業結合の迅速かつ的確な審査」及び「独占禁止法違反行為に対する

厳正な対処」の計２件の事後評価を実績評価の方法により，「消費税の円滑かつ適正な転

嫁の確保」の事後評価を総合評価の方法により実施し，政策評価書を公表した。 

 

  ２２   証拠に基づく政策立案 

我が国の経済社会構造が急速に変化する中，限られた資源を有効に活用し，国民により

信頼される行政を展開するためには，合理的証拠の活用等を通じて政策課題を迅速かつ的

確に把握して，有効な対応策を選択し，その効果を検証することが必要である。そのため，

政府全体で証拠に基づく政策立案（ＥＢＰＭ）が推進されており，公正取引委員会におい

ても，その実践に取り組んでいる。 

令和元年度は，総務省との実証的共同研究への参画を通じた広報活動の効果測定，予算

検討プロセスにおけるロジックモデルの作成・活用などの取組を行った。 

第２部　各　論



  

● 291 ● 

第
13
章 

景
品
表
示
法
に
関
す
る
業
務 

第第1133章章  景景品品表表示示法法にに関関すするる業業務務  

 

第１ 概説  
 

景品表示法は，平成21年９月，消費者の利益の擁護及び増進，商品及び役務の消費者に

よる自主的かつ合理的な選択の確保並びに消費生活に密接に関連する物資の品質の表示に

関する事務を一体的に行うことを目的として消費者庁が設置されたことに伴い，公正取引

委員会から消費者庁に移管された。消費者庁への移管に伴い，景品表示法の目的は，「商

品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一

般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止につ

いて定めることにより、一般消費者の利益を保護すること」とされた。 

景品表示法は，平成26年10月24日，景品表示法への課徴金制度導入を内容とする不当景

品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案が第187回臨時国会に提出され，同年11

月19日に成立し（平成26年法律第118号。以下「平成26年景品表示法改正法」という。），

平成28年４月１日に施行された。 

平成26年景品表示法改正法は，違反行為を防止するため，不当表示を行った事業者に経

済的不利益を課す課徴金制度を導入するとともに，併せて一般消費者の被害回復を促進す

る観点から，所定の手続に沿って消費者に自主返金を行った場合に，返金相当額を課徴金

額から減額する，又は返金相当額が課徴金額を上回るときは課徴金の納付を命じないこと

を内容とするものである。 

 

 １１  景品表示法違反事件の調査 

景品表示法は，不当な顧客の誘引を防止するため，景品類の提供について，必要と認め

られる場合に，内閣府告示（注１）により，景品類の最高額，総額，種類，提供の方法等

について制限又は禁止し（第４条），また，商品又は役務の品質，規格その他の内容又は

価格その他の取引条件について一般消費者に誤認される不当な表示を禁止している（第５

条）。これらの規定に違反する行為に対し，消費者庁長官及び都道府県知事は措置命令を

行い，これを是正させることができる（第７条第１項）。 

また，事業者が，同法第５条の規定に違反する行為（同条第３号に該当する表示に係る

ものを除く。以下「課徴金対象行為」という。）をしたときは，消費者庁長官は，当該事

業者に対し，当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の売上額に３％を乗じて得た額に相

当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならないが，当該事業者が相当の

注意を怠った者でないと認められるとき，又はその額が150万円未満であるときは，その

納付を命ずることができない（第８条第１項）（注２）。 

さらに，消費者庁長官は，同法第26条第１項の規定に基づき事業者が講ずべき措置に関

して，その適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは，当該事業者に対し，

その措置について必要な指導及び助言をすることができる（第27条）。また，消費者庁長

官は，事業者が正当な理由がなくて同法第26条第１項の規定に基づき事業者が講ずべき措

置を講じていないと認めるときは，当該事業者に対し，景品類の提供又は表示の管理上必
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要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができるとともに（第28条第１項），勧告を行っ

た場合において当該事業者がその勧告に従わないときは，その旨を公表することができる

（同条第２項）。 

公正取引委員会は，消費者庁長官から景品表示法違反事件に係る調査権限の委任を受け，

景品表示法の規定に違反する行為について必要な調査等を行っている。 

（注１）消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律による改正前の景品表示法

に基づく従来の公正取引委員会告示は，経過措置により引き続き効力を有する。 

（注２）平成26年景品表示法改正法の施行日である平成28年４月１日以後に行われた課徴金対象行為について適

用される。 

 

 ２２  公正競争規約制度 

景品表示法第31条の規定に基づき，事業者又は事業者団体は，景品類又は表示に関する

事項について，公正取引委員会及び消費者庁長官の認定を受けて，不当な顧客の誘引を防

止し，一般消費者による自主的かつ合理的な選択と，事業者間の公正な競争を確保するた

め，協定の締結又は規約の設定をすることができる。当委員会は，協定又は規約（以下こ

れらを総称して「公正競争規約」という。）の認定に当たり，事業者間の公正な競争の確

保等の観点から審査を行っている。 

 

第２ 景品表示法違反事件の調査  
 

消費者庁は，景品表示法違反事件について，違反行為者に対して措置命令を行うほか，

違反のおそれのある行為等がみられた場合には関係事業者に対して指導を行っている。 

令和元年度において，消費者庁が措置命令を行った40件のうち，公正取引委員会及び消

費者庁による調査の結果を踏まえたものは８件であり，消費者庁が指導を行った205件の

うち，公正取引委員会及び消費者庁による調査の結果を踏まえたものは55件である（第１

表及び第２表参照）。 

また，令和元年度において，消費者庁が課徴金納付命令を行った17件（4億6559万円）

のうち，公正取引委員会及び消費者庁による調査の結果を踏まえたものは３件（3725万円）

である（第１表及び第３表参照）。 

さらに，令和元年度において，同法第26条第１項の規定に基づき事業者が講ずべき措置

に関して，消費者庁が行った勧告は０件であり，消費者庁が指導を行った96件のうち，公

正取引委員会及び消費者庁による調査の結果を踏まえたものは50件である。 

 

 第１表 令和元年度において公正取引委員会が調査に関わった景品表示法違反被疑事件

の処理状況  

事件 措置命令 指導 合計 
課徴金納付命令 

件数 課徴金額 

表示事件 8（40） 47（188） 55（228） 3（17） 3725万円（4億6559万円） 

景品事件 0 （0） 8 （17） 8 （17）   

合計 8（40） 55（205） 63（245） 3（17） 3725万円（4億6559万円） 

（注）（ ）内は消費者庁が行った措置件数の総数・課徴金の総額 
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 第２表 令和元年度に消費者庁により措置命令が行われた事例のうち公正取引委員会が

調査に関わったもの 

一連 

番号 

措置日 

（事業者名） 
事件概要 

違反 

法条 

1 平成31年4月16日 

（㈱ロイヤルダイ

ニング） 

㈱ロイヤルダイニングは， 

① 「焼肉レストラン ROINS 沖縄」と称する店舗（以下1において「ROINS

沖縄」という。）において提供する「タン」と称する部位を使用した料

理（以下1において「タン」という。）及び「ハラミ」と称する部位を使

用した料理（以下1において「ハラミ」という。）並びにこれら料理を含

む盛り合わせ又はコース料理の各料理を一般消費者に提供するに当た

り，当該店舗に係る自社ウェブサイトにおいて，平成25年3月21日から

平成30年12月20日までの間，「沖縄県産の食材と日本全国選りすぐりの

黒毛和牛専門店」及び「『心のこもったお料理を』をモットーに  料

理長が厳選した黒毛和牛のみを使用した，ROINS 自慢の新鮮でクオリ

ティの高い料理をお楽しみください。」と記載するとともに，「【厚切り

の黒毛和牛を使用した上タン塩】お客様が必ず驚く当店の上タン塩

は、、黒毛和牛の舌を丸ごと一本使用仕入れております。」等と記載する

など，あたかも，対象料理には，黒毛和牛の部位を使用しているかのよ

うに示す表示をしていた。 

② 「焼肉レストラン ROINS 東大和」と称する店舗（以下1において

「ROINS 東大和」という。）において提供するタン，ハラミ及び「シマ

チョウ」と称する部位を使用した料理（以下1において「シマチョウ」

という。）並びにこれら料理を含む盛り合わせ，セット又はコース料理

の各料理を一般消費者に提供するに当たり，当該店舗に係る自社ウェブ

サイトにおいて，平成26年11月26日から平成30年12月6日までの間，「上

質な黒毛和牛専門の一軒家焼肉レストラン♪」及び「ディナーは，個室

でご家族・友人とまわりを気にせず楽しめるアットホームな黒毛和牛焼

肉♪」等と記載するなど，あたかも，対象料理には，黒毛和牛の部位を

使用しているかのように示す表示をしていた。 

実際には ROINS 沖縄において提供するタンには外国産牛のものを，ハラ

ミの大部分には外国産牛のものを使用しており，ROINS 東大和において提

供するタン，ハラミ及びシマチョウには外国産牛のものを使用していた。 

第5条 

第1号 

2 平成31年4月26日 

（㈱BLI） 

㈱BLI は，「RIDDEX PLUS」と称する商品（以下2において「本件商品」

という。）を一般消費者に販売するに当たり，平成29年7月5日から平成30

年2月26日までの間，「楽天市場」と称するウェブサイトに開設した「BLI-

Shop」と称する自社ウェブサイトにおいて，例えば，本件商品の写真及び

弱っているゴキブリのイラストと共に，「あれ！？ゴキブリどこいっ

た？？」，「正規品 シリアルナンバー付 RIDDEX PLUS 総合害虫駆除」及び

「部屋からゴキブリ消える！」と記載するなど，あたかも，本件商品を設

置するだけで，ゴキブリやヒアリ等を建物から駆除することができるかの

ように示す表示をしていた。 

消費者庁が，同社に対し，期間を定めて，当該表示の裏付けとなる合理

的な根拠を示す資料の提出を求めたところ，同社から資料が提出された

が，当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認め

られなかった。 

第5条 

第1号

（第7

条第2

項適

用） 
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一連 

番号 

措置日 

（事業者名） 
事件概要 

違反 

法条 

3 令和元年6月28日 

（ふるさと和漢堂

㈱） 

ふるさと和漢堂㈱は，「ドクター・フトレマックス」と称する食品（以

下3において「本件商品」という。）を一般消費者に販売するに当たり，平

成29年8月27日から令和元年6月21日までの間，自社ウェブサイトにおい

て，例えば，平成29年8月27日から平成30年1月23日までの間，「長年のコ

ンプレックスだったガリガリ体型を約2ヶ月で克服！」，「太る専用プロテ

イン！」等と表示するなど，あたかも，食物の栄養素を十分に吸収できな

い者であっても，本件商品を摂取することにより，約2か月で，外見上身

体の変化を認識できるまでの体重の増量効果が得られるかのように示す表

示をしていた。 

消費者庁が，同社に対し，期間を定めて，当該表示の裏付けとなる合理

的な根拠を示す資料の提出を求めたところ，同社から資料が提出された

が，当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認め

られなかった。 

第5条 

第1号

（第7

条第2

項適

用） 

4 令和元年7月8日 

（㈱サンプラザ） 

㈱サンプラザは，同社が運営する29店舗において供給するパンの各商品

（以下4において，これらを併せて「本件商品」という。）を一般消費者に

販売するに当たり， 

① 例えば，平成29年7月1日に大阪府及び奈良県内に配布された日刊新聞

紙に折り込んだ富田林店等に係るチラシにおいて，「菓子パン・食パン 

全品 メーカー希望小売価格より 3割引」と表示するなど，あたかも，

本件商品にはメーカー希望小売価格が設定されており，本件商品を当該

メーカー希望小売価格から3割割り引いて販売するかのように表示して

いた。 

実際には，本件商品についてメーカー希望小売価格は設定されていな

かった。 

② 本件商品のうち「神戸屋 スマイルモーニング 4枚切」と称する食パ

ン等の各商品（以下4において，これらを併せて「本件食パン」とい

う。）について，例えば，三国ヶ丘東店において，「神戸屋 スマイル

モーニング 4枚切」と称する食パンについて，「パン3割引の日 神戸

屋 スマイルモーニング 表示価格は3割引後の価格です 通常価格125

円を 4枚切 本体価格88円」と表示するなど，あたかも，「通常価格」

と称する価額は，当該店舗において本件食パンについて通常販売してい

る価格であり，本件食パンを当該通常販売している価格から3割割り引

いて販売するかのように表示していた。 

実際には，「通常価格」と称する価額は，当該店舗において本件食パ

ンについて販売された実績のないものであった。 

第5条 

第2号 
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一連 

番号 

措置日 

（事業者名） 
事件概要 

違反 

法条 

5 令和元年8月7日 

（ ㈱ ブ ル ー ス

ター） 

㈱ブルースターは，「ブルースター」と称する11店舗において29品目の

クリーニングサービスを一般消費者に提供するに当たり，  

① 例えば，平成28年4月25日に配布された日刊新聞紙に折り込んだザ・

ビッグ浪岡店等におけるセール企画に係るチラシにおいて，「ジャン

パー」と称する品目のクリーニングサービスについて，「[通常]600円

⊕[撥水加工]500円＝1,100円～」及び「撥水加工料込み！！ 550円～」

と表示するなど，実際の提供価格に比較対照価格を併記することによ

り，あたかも，比較対照価格は，当該チラシに記載の店舗において通常

提供している価格であり，実際の提供価格が当該通常提供している価格

に比して安いかのように表示していた。 

実際には，比較対照価格は，当該チラシに記載の店舗において最近

相当期間にわたって提供された実績のないものであった。 

② 例えば，平成28年6月6日に配布された日刊新聞紙に折り込んだザ・

ビッグ浪岡店等におけるセール企画に係るチラシにおいて，「ダウン

ジャケット」と称する品目のクリーニングサービスについて，「ダウン 

オール半額」及び「ダウンジャケット 900円」と表示するなど，あたか

も当該チラシに記載の店舗において通常提供している価格から半額又は

30パーセント割り引いて提供するかのように表示していた。 

実際には，半額という割引額又は30パーセントという割引率の算出の

基礎となる価格は，当該チラシに記載の店舗において最近相当期間にわ

たって提供された実績のないものであった。 

第5条 

第2号 

6 令和元年10月16日 

（㈱プラスワン） 

㈱プラスワンは，同社が運営する「からあげ専門店こがね」と称する店

舗において供給する鶏の「もも」と称する部位（以下6において「鶏もも

肉」という。）を使用した唐揚げ及び当該唐揚げを含む商品の各商品（以

下6において「本件商品」という。）を一般消費者に販売するに当たり，例

えば，塚本店の看板において，平成28年2月1日以降，「からあげ専門店 こ

がね」及び「国産若鶏使用 絶品あげたて」と表示するなど，あたかも，

本件商品には，国産の鶏もも肉を使用しているかのように示す表示をして

いる又は表示をしていた。 

実際には全て，ほとんど全て又は3割程度，外国産の鶏もも肉を使用し

ている。 

第5条 

第1号  

7 令和2年3月17日 

（㈱あすなろわか

さ） 

㈱あすなろわかさは，「黒椿」と称する食品（以下7において「本件商

品」という。）を一般消費者に販売するに当たり，令和元年7月4日，同月5

日及び同月8日に，自社ウェブサイトにおいて，例えば，本件商品の容器

包装及び黒髪の人物の写真と共に，「黒々艶やかな髪本来の美しさを取り

戻す 黒椿 －KUROTUBAKI－ 黒ゴマ、黒ウコン、亜鉛、ビオチンなどの

黒々艶やかな天然成分をたっぷり使ったサプリメントです。あなたの髪本

来の、若々しくて美しい黒髪を取り戻します。市販の白髪染めや美容院で

染めるのが面倒な方にオススメです。」等と表示するなど，あたかも，本

件商品を摂取することで，白髪が黒髪になる効果が得られるかのように示

す表示をしていた。 

消費者庁が，同社に対し，期間を定めて，当該表示の裏付けとなる合理

的な根拠を示す資料の提出を求めたところ，同社から資料が提出された

が，当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認め

られなかった。 

第5条 

第1号

（第7

条第2

項適

用） 
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一連 

番号 

措置日 

（事業者名） 
事件概要 

違反 

法条 

8 令和2年3月30日 

（山崎製パン㈱） 

山崎製パン㈱は，「バター香るもっちりとした食パン」と称する3枚切り

の食パン，5枚切りの食パン及び6枚切りの食パンの各商品（同社札幌工場

において製造したもの。以下8において，これらを併せて「本件3商品」と

いう。）を，㈱ファミリーマートが北海道内において運営する「ファミ

リーマート」と称するコンビニエンスストア又は同社とフランチャイズ契

約を締結する事業者が北海道内において経営する「ファミリーマート」と

称するコンビニエンスストアを通じて，一般消費者に供給するに当たり，

同社と共同して容器包装の表示内容を決定し，平成30年11月18日から令和

元年10月17日までの間，「バター香るもっちりとした食パン」と表示する

とともに，原材料名欄に「バター」及び「もち米粉」と表示することによ

り，あたかも，本件3商品には，原材料にバター及びもち米粉を使用して

いるかのように示す表示をしていた。 

実際には，本件3商品には，原材料にバター及びもち米粉を使用してい

なかった。 

（注）消費者庁は，同日，㈱ファミリーマートに対しても措置命令を

行った。 

第5条 

第1号 
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 第３表 令和元年度に消費者庁により課徴金納付命令が行われた事例のうち公正取引委員

会が調査に関わったもの 

一連 

番号 

命令日 

（事業者名） 
事件概要 課徴金額 

1 令和元年6月26日 

（㈱はぴねすくら

ぶ） 

㈱はぴねすくらぶは，「酵母と酵素 de さらスルー」と称するカプセ

ル状93粒入りの健康食品（以下1において「93粒入り」という。）及び

「酵母と酵素 de さらスルー」と称するカプセル状42粒入りの健康食

品（以下1において，これらを併せて「本件商品」という。）を一般消

費者に販売するに当たり，自社ウェブサイトにおいて，例えば，93粒

入りについて，平成28年4月1日から平成29年8月3日までの間，「酵素※

1 酵母 乳酸菌の発酵パワーでダイエット
・ ・ ・ ・ ・

！」，食事の画像と共に，

「食べることが大好きなあなたへ！」，「『酵母と酵素 de さらスルー』

は、生きた酵素と酵母、乳酸菌、さらに白キクラゲ由来のエイドライ

フリーWJ をたっぷり配合した新しいダイエットサプリ。」等と記載す

るなど，あたかも，本件商品を摂取するだけで，特段の食事制限をす

ることなく，本件商品に含まれる成分の作用により，容易に痩身効果

が得られるかのように示す表示をしていた。 

消費者庁が，同社に対し，期間を定めて，当該表示の裏付けとなる

合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ，同社から資料が提出

されたが，当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すも

のとは認められなかった。 

1581万円 

2 令和元年6月26日 

（㈱アルトルイズ

ム） 

㈱アルトルイズムは，「黒フサ習慣 ブラックマックスS」と称する

食品（以下2において「本件商品」という。）を一般消費者に販売する

に当たり，平成30年4月9日から同年10月23日までの間，自社ウェブサ

イトにおいて，例えば，黒髪の人物の写真と共に,「白髪染めはした

くない！」，「ロマンスグレーはまだ早い！」，「艶のある漆黒に憧れる

世代の方に!!」及び「さあ！“黒活”をスタートしましょう！」等と

記載するなど，あたかも，本件商品を摂取することで，白髪が艶のあ

る黒髪となる効果が得られるかのように示す表示をしていた。 

消費者庁が，同社に対し，期間を定めて，当該表示の裏付けとなる

合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ，同社から資料が提出

されたが，当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すも

のとは認められなかった。 

839万円 

3 令和2年3月6日 

（ふるさと和漢堂

㈱） 

ふるさと和漢堂㈱は，「ドクター・フトレマックス」と称する食品

（以下3において「本件商品」という。）を一般消費者に販売するに当

たり，平成29年8月27日から令和元年6月21日までの間，自社ウェブサ

イトにおいて，例えば，平成29年8月27日から平成30年1月23日までの

間，「長年のコンプレックスだったガリガリ体型を約2ヶ月で克

服！」，「太る専用プロテイン！」等と表示するなど，あたかも，食物

の栄養素を十分に吸収できない者であっても，本件商品を摂取するこ

とにより，約2か月で，外見上身体の変化を認識できるまでの体重の

増量効果が得られるかのように示す表示をしていた。 

消費者庁が，同社に対し，期間を定めて，当該表示の裏付けとなる

合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ，同社から資料が提出

されたが，当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すも

のとは認められなかった。 

1305万円 
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第３ 公正競争規約の認定  
 

 １１  概要 

令和２年３月末現在，101件（景品関係37件，表示関係64件）の公正競争規約が認定さ

れている（附属資料６参照）。これらの公正競争規約に参加する事業者又は事業者団体に

より，公正競争規約の運用団体として公正取引協議会等が組織されているところ，公正取

引協議会等は，公正競争規約の運用上必要な事項について，公正競争規約の定めるところ

により，施行規則，運用基準等を設定している。公正取引委員会は，公正取引協議会等が

これらの施行規則等の設定・変更を行うに際しても，事業者間の公正な競争の確保等の観

点から審査を行い，問題があれば指導を行っている。 

 

 ２２  公正競争規約の変更 

令和元年度においては，凍り豆腐製造業における景品類の提供の制限及び凍り豆腐の表

示に関する公正競争規約の一部変更の認定（平成31年４月９日認定。平成31年公正取引委

員会・消費者庁告示第７号）のほか，はちみつ類の表示に関する公正競争規約の一部変更

の認定（令和元年５月15日認定。令和元年公正取引委員会・消費者庁告示第１号），食用

塩の表示に関する公正競争規約の一部変更の認定（令和元年６月７日認定。令和元年公正

取引委員会・消費者庁告示第２号），果実飲料等の表示に関する公正競争規約の一部変更

の認定（令和元年６月14日認定。令和元年公正取引委員会・消費者庁告示第３号）等を

行った。 
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第第1144章章  相相談談そそのの他他のの業業務務  

 

第１ 独占禁止法及び関係法令に関する相談等  

 
事業者，事業者団体，一般消費者等から寄せられる独占禁止法及び関係法令に関する質

問に対しては，文書又は口頭により回答している。また，ウェブサイトでも意見等の受付

を行っている（https://www.jftc.go.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=goiken）。 
また，平成 12 年度から申告の処理に関する疑問，苦情等の申出を受け付けるため，官房

総務課（地方事務所・支所においては総務課，沖縄総合事務局公正取引室においては総務

係）に申出受付窓口を設置し，公正取引委員会が指名する委員等をもって構成する審理会

において，当該処理が適正であったかどうかを点検している。 
 

第２ 事業活動に関する相談状況  
 

 １１  概要 

公正取引委員会は，以前から，独占禁止法及び下請法違反行為の未然防止を図るため，

事業者及び事業者団体が実施しようとする具体的な行為に関する相談に対応し，実施しよ

うとする行為に関して，独占禁止法及び下請法の考え方を説明している。 

 

 ２２  事前相談制度 

公正取引委員会は，平成13年10月から当委員会が所管する法律全体を対象として整備さ

れた「事業者等の活動に係る事前相談制度」を実施している。 

本制度は，事業者及び事業者団体が実施しようとする具体的な行為が，前記法律の規定

に照らして問題がないかどうかの相談に応じ，原則として，事前相談申出書を受領してか

ら30日以内に書面により回答し，その内容を公表するものである。 

 

 ３３  独占禁止法に係る相談の概要 

令和元年度に受け付けた相談件数は，事業者の行為に関するもの1,870件，事業者団体

の行為に関するもの168件の計2,038件である（第１図参照）。 
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第１図 独占禁止法に係る相談件数の推移（企業結合に関する相談を除く。）  

 

  

  ４４   相談事例集 

公正取引委員会は，事業者等から寄せられた相談のうち，他の事業者等の参考になると

思われるものを相談事例集として取りまとめ，公表している（平成30年度に寄せられた相

談〔平成30年度相談事例集〕について，令和元年６月26日公表。令和元年度に寄せられた

相談〔令和元年度相談事例集〕について，令和２年６月23日公表。）。 

令和元年度相談事例集に掲載された相談のうち，特徴的な内容の相談を挙げると，レジ

袋の有料化に伴う事業者団体による単価統一等の取組，専門工事業者の団体による会員・

発注者に対する現場における作業時間の短縮の要請，家電メーカーによる小売業者への販

売価格の指示等に関するものがある。 

 

  ５５  下請法に係る相談の概要 

令和元年度に下請法に関して事業者等から受け付けた相談件数は，9,173件である（第

２図参照）。 

この中には，例えば，下請法の適用範囲に関する相談，発注書面の記載方法に関する相

談，下請代金の支払期日に関する相談等がある。 
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第２図 下請法に係る相談件数の推移  

  

  

  ６６  独占禁止法相談ネットワーク 

公正取引委員会は，商工会議所及び商工会の協力の下，独占禁止法相談ネットワークを

運営しており，独占禁止法及び下請法に関する中小事業者からの相談に適切に対応するこ

とができるように，全国の商工会議所及び商工会が有する中小事業者に対する相談窓口を

活用し，独占禁止法及び下請法に関する相談を受け付けている。また，令和元年度におい

ては，全国の商工会議所及び商工会へのリーフレットの配布，相談業務に従事する経営指

導員向けの研修会に職員を講師として派遣するなどした。 

 

第３ 新型コロナウイルス感染症に係る対応             
 

 新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大に伴って，企業等の活動に様々な影響が出て

おり，また，関連物資の供給に関しても影響が出ている。 

公正取引委員会は，独占禁止法等を運用する立場から，こうした事態を踏まえ次の取組

を行った。 

 

  １１  新型コロナウイルス感染症により影響を受ける個人事業主・フリーランスとの取引

に関する配慮について 

新型コロナウイルス感染症により影響を受ける個人事業主・フリーランスと取引を行う

発注事業者に対して，取引上の適切な配慮を行うよう，公正取引委員会委員長，経済産業

大臣及び厚生労働大臣の連名の文書で関係団体を通じ，要請を行った（令和２年３月10日

公表）。 

 

  ２２  新型コロナウイルスに関連した感染症の発生に伴うマスク等の抱き合わせ販売に係

る要請について 

マスク等の衛生用品の供給不足を背景に，マスクに他の商品を抱き合わせて販売してい

た一部の販売事業者が所属する関係業界団体に対して，商品の供給が不足しており，当該
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商品に代わる商品が存在しない状況の下で行われる抱き合わせ販売は，独占禁止法が禁止

する不公正な取引方法（抱き合わせ販売等）につながるおそれがあることから，今後，同

様の行為を行わないよう会員企業へ周知することを要請した（令和２年２月27日公表）。 

 

  ３３   新型コロナウイルス感染症への対応のための取組に係る独占禁止法に関するＱ＆Ａ

の公表 

事業者等による新型コロナウイルス感染症への対応のための取組について独占禁止法上

の考え方を紹介するため，「新型コロナウイルス感染症への対応のための取組に係る独占

禁止法に関するＱ＆Ａ」を公表した（令和２年４月23日公表）。 

同Ｑ＆Ａでは，新型コロナウイルス感染症の感染拡大が進む中でマスクのような商品に

ついて，小売業者が不当な高価格を設定しないよう期間を限定して，メーカー等が小売業

者に対して一定の価格以下で販売するよう指示する行為は，通常，当該商品の購入に関し

て消費者の利益となり，正当な理由があると認められるので，独占禁止法上問題とはなら

ない旨を明らかにしている。 

  

  ４４   新型コロナウイルス感染症拡大に関連する下請取引Ｑ＆Ａの公表 

 新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受ける下請等中小企業との取引に関して，

公正取引委員会及び中小企業庁の連名で，下請法等に係るＱ＆Ａを公表した（令和２年５

月13日公表）。 

 

  ５５  新型コロナウイルス感染症に関連する事業者等の取組に対する公正取引委員会の対

応についての公表 

新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大に伴って，企業等の活動に様々な影響が

出ており，また，関連物資の供給に関しても影響が出ていることを踏まえ，公正取引委員

会は，独占禁止法等を運用する立場からの対応について取りまとめ公表した（令和２年４

月28日公表）。 

この中では，物資の円滑な供給等に関して同業者が共同して行う取組への対応につい

て，供給量が不足している物資の円滑・公正な流通を確保するためには，同業者で協力し

合って対応に当たることが必要となる場面も想定され，今回のような事態下において，こ

のような物資の不足を回避するために行われる必要かつ一時的な行為は独占禁止法上問題

となるものではないと考えている旨を明らかにするなど，新型コロナウイルス感染症の感

染拡大に際して行われる事業者等の取組について公正取引委員会の対応を明らかにしてい

る。 

また，前記  １１  及び  ２２  に限らず，新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う需要減

少等を理由として，中小・下請事業者に不当に不利益をもたらす行為や，需給のひっ迫に

便乗した価格カルテル等の消費者の利益を損なう行為に対しては厳正に対処していく旨も

併せて明らかにしている。 

第２部　各　論
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１ 組織・予算関係 
 

 １－１表 公正取引委員会の構成  
 

（平成31年４月１日現在）

委員長 杉本 和行 

委 員 山本 和史 

委 員 三村 晶子 

委 員 青木 玲子 

委 員 小島 吉晴 

 

 １－２表 公正取引委員会の予算額（令和元年度補正後）  
 

（単位：千円）

事        項 予  算  額 

（組織）公正取引委員会 11,300,944 

（項）公正取引委員会 11,300,944 

（事項）公正取引委員会に必要な経費 9,484,520 

（事項）独占禁止法違反行為に対する措置等に必要な経費 326,347 

（事項）下請法違反行為に対する措置等に必要な経費 220,099 

（事項）競争政策の普及啓発等に必要な経費 166,268 

（事項）消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保に必要な経費 1,103,710 
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２ 審決・訴訟関係等 

 

 ２－１表 審決一覧（令和元年度）  
 

番

号 

事件番

号 
件 名 内    容 関係法条 審決年月日 

1 

～  

6 

25 

（判） 

30 

～  

35 

王子コーンス

ターチ株式会

社ほか2名に対

する件 

【違反行為に係る認定】 

 被審人王子コーンスターチ及び被

審人Ｊ－オイルミルズが，他の事業

者と共同して，とうもろこしのシカ

ゴ相場の上昇に応じて，段ボール用

でん粉の需要者渡し価格を引き上げ

る旨合意することにより，公共の利

益に反して，我が国における段ボー

ル用でん粉の販売分野における競争

を実質的に制限したと認めた。（不

当な取引制限〔価格カルテル〕） 

 なお，被審人加藤化学について

は，前記合意に参加したとまで認め

るに足りる証拠はないと認定し，排

除措置命令を取り消した。 

 

【課徴金額に係る認定】 

 1億6445万円（被審人3名合計）→

1億2329万円（被審人2名合計） 

 被審人王子コーンスターチ及び被

審人Ｊ－オイルミルズが違反行為に

より販売した段ボール用でん粉の売

上額を課徴金の対象として認め，被

審人加藤化学に対する課徴金納付命

令を取り消した。 

独占禁止法 

66条3項，66

条2項（3条後

段，7条の2）

（注） 

元.9.30 

（2名に対す

る排除措置

命令及び課

徴金納付命

令に係る審

判請求棄却

審決並びに

1名に対す

る排除措置

命令及び課

徴金納付命

令を取り消

す審決） 
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番

号 

事件番

号 
件 名 内    容 関係法条 審決年月日 

7 

・ 

8 

24 

（判） 

40 

・ 

41 

株 式 会 社 エ

ディオンに対

する件 

【違反行為に係る認定】 

 被審人が，納入業者に対し自己の

取引上の地位が優越していることを

利用して，正常な商慣習に照らして

不当に，納入業者に従業員等を派遣

させていたことについて，原処分に

おける違反行為の相手方である127

社のうち，92社に対する行為は優越

的地位の濫用行為であると認められ

ることから，排除措置命令の変更及

び課徴金納付命令の一部を取り消し

た。（不公正な取引方法〔優越的地

位の濫用〕） 

 

【課徴金額に係る認定】 

40億4796万円→30億3228万円 

 被審人と92社それぞれとの間にお

ける購入額を課徴金の対象として認

めた。ただし，「マル特経費負担」

分は購入額から控除すべきものとさ

れた。 

独占禁止法 

66条3項，66

条2項（19条

〔2条9項5

号〕，20条の

6） 

元.10.2 

（排除措置命

令の変更及

び課徴金納

付命令の一

部を取り消

す審決） 

9 25 

（判） 

22 

ＮＴＮ株式会

社に対する件 

【課徴金額に係る認定】 

72億3107万円→70億3012万円 

 被審人が違反行為（不当な取引制

限〔価格カルテル〕）により販売し

た産業機械用軸受及び自動車用軸受

の売上額を課徴金の対象として認め

た。 

 審判手続終了前に，同一事件につ

いて，被審人に対し，罰金4億円に

処する旨の裁判が確定しているか

ら，罰金額の2分の1に相当する2億

円を控除した。 

独占禁止法 

66条3項，66

条2項（7条の

2〔3条後

段〕），51条3

項 

元.11.26 

（課徴金納付

命令の一部

を取り消す

とともに課

徴金の額を

変更する審

決） 
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番

号 

事件番

号 
件 名 内    容 関係法条 審決年月日 

10 

・ 

11 

26 

（判） 

1 

・ 

2 

ダイレックス

株式会社に対

する件 

【違反行為に係る認定】 

 被審人が，納入業者に対し自己の

取引上の地位が優越していることを

利用して，正常な商慣習に照らして

不当に，納入業者に従業員等を派遣

させていたこと，閉店セール協賛金

を提供させたこと，及び火災関連金

の提供をさせたことについて，原処

分における違反行為の相手方である

78社のうち，69社に対する行為は優

越的地位の濫用行為であると認めら

れることから，排除措置命令の変更

及び課徴金納付命令の一部を取り消

した。（不公正な取引方法〔優越的

地位の濫用〕） 

 

【課徴金額に係る認定】 

12億7416万円→11億9221万円 

 被審人と69社それぞれとの間にお

ける購入額を課徴金の対象として認

めた。 

独占禁止法 

66条3項，66

条2項（19条

〔2条9項5

号〕，20条の

6） 

2.3.25 

（排除措置命

令の変更及

び課徴金納

付命令の一

部を取り消

す審決） 

 
（注）「独占禁止法」とは，平成25年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法をいう。以下，２－１表において同じ。 
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２－２表 手続別審決等件数推移  

⑴ 平成17年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法における手続 
 

年度 

 

分類 

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

審判審決 

                             

0 0 1 10 8 8 2 3 5 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 3 4 0 0 5 1 4 1 

                             

勧告審決 

                           (注4)(注4)

0 0 2 4 4 3 5 0 5 5 7 2 2 1 3 7 24 30 26 17 11 28 26 43 37 27 67 47 31 

                           (6) (7) 

同意審決 

                             

5 2 11 45 6 4 5 2 1 0 0 0 0 0 0 5 11 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 

                             

課徴金の納付 

を命ずる審決等 

                             

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 

                             

独占禁止法 

第49条第2項に 

基づく審決 

                             

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                             

独占禁止法 

第65条に 

基づく審決 

                             

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 

                             

独占禁止法 

第66条に 

基づく審決 

                             

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                             

景品表示法 

第9条第2項に 

基づく審決 

                             

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                             

景品表示法 

第10条第6項に 

基づく審決 

                             

- - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

                             

計 

                             

5 2 14 59 18 15 12 5 11 6 7 2 2 1 3 13 36 30 27 17 12 31 32 44 37 34 69 60 34 

                             

（注１）平成25年度の審決により,平成17年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法における手続は全て終了した。 

（注２）「分類」欄の独占禁止法第49条第２項，第65条及び第66条並びに景品表示法第９条第２項及び第10条第６項は，平

成17年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法及び景品表示法の条文番号である。 

（注３）審判審決とあるのは，過去の年次報告において「正式審決」と分類していたものである（平成５年度から正式審決

の呼称を審判審決に変更）。 

（注４）（ ）内の数字は，中小企業等協同組合法第107条に基づく審決件数で内数である。 

（注５）平成11年度の課徴金の納付を命ずる審決等には，課徴金の納付を命じなかった審決が１件含まれている。 

（注６）平成20年度の課徴金の納付を命ずる審決等には，課徴金の納付を命じなかった審決が４件含まれている。 

（注７）平成25年度の課徴金の納付を命ずる審決等には，課徴金の納付を命じなかった審決が２件含まれている。 

（注８）平成14年度及び平成15年度の独占禁止法第49条第２項及び景品表示法第９条第２項に基づく審決は審判手続開始請

求を却下する審決である。 
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51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

17 

 

                              

0 4 0 2 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 2 3 1 1 3 1 3 3 4 1 2 1 2 

                              

                              

24 13 7 12 12 12 18 10 7 10 4 6 5 10 17 27 37 27 21 18 23 25 23 27 21 37 38 19 28 18 

                              

                              

1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 0 0 4 11 8 

                              

                       (注5)       

- 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 1 1 2 24 1 7 14 32 14 

                              

                          (注8)    

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

                              

                              

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                              

                              

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                              

                          (注8) (注8)   

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

                              

                              

0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                              

                              

25 18 8 15 16 13 20 12 9 17 5 6 6 10 17 29 38 33 25 20 30 29 25 33 50 42 48 40 72 42 
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年度 

 

分類 

18 19 20 21 22 23 24 25 

 

計 

 

審判審決 

         

14 3 5 8 3 - - - 135 

         

勧告審決 

        (注4) 

- - - - - - - - 1,020 

        (13) 

同意審決 

         

42 21 5 0 3 - - - 212 

         

課徴金の納付 

を命ずる審決等 

  (注6)     (注7)  

46 10 37 21 13 0 5 7 248 

         

独占禁止法 

第49条第2項に 

基づく審決 

         

0 0 0 0 0 0 0 0 1 

         

独占禁止法 

第65条に 

基づく審決 

         

0 0 0 0 0 0 0 0 9 

         

独占禁止法 

第66条に 

基づく審決 

         

0 0 0 0 0 0 0 0 3 

         

景品表示法 

第9条第2項に 

基づく審決 

         

0 0 0 0 0 - - - 2 

         

景品表示法 

第10条第6項に 

基づく審決 

         

0 0 0 0 0 - - - 4 

         

計 

         

102 34 47 29 19 0 5 7 1,634 
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⑵ 平成17年独占禁止法改正法による改正後平成25年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法

における手続 

年度 

分類 

17 

(注2) 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 

27 

(注5) 

28 

(注5) 

29 

(注5) 

30 

(注5) 

元 

(注5) 
計 

独
占
禁
止
法
関
係 

排除措置命令 

（審判開始）（注1） 

2 12 22 16 26 12 22 20 18 10 2 - - - - 162 

(1) (0) (1) (5) (5) (3) (10) (7) (4) (4) (0) (-) (-) (-) (-) （40）

課徴金納付命令 

（審判開始）（注1） 

171 56 121 39 73 100 255 108 176 128 0 - - - - 1227 

(8) (0) (1) (8) (7) (12) (61) (13) (6) (70) (0) (-) (-) (-) (-) （186）

審
決 

排除措置命令に係る審決 0 0 0 3 0 3 4 4 3 15 7 6 33 8 5 91 

課徴金納付命令に係る審決 0 0 1 8 0 3 8 4 5 18 9 8 33 7 6 110 

課徴金納付命令に係る課徴金 

の一部を控除する審決 
0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

景
品
表
示
法 

関
係 

排除命令 

（審判開始）（注1） 

28 

 

32 

 

56 

 

52 

 

6 

(注3) 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- - - - - - 174 

(0) (5) (3) (9) (0) - - - - - - - - - - （17）

排除命令に係る審決 0 0 0 0 11 
- 

(注4) 
- - - - - - - - - 11 

（注１）（ ）内の数字は，当該年度の命令件数のうち，命令後に審判手続が開始されたもの（次年度に開始されたものを含

む。）の数で内数である（その後審判請求の取下げのあったもの及び審判手続打切決定を行ったものを含む。）。 

（注２）平成17年度における独占禁止法関係の件数については，平成18年１月４日から同年３月31日までの期間である。 

（注３）平成21年８月31日までの排除命令件数である。 

（注４）平成22年８月６日，㈱ウインズインターナショナルに対する件の審判手続が打ち切られたことにより，景品表示法関

係の審判手続は全て終結した。 

（注５）審判制度は平成25年独占禁止法改正法により廃止されたが，同法の施行日（平成27年４月１日）前に，改正前の独占

禁止法第49条第５項の規定に基づく排除措置命令等に係る事前通知等が行われた場合は，なお従前の例により，審判手続

が行われる。平成27年度における命令の件数は，平成27年度中に行われた命令のうち，平成25年独占禁止法改正法の施行

日前に前記の事前通知が行われたものの件数である。平成28年度以降，前記の事前通知は行われていない。 

 

⑶ 平成25年独占禁止法改正法による改正後の独占禁止法における手続 

年度 

分類 
27 28 29 30 元 計 

排除措置命令 

（訴訟提起）（注1） 

7 11 13 8 11 50 

(2) (3) (1) （0） （3） （9） 

課徴金納付命令 

（訴訟提起）（注1） 

31 32 

（注2）

32 18 37 150 

(4) (2) (0) （2） （4） （12）

第一審判決 

排除措置命令及び課徴金納付命令に係る判決 0 0 0 3 0 3 

排除措置命令に係る判決 0 0 0 1 2 3 

課徴金納付命令に係る判決 0 0 0 1 2 3 

第二審判決 

排除措置命令及び課徴金納付命令に係る判決 0 0 0 0 0 0 

排除措置命令に係る判決 0 0 0 0 1 1 

課徴金納付命令に係る判決 0 0 0 0 1 1 

第三審判決 

排除措置命令及び課徴金納付命令に係る判決 0 0 0 0 0 0 

排除措置命令に係る判決 0 0 0 0 0 0 

課徴金納付命令に係る判決 0 0 0 0 0 0 

（注１）（ ）内の数字は，当該年度の命令件数のうち，命令後に訴訟が提起されたもの（次年度に開始されたものを含む。）

の数で内数である（その後訴えの取下げ，請求の放棄のあったものを含む。）。平成27年度における命令の件数は，平成27

年度中に行われた命令のうち，平成25年独占禁止法改正法の施行日後に独占禁止法第50条第１項の規定に基づく意見聴取

の通知が行われたものの件数である。 

（注２）課徴金納付命令後に刑事事件裁判が確定した１名の事業者に対して，独占禁止法第63条第２項の規定に基づき，課徴

金納付命令を取り消す決定を行った結果，対象となった課徴金納付命令の件数である。 
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２－３表 関係法条別審決件数推移  
 

年度 
法令 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 

独占禁止法 
3条前段 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3条後段 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

7条の2  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

19条 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

20条の6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

51条 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

66条1項 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

独占禁止法 
3条前段 

（旧審判手続） 
2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

3条後段 
（旧審判手続） 4 2 5 25 4 8 2 1 5 1 2 0 0 0 0 0 2 9 2 0 2 6 3 3 3 10 35 31 12 14 2 1 3 

4  条 
（旧審判手続） 

1 1 3 9 4 7 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

5  条 
（旧審判手続） 3 0 1 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

6  条 
（旧審判手続） 

0 0 1 21 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 

7条の2  
（旧審判手続） - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 

8  条 
（旧審判手続） 

- - - - - - 4 1 2 2 4 2 1 1 2 10 25 20 22 15 6 22 24 40 34 11 33 11 10 6 9 2 10 

10  条 
（旧審判手続） 0 0 1 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

11  条 
（旧審判手続） 

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13  条 
（旧審判手続） 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

14  条 
（旧審判手続） 

0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15  条 
（旧審判手続） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16  条 
（旧審判手続） 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17  条 
（旧審判手続） 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19  条 
（旧審判手続） 

0 0 2 20 1 2 3 4 4 2 1 0 1 0 0 2 9 1 3 2 5 3 1 1 0 2 0 1 5 4 6 4 4 

49  条 
（旧審判手続） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

65  条 
（旧審判手続） 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 

66  条 
（旧審判手続） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

事業者団体法 
（旧審判手続） 0 0 9 20 13 8 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

景品表示法 
4  条 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

景品表示法 
3  条 

（旧審判手続） 
- - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 

4  条 
（旧審判手続） 

- - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 

9  条 
（旧審判手続） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10  条 
（旧審判手続） 

- - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

中小企業等協同 
組合法107条 

（旧審判手続） 
- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 0 0 0 0 

(注2) 
審 決 件 数 5 2 14 

(注3) 

59 18 
(注3) 

15 12 
 

5 
 

11 6 7 2 2 1 3 
 

13 36 30 
 

27 17 12 31 32 44 37 34 69 60 34 25 18 8 15 

（注１）本表において「旧審判手続」とあるのは,平成17年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法による審判手続を経
てなされた審決である。 

（注２）本表に掲げる数字が審決件数より多いのは，同一事件に２以上の法条を適用した場合があるからである。 
（注３）昭和25年度審決のうち１件及び昭和27年度審決のうち４件は，審決をもって審判開始決定を取り消したものである。 
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55 56 57 58 59 60 61 62 63 元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 3 0 2 4 3 3 15 6 6 33 5 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 8 0 3 8 4 5 18 8 8 33 5 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 6 5 5 4 1 3 0 5 4 4 12 23 22 8 11 15 15 14 23 17 37 36 21 29 24 54 21 7 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 1 1 2 24 1 7 14 32 14 42 10 37 21 13 0 5 7 0 0 0 0 0 

8 4 7 2 5 3 1 5 0 3 7 6 11 2 14 5 8 3 2 3 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 3 7 4 0 7 0 1 1 3 6 9 4 5 1 4 1 8 7 3 6 3 3 3 8 3 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 13 20 12 9 17 5 6 6 10 17 29 38 33 
 

25 20 30 
 
29 25 33 50 42 48 40 72 42 102 35 58 43 25 12 13 15 33 16 14 66 15 

 
 

 

 

 

附属資料



 

● 317 ● 

附
属
資
料 

元 計 

0 1 

3 83 

4 105 

2 7 

2 5 

1 4 

0 (注4) 

7 

0 17 

0 641 

- 26 

- 4 

0 32 

0 (注5) 

244 

0 434 

0 10 

0 3 

0 4 

0 7 

0 1 

0 1 

0 6 

0 200 

0 
(注6) 

1 

0 9 

0 3 

- 54 

0 4 

0 5 

0 17 

0 (注6) 

2 

0 4 

0 13 

12 1850 

（注４）独占禁止法66条１項に基づく審決は，審判請求を却下する審決である。 
（注５）独占禁止法７条の２（旧審判手続）の審決件数には，課徴金の納付を命じなかった審決が７件含まれており，また，

独占禁止法８条の３により当該条項が準用されている審決が含まれている。 
（注６）独占禁止法49条（旧審判手続）及び景品表示法９条（旧審判手続）に基づく審決は，審判手続開始請求を却下する審

決である。 
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２－４表 告発事件一覧  
 

件  名 告発年月日 起訴年月日 判決年月日 判決内容 事 件 の 概 要 関係法条 備     考 

農 林 連 絡

協 議 会 ほ

か 21 名

（役員） 

24.4.28 25.6.16 

（農林連絡

協議会ほか

2 名 を 起

訴） 

東京高裁 

26.2.27 

罰金 

各1万円 

閉鎖機関に指定され清算中で

あったところ，購買及び販売

の営業に従事する等禁止規定

を免れる行為をした。 

事業者団体

法 

第5条第１

項第13，第

14号，第2

項，第14条

第 1 項 第 1

号，第3項 

協議会委員長，常任

委員は26.3.11上告

したが，前者は死亡

したため，35.3.15

控訴棄却，後者は

36.12.5上告棄却 

大 川 (合) 

ほ か 1 名

（役員） 

24.5.21 25.11.25 東京高裁 

27.5.12 

免訴（講和

条約による

大 赦 の た

め） 

解散及び清算計画書，株式の

処分に関する計画書を期限ま

でに提出しなかった。 

独占禁止法 

第 105条，

第 107条，

第 108条，

第 109条，

第 111条，

第112条 

 

山 一 証 券

㈱ 

24.11.28 26.12.28 

（不起訴） 

  許可を受けないで営業を譲り

受けた。 

独占禁止法 

第16条，第

91条の2第6

項 

 

㈱ 三 愛 土

地ほか1名

（役員） 

45.4.3 45.5.26 東京高裁 

46.1.29 

被告会社に

20万円の罰

金，被告人

に 懲 役 1 年

（執行猶予3

年），罰金10

万円 

審決に違反して不当表示を

行った。 

独占禁止法 

第90条第3

号，第95条

第1項， 

景品表示法 

第 4 条 第 1

号，第2号 

 

出 光 興 産

㈱ ほ か 26

名 （ 法 人

及 び 15 役

員） 

49.2.15 49.5.28 東京高裁 

55.9.26 

 

 

 

 

 

 

 

最高裁 

59.2.24 

被告会社に

150万円から

250万円の罰

金，被告人

に4月から10

月の懲役 

（執行猶予

つき） 

 

太 陽 石 油

㈱，九州石

油㈱及び太

陽石油㈱取

締役に関す

る部分を破

棄無罪，そ

の他の被告

会社及び被

告人につき

上告棄却 

出光興産㈱ほか11名の石油元

売会社は，石油製品の販売価

格を，昭和48年1月，2月，8

月，10月及び11月に引き上げ

ることを共同して決定し実施

した。 

独占禁止法 

第 3 条 後

段，第89条

第 1 項 第 1

号，第95条

第1項 

日本石油㈱及び同社

常務は確定 

昭和石油㈱常務は死

亡したため55.11.19

公訴棄却 

 

 

 

 

丸善石油㈱専務は

57.10.21及び三菱石

油 ㈱ 取 締 役 は

57.5.27それぞれ死

亡につき公訴棄却 
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件  名 告発年月日 起訴年月日 判決年月日 判決内容 事 件 の 概 要 関係法条 備     考 

石 油 連 盟

ほ か 4 名

（4役員） 

49.2.15 49.5.28 

（石油連盟

ほか2名を

起訴，残り

2名を不起

訴） 

東京高裁 

55.9.26 

被告人に違

法の認識が

なかったと

して無罪 

石油連盟は昭和47年度下期及

び昭和48年度上期の会員の原

油処理量を決定し実施した。 

独占禁止法 

第8条第1項

第1号，第

89条第1項

第2号，第

95条第2項 

 

三 井 東 圧

化 学 ㈱ ほ

か22名（8

社 ， 役 員

15名） 

3.11.6

（3.12.19追

加告発） 

3.12.20 東京高裁 

5.5.21 

被告会社に

600万円から

800万円の罰

金，被告人

に懲役6月か

ら1年（執行

猶予2年） 

三井東圧化学㈱ほか7社は，

塩化ビニル製業務用ストレッ

チフィルムの販売価格を平成

2年9月及び同年11月出荷分か

ら引き上げること等を共同し

て決定し実施した。 

独占禁止法 

第 3 条 後

段，第89条

第 1 項 第 1

号，第95条

第1項 

 

ト ッ パ

ン ・ ム ー

ア㈱ほか3

名 

5.2.24 5.3.31 東京高裁 

5.12.14 

被告会社に

400万円の罰

金 

トッパン・ムーア㈱ほか3社

は，社会保険庁が発注する支

払通知書等貼付用シールの受

注予定者及び受注予定価格を

決定し実施していた。 

独占禁止法 

第 3 条 後

段，第89条

第 1 項 第 1

号，第95条

第1項 

 

㈱ 日 立 製

作 所 ほ か

26名（9社

及 び 受 注

業 務 に 従

事 し て い

た 者 17 名

並 び に 発

注 業 務 に

従 事 し て

い た 者 1

名） 

7.3.6 

（7.6.7追加

告発） 

7.6.15 東京高裁 

8.5.31 

被告会社に

4000万円か

ら6000万円

の罰金，被

告会社の受

注業務に従

事していた

者に懲役10

月（執行猶

予2年）日本

下水道事業

団の発注業

務に従事し

ていた者に

懲役8月（執

行猶予2年） 

㈱日立製作所ほか8社は，平

成5年度における日本下水道

事業団発注に係る電気設備工

事の受注予定者を決定すると

ともに，受注予定者が受注で

きるようあらかじめ定められ

た価格で入札することを合意

し実施していた。 

独占禁止法 

第 3 条 後

段，第89条

第 1 項 第 1

号，第95条

第1項， 

刑法第62条

第1項 

 

㈱ 金 門 製

作 所 ほ か

58 名 （ 25

社 及 び 受

注 業 務 に

従 事 し て

い た 者 34

名） 

9.2.4 9.3.31 東京高裁 

9.12.24 

被告会社に

500万円から

900万円の罰

金，被告会

社の受注業

務に従事し

ていた者に

懲役6月から

9月（執行猶

予2年） 

㈱金門製作所ほか24社は，平

成6年度，平成7年度及び平成

8年度の各年度における東京

都発注に係る水道メーターに

ついて，受注予定者を決定す

るとともに，受注予定者が受

注できるようあらかじめ定め

られた価格で入札することを

合意し実施していた。 

独占禁止法 

第 3 条 後

段，第89条

第 1 項 第 1

号，第95条

第1項， 

刑法第60条 

富士水道工業㈱は

10.1.6，㈱東京量水

器工業所及び同社管

理部長兼工場長は

10.1.7それぞれ上告

したが，いずれも

12.9.25上告棄却 
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件  名 告発年月日 起訴年月日 判決年月日 判決内容 事 件 の 概 要 関係法条 備     考 

㈱ ク ボ タ

ほ か 12 名

（3社及び

受 注 業 務

に 従 事 し

て い た 者

10名） 

11.2.4 

（11.3.1追

加告発） 

11.3.1 東京高裁 

12.2.23 

被告会社に

3000万円か

ら1億3000万

円の罰金，

被告会社の

受注業務に

従事してい

た者に懲役6

月から10月

（執行猶予2

年） 

㈱クボタほか2社は，平成8年

度及び平成9年度の各年度に

日本国内において需要のある

ダクタイル鋳鉄管直管の3社

のシェア配分協定に合意し実

施していた。 

独占禁止法 

第 3 条 後

段，第89条

第 1 項 第 1

号，第95条

第1項， 

刑法第60条 

 

コ ス モ 石

油 ㈱ ほ か

19 名 （ 11

社，個人9

名） 

11.10.13 

（11.11.9追

加告発） 

11.11.9 東京高裁 

16.3.24 

被告会社に

300万円から

8000万円の

罰金，被告

人に懲役6月

から1年6月

（執行猶予2

年から3年） 

コスモ石油㈱ほか10社は，防

衛庁調達実施本部が平成10年

度に調達する，ガソリン，軽

油，灯油，重油及び航空ター

ビン燃料の各石油製品の発注

に係る6回の指名競争入札の

うち前4回において，各入札

前に会合を開催し，前年度の

受注実績を勘案して受注予定

者を決定するとともに受注予

定者が受注できるような価格

で入札を行う旨合意した上，

同合意に従って受注予定者を

決定し，もって，被告発会社

が共同して，その事業活動を

相互に拘束し，遂行すること

により，公共の利益に反し

て，前記石油製品の受注に係

る取引分野における競争を実

質的に制限した。 

独占禁止法 

第 3 条 後

段，第89条

第 1 項 第 1

号，第95条

第1項， 

刑法第60条 

3社及び4名について

は ， そ れ ぞ れ

16.3.31， 16.4.2，

16.4.5 に上告した

が，17.11.21上告棄

却決定 

（17.11.26，17.11. 

29，17.12.20確定） 

愛 知 時 計

電 機 ㈱ ほ

か8名（4

社，個人5

名） 

15.7.2 15.7.23 東京高裁 

16.3.26 

（1社，個

人2名） 

16.4.30 

（2社，個

人2名） 

16.5.21 

（1社，個

人1名） 

被告会社に

2000万円か

ら3000万円

の罰金，被

告人に懲役1

年から1年2

月（執行猶

予3年） 

4社及びこれら4社の東京都発

注に係る水道メーターの受注

業務に従事していた者等5名

は，同水道メーターの受注業

務に従事する他の水道メー

ターの製造業者等14社の従業

員らとともに，それぞれの所

属する会社の業務に関し，東

京都が一般競争入札の方法に

より発注する水道メーターの

うち，口径13ミリ，同20ミリ

及び同25ミリのものについ

て，受注予定者を決定すると

ともに，受注予定者が受注で

きるような価格で入札を行う

旨合意した上，同合意に従っ

て受注予定者を決定し，もっ

て，被告発会社が共同して，

その事業活動を相互に拘束

し，遂行することにより，公

共の利益に反して，前記水道

メーターの受注に係る取引分

野における競争を実質的に制

限した。 

独占禁止法 

第 3 条 後

段，第89条

第 1 項 第 1

号，第95条

第1項 

（平成14年

法律第47号

による改正

前） 
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件  名 告発年月日 起訴年月日 判決年月日 判決内容 事 件 の 概 要 関係法条 備     考 

㈱ 横 河 ブ

リ ッ ジ ほ

か 33 名

（ 26 社 ，

個人8名） 

17.5.23 

（17.6.15追

加告発） 

17.6.15 東京高裁 

18.11.10 

（23社，個

人7名及び

日本道路公

団元理事1

名） 

19.9.21 

（3社，個

人2名） 

被告会社に1

億6000万円

から6億4000

万 円 の 罰

金，被告人

に懲役1年か

ら 2 年 6 月

（執行猶予3

年から4年） 

26社は，平成15年度にあって

は他の鋼橋上部工事業者23社

とともに，平成16年度にあっ

ては他の鋼橋上部工事業者21

社とともに，国土交通省関東

地方整備局，東北地方整備局

及び北陸地方整備局が競争入

札により発注する鋼橋上部工

事について，受注予定者を決

定するとともに，受注予定者

が受注できるような価格等で

入札を行う旨合意した上，同

合意に従って受注予定者を決

定し，もって，被告発会社が

共同して，その事業活動を相

互に拘束し，遂行することに

より，公共の利益に反して，

前記鋼橋上部工事の受注に係

る取引分野における競争を実

質的に制限した。 

独占禁止法 

第 3 条 後

段，第89条

第 1 項 第 1

号，第95条

第 1 項 第 1

号， 

刑 法 第 60

条，第62条

第1項 

 

㈱ 横 河 ブ

リ ッ ジ ほ

か12名（6

社，個人4

名 ， 日 本

道 路 公 団

元 理 事 1

名 ， 同 副

総裁1名及

び同理事1

名） 

17.6.29 

（ 17.8.1 ，

17.8.15追加

告発） 

17.8.1 

（6社，受

注業務に従

事していた

者4名及び

日本道路公

団元理事1

名） 

17.8.15 

（日本道路

公団副総裁

1名） 

17.8.19 

（日本道路

公団理事1

名） 

東京高裁 

19.12.7 

（日本道路

公団理事１

名） 

20.7.4 

（日本道路

公団副総裁

1名） 

日本道路公

団理事（当

時）に懲役2

年（執行猶

予3年），日

本道路公団

副総裁（当

時）に懲役2

年6月（執行

猶予4年） 

※併合罪 

6社は，平成15年度にあって

は他の鋼橋上部工事業者43社

とともに，平成16年度にあっ

ては他の鋼橋上部工事業者41

社とともに，日本道路公団が

競争入札により発注する鋼橋

上部工事について，受注予定

者を決定するとともに，受注

予定者が受注できるような価

格等で入札を行う旨合意した

上，同合意に従って受注予定

者を決定し，もって，被告発

会社が共同して，その事業活

動を相互に拘束し，遂行する

ことにより，公共の利益に反

して，前記鋼橋上部工事の受

注に係る取引分野における競

争を実質的に制限した。 

独占禁止法 

第 3 条 後

段，第89条

第 1 項 第 1

号，第95条

第 1 項 第 1

号， 

刑 法 第 60

条，第65条

第1項 

日本道路公団理事

（当時）1名及び日

本道路公団副総裁

（当時）1名は，独

占禁止法違反の事実

とは別に背任罪の事

実も認定されてい

る。 

日本道路公団理事

（当時）について

は，19.12.17に上告

したが，22.7.20上

告棄却決定。 

日本道路公団副総裁

（当時）について

は，20.7.4に上告し

たが，22.9.22上告

棄却決定。 
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件  名 告発年月日 起訴年月日 判決年月日 判決内容 事 件 の 概 要 関係法条 備     考 

㈱ ク ボ タ

ほ か 21 名

（ 11 社 ，

個 人 11

名） 

18.5.23 

（18.6.12追

加告発） 

18.6.12 大阪地裁 

19.3.12 

（1社，個

人1名） 

19.3.15 

（1社，個

人1名） 

19.3.19 

（1社，個

人1名） 

19.3.22 

（2社，個

人2名） 

19.3.29 

（3社，個

人3名） 

19.4.23 

（2社，個

人2名） 

19.5.17 

（1社，個

人1名） 

被告会社に

7000万円か

ら2億2000万

円の罰金，

被告人に罰

金140万円か

ら170万円又

は懲役1年4

月から2年6

月（執行猶

予3年から4

年） 

11社は，市町村等が競争入札

により発注するし尿処理施設

の新設及び更新工事につい

て，受注予定者を決定すると

ともに，受注予定者が受注で

きるような価格等で入札を行

う旨合意した上，同合意に

従って受注予定者を決定し，

もって，被告発会社が共同し

て，その事業活動を相互に拘

束し，遂行することにより，

公共の利益に反して，し尿処

理施設の新設及び更新工事の

受注に係る取引分野における

競争を実質的に制限した。 

独占禁止法 

第 3 条 後

段，第89条

第 1 項 第 1

号，第95条

第 1 項 第 1

号， 

刑法第60条 

被告会社の受注業務

に従事していた者の

うち 1名について

は，独占禁止法違反

の事実とは別に贈賄

罪の事実も認定され

ている。 

㈱ 大 林 組

ほ か 9 名

（5社，個

人5名） 

19.2.28 

（19.3.20追

加告発） 

19.3.20 名古屋地裁 

19.10.15 

被告会社に1

億円から2億

円の罰金，

被告人に懲

役1年6月か

ら3年（執行

猶予3年から

5年） 

5社は，名古屋市交通局が一

般競争入札の方法により特別

共同企業体に発注する地下鉄

第6号線野並・徳重間延伸事

業に係る土木工事について，

受注予定の特別共同企業体を

決定するとともに，受注予定

特別共同企業体が受注できる

ような価格で入札を行う旨を

合意した上，同合意に従って

受注予定特別共同企業体を決

定し，もって，被告発会社等

が共同して，その事業活動を

相互に拘束し，遂行すること

により，公共の利益に反し

て，前記土木工事の受注に係

る取引分野における競争を実

質的に制限した。 

独占禁止法 

第 3 条 後

段，第89条

第 1 項 第 1

号，第95条

第 1 項 第 1

号， 

刑法第60条 

被告会社の受注業務

に従事していた者の

うち 1名について

は，独占禁止法違反

の事実とは別に談合

罪の事実も認定され

ている。 
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(財)林業土

木 コ ン サ

ル タ ン ツ

ほ か 10 名

（4法人，

個人5名，

独 立 行 政

法 人 緑 資

源 機 構 元

理事1名及

び 同 機 構

元 課 長 1

名） 

19.5.24 

（19.6.13追

加告発） 

19.6.13 東京地裁 

19.11.1 

被告会社に

4000万円か

ら9000万円

の罰金，被

告人に懲役6

月 か ら 8 月

（執行猶予2

年 か ら 3

年），独立行

政法人緑資

源機構の元

役 職 員 で

あった者に

懲役1年6月

から2年（執

行猶予3年か

ら4年） 

4法人は，地質調査・調査測

量設計業務を営む他の事業者

とともに，独立行政法人緑資

源機構が平成17年度及び平成

18年度において指名競争入札

等の方法により発注する緑資

源幹線林道事業に係る地質調

査・調査測量設計業務につい

て，独立行政法人緑資源機構

の意向に従って受注予定業者

を決定するとともに受注予定

業者が受注できるような価格

で入札を行う旨を合意した

上，同合意に従って受注予定

者を決定し，もって，被告発

会社が共同して，その事業活

動を相互に拘束し，遂行する

ことにより，公共の利益に反

して，前記地質調査・調査測

量設計業務の受注に係る取引

分野における競争を実質的に

制限した。 

独占禁止法 

第 3 条 後

段，第89条

第 1 項 第 1

号，第95条

第 1 項 第 1

号， 

刑 法 第 60

条，第65条

第1項 

 

日 鉄 住 金

鋼 板 ㈱ ほ

か8名（3

社，個人6

名） 

20.11.11 

（20.12.8追

加告発） 

20.12.8 東京地裁 

21.9.15 

被告会社に1

億6000万円

から1億8000

万 円 の 罰

金，被告人

に懲役10月

から1年（執

行猶予3年） 

3社は，不特定多数の需要者

向け溶融55パーセントアルミ

ニウム亜鉛合金めっき鋼板及

び鋼帯の平成18年7月1日以降

出荷分の販売価格を引き上げ

る旨を合意し，もって，被告

発会社が共同して，その事業

活動を相互に拘束し，遂行す

ることにより，公共の利益に

反して，前記めっき鋼板及び

鋼帯の販売に係る取引分野に

おける競争を実質的に制限し

た。 

独占禁止法 

第 3 条 後

段，第89条

第 1 項 第 1

号，第95条

第 1 項 第 1

号， 

刑法第60条 

 

附
属
資
料



 

● 324 ● 

附属資料 

件  名 告発年月日 起訴年月日 判決年月日 判決内容 事 件 の 概 要 関係法条 備     考 

日 本 精 工

㈱ほか9名 

（3社，個

人7名） 

24.6.14 24.6.14 東京地裁 

24.12.28 

（1社，個

人2名） 

25.2.25 

（1社，個

人3名） 

27.2.4 

（1社，個

人2名） 

 

被告会社に1

億8000万円

から4億円の

罰金，被告

人に懲役1年

から1年6月

（執行猶予3

年） 

3社等は，産業機械用軸受に

ついて，平成22年7月1日以降

に納入する産業機械用軸受の

販売価格を，同年6月時点に

おける被告発会社等の販売価

格から，一般軸受につき8

パーセントを，大型軸受につ

き10パーセントをそれぞれ引

き上げることを販売先等に申

し入れるなどして，軸受の原

材料である鋼材の仕入価格の

値上がり分を産業機械用軸受

の販売価格に転嫁することを

目途に引き上げること，並び

に，具体的な販売価格引上げ

交渉に当たっては，販売地区

及び主要な販売先ごとに３社

等の従業員らが連絡，協議し

ながら行うことを各合意し，

もって，被告発会社等が共同

して，その事業活動を相互に

拘束することにより，公共の

利益に反して，産業機械用軸

受の販売に係る取引分野にお

ける競争を実質的に制限し

た。 

また，2社等は，自動車用軸

受について，平成22年7月1日

以降に納入する自動車用軸受

の販売価格を，同年6月時点

における被告発会社等の販売

価格から，軸受の原材料であ

る鋼材の投入重量1キログラ

ム当たり20円を目途に引き上

げることを合意し，もって，

被告発会社等が共同して，そ

の事業活動を相互に拘束する

ことにより，公共の利益に反

して，自動車用軸受の販売に

係る取引分野における競争を

実質的に制限した。 

独占禁止法

第 3 条 後

段，第89条

第 1 項 第 1

号，第95条

第 1 項 第 1

号， 

刑法第60条 

1社及び2名について

は，27.2.4に控訴し

たが，28.3.22控訴

棄却判決。同日，上

告したが，29.12.5

上告棄却決定。 

（29.12.12確定） 
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件  名 告発年月日 起訴年月日 判決年月日 判決内容 事 件 の 概 要 関係法条 備     考 

高 砂 熱 学

工 業 ㈱ ほ

か15名 

（8社，個

人8名） 

26.3.4 26.3.4 東京地裁 

26.9.30 

（1社，個

人1名） 

26.10.2 

（2社，個

人2名） 

26.10.3 

（1社，個

人1名） 

26.10.6 

（1社，個

人1名） 

26.11.12 

（1社，個

人1名） 

26.11.13 

（1社，個

人1名） 

26.11.14 

（1社，個

人1名） 

被告会社に1

億2000万円

から1億6000

万 円 の 罰

金，被告人

に懲役1年2

月から1年6

月（執行猶

予3年） 

8社等は，平成23年10月以降

に，独立行政法人鉄道建設・

運輸施設整備支援機構が条件

付一般競争入札の方法により

発注する北陸新幹線融雪・消

雪基地機械設備工事につい

て，受注予定事業者を決定す

るとともに当該受注予定事業

者が受注できるような価格で

入札を行うことなどを合意し

た上，同合意に従って，前記

工事についてそれぞれ受注予

定事業者を決定するなどし，

もって，8社等が共同して，

前記工事の受注に関し，相互

にその事業活動を拘束し，遂

行することにより，公共の利

益に反して，前記工事の受注

に係る取引分野における競争

を実質的に制限した。 

独占禁止法

第 3 条 後

段，第89条

第 1 項 第 1

号，第95条

第 1 項 第 1

号， 

刑法第60条 

 

㈱ Ｎ Ｉ Ｐ

Ｐ Ｏ ほ か

20名 

（ 10 社 ，

個 人 11

名） 

28.2.29 28.2.29 東京地裁 

28.9.7 

（3社，個

人3名） 

28.9.15 

（1社，個

人1名） 

28.10.6 

（2社，個

人3名） 

28.10.11 

（1社） 

28.10.25 

（ 個 人 1

名） 

28.10.27 

（2社，個

人2名） 

28.11.1 

（1社，個

人1名） 

被告会社に1

億2000万円

から1億8000

万 円 の 罰

金，被告人

に懲役1年2

月から1年6

月（執行猶

予3年） 

10社等は，平成23年7月以降

に，東日本高速道路㈱東北支

社が条件付一般競争入札の方

法により発注する東日本大震

災に係る舗装災害復旧工事に

ついて，受注予定事業者を決

定すること及び当該受注予定

事業者が受注できるような価

格で入札を行うことなどを合

意した上，同合意に従って，

前記工事についてそれぞれ受

注予定事業者を決定するなど

し，もって，10社等が共同し

て，前記工事の受注に関し，

相互にその事業活動を拘束

し，遂行することにより，公

共の利益に反して，前記工事

の受注に係る取引分野におけ

る競争を実質的に制限した。 

独占禁止法

第 3 条 後

段，第89条

第 1 項 第 1

号，第95条

第 1 項 第 1

号， 

刑法第60条 
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件  名 告発年月日 起訴年月日 判決年月日 判決内容 事 件 の 概 要 関係法条 備     考 

大 成 建 設

㈱ほか5名

（4社，個

人2名） 

30.3.23 30.3.23 東京地裁 

30.10.22

（2社） 

被告会社に1

億8000万円

から2億円の

罰金 

4社は，平成26年4月下旬頃か

ら平成27年8月下旬頃までの

間，東海旅客鉄道㈱が4社を

指名して競争見積の方法によ

り順次発注する品川駅・名古

屋駅間の中央新幹線に係る地

下開削工法によるターミナル

駅新設工事について，受注予

定事業者を決定すること及び

当該受注予定事業者が受注で

きるような価格で見積りを行

うことなどを合意した上，同

合意に従って，前記工事につ

いてそれぞれ受注予定事業者

を決定するなどし，もって4

社が共同して，前記工事の受

注に関し，相互にその事業活

動を拘束し，遂行することに

より，公共の利益に反して，

前記工事の受注に係る取引分

野における競争を実質的に制

限した。 

独占禁止法

第 3 条 後

段，第89条

第 1 項 第 1

号，第95条

第 1 項 第 1

号， 

刑法第60条 
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 ２－５表 緊急停止命令一覧  
 

件名 
当 委 員 会 

申立年月日 

 

決定年月日

（ 注 ） 

 

決定内容

（ 注 ） 

事件の内容 関係法条 

処 理 結 果 

備 考 
 

決定年月日

（ 注 ） 

決定内容 

㈱朝日新聞

社ほか 153

名に対する

件 

30.3.16 

 

30.7.27 

（停止命令

の取消し） 

30.4.6 申立一部

容認一部

却下 

㈱朝日新聞社，㈱

読売新聞社，㈱毎

日新聞社による千

葉新聞の供給を受

けないことを条件

とする販売店との

取引及び販売店に

よる千葉新聞不買

の申合せ 

独占禁止法

第19条（旧

一 般 指 定

1，7） 

30.7.29 当事者の和解

により違反事

実の消滅（停

止命令の取消

し） 

 

伊藤勲に対

する件 

30.7.4 

30.12.10 

（停止命令

の取消し） 

30.7.29 申立容認 毎日新聞販売店

（伊藤勲）による

毎日新聞購読者に

対する物品の供与 

独占禁止法

第19条（旧

一 般 指 定

6） 

30.12.23 営業廃止によ

り違反事実の

消滅（停止命

令の取消し） 

停止命令違反に

対する過料（1

万円）決定 

（30.10.12） 

㈱大阪読売

新聞社に対

する件 

30.10.5 30.11.5 申立容認 ㈱大阪読売新聞社

による読売新聞購

読者に対する物品

の供与 

独占禁止法

第19条（旧

一 般 指 定

6） 

  同意審決 

（30.12.8） 

㈱北国新聞

社に対する

件 

31.12.21 32.3.18 申立容認 ㈱北国新聞社の販

売する富山新聞の

差別対価 

独占禁止法

第19条（新

聞業特殊指

定3） 

33.7.11 違反事実の自

発的排除（停

止命令の取消

し） 

被申立人による

停止命令の執行

免除の申立て 

（ 32.3.29申立

棄却） 

八幡製鉄㈱

ほか1名に

対する件 

44.5.7 

 

取下げ 

44.5.30 

  八幡製鉄㈱及び富

士製鉄㈱の合併 

独占禁止法

第15条第1

項 

  被申立人が，合

併期日を延期し

たので取下げ 

㈱中部読売

新聞社に対

する件 

50.3.25 50.4.30 申立容認 中部読売新聞の不

当廉売 

独占禁止法

第19条（旧

一 般 指 定

5） 

  同意審決 

（52.11.24） 

被申立人は，特

別抗告したが，

最高裁はこれを

却下 

（50.7.17） 

㈱ 有 線 ブ

ロードネッ

トワークス

ほか１社に

対する件 

16.6.30 

 

取下げ 

16.9.14 

  有線音楽放送事業

における私的独占

又は差別対価若し

くは取引条件等の

差別取扱い 

独占禁止法

第 3 条 前

段，第19条

（一般指定

3，4） 

  被申立人が，申

立てに係る行為

を取りやめたの

で取下げ 

楽天㈱に対

する件 

2.2.28 

 

取下げ 

2.3.10 

  楽天㈱による出店

事業者に対する優

越的地位の濫用 

独占禁止法

第19条（第

2条第9項第

5号ハ） 

  被申立人が，申

立てに係る行為

を変更したので

取下げ 

（注）平成25年独占禁止法改正法の施行日（平成27年４月１日）前は，緊急停止命令等の非訟事件は東京高等裁判所の専属管

轄とされていたが，同改正法の施行後は，東京地方裁判所の専属管轄とされている。 
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 ２－６表 注意の対象となった行為の業種・行為類型別分類  
 

 

業種 件数 行為類型 

総合工事業  1 優越的地位濫用 

食料品製造業  2 優越的地位濫用，その他の不公正取引 

飲料・たばこ・飼料製造業   2 不当廉売 

繊維工業 1 再販売価格の拘束 

木材・木製品製造業（家具を除く） 1 優越的地位濫用 

石油製品・石炭製品製造業 1 価格カルテル 

窯業・土石製品製造業  1 優越的地位濫用 

金属製品製造業 1 価格カルテル 

その他の製造業 1 再販売価格の拘束 

情報サービス業  1 私的独占 

道路旅客運送業 3 価格カルテル，その他のカルテル，取引妨害 

各種商品卸売業  1 優越的地位濫用 

飲食料品卸売業  2 不当廉売 

建築材料，鉱物・金属材料等卸売業 1 優越的地位濫用 

その他の卸売業 4 再販売価格の拘束，取引妨害，優越的地位濫用 

各種商品小売業  1 優越的地位濫用 

織物・衣服・身の回り品小売業 1 再販売価格の拘束 

飲食料品小売業 2 優越的地位濫用 

機械器具小売業 1 価格カルテル 

その他の小売業 11 
価格カルテル，優越的地位濫用，その他の不公正

取引 

物品賃貸業 2 優越的地位濫用 

専門サービス業（他に分類されない

もの） 
2 優越的地位濫用，その他 

宿泊業  8 優越的地位濫用 

飲食店  2 価格カルテル，優越的地位濫用 

その他の生活関連サービス業 2 価格カルテル，取引妨害 

娯楽業 1 取引妨害 

協同組合（他に分類されないもの） 1 その他の拘束・排他条件付取引 

（注）業種は，「日本標準産業分類」を参考にしている。 
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３ 独占禁止法適用除外関係 
 

 ３－１表 独占禁止法適用除外根拠法令一覧  

⑴ 独占禁止法に基づくもの（３制度） 

（令和２年３月末現在）

法律名 
適用除外制度の内容 

（根拠条項） 

適用除外制度の 

制定年次 

私的独占の禁止及び公正取

引の確保に関する法律（昭

和22年法律第54号） 

知的財産権の行使行為（第21条） 昭和22年 

一定の組合の行為（第22条） 昭和22年 

再販売価格維持契約（第23条） 昭和28年 

独占禁止法第22条各号要件に係るみなし規定のあるもの 

 たばこ耕作組合法（昭和33年法律第135号） 

 信用金庫法（昭和26年法律第238号） 

 農業協同組合法（昭和22年法律第132号） 

 水産業協同組合法（昭和23年法律第242号） 

 森林組合法（昭和53年法律第36号） 

 中小企業等協同組合法（昭和24年法律第181号） 

 商店街振興組合法（昭和37年法律第141号） 

 労働金庫法（昭和28年法律第227号） 

 

⑵ 個別法に基づく適用除外（16法律・21制度） 

（令和２年３月末現在） 

所管官庁 
法律名 

（法律番号） 
適用除外の対象 

適用除外制度 

の制定年次 

公正取引委員会 

消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保

のための消費税の転嫁を阻害する行

為の是正等に関する特別措置法 

（平成25年法律第41号） 

転嫁カルテル 平成25年 

表示カルテル 平成25年 

金融庁 

保険業法 

（平成7年法律第105号） 
保険カルテル 昭和26年 

損害保険料率算出団体に関する法律 

（昭和23年法律第193号） 

基準料率の算出（自賠責・

地震） 
平成10年 

法務省 
会社更生法 

（平成14年法律第154号） 
更生会社の株式取得 昭和27年 

財務省 
酒税の保全及び酒類業組合等に関す

る法律（昭和28年法律第7号） 
合理化カルテル 昭和34年 

文部科学省 
著作権法 

（昭和45年法律第48号） 

商業用レコードの二次使用

料等に関する取決め 
昭和45年 
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所管官庁 
法律名 

（法律番号） 
適用除外の対象 

適用除外制度 

の制定年次 

厚生労働省 

生活衛生関係営業の運営の適正化及

び振興に関する法律 

（昭和32年法律第164号） 

過度競争防止カルテル 昭和32年 

農林水産省 
農業協同組合法 

（昭和22年法律第132号） 

農業協同組合中央会が行う

一定の事業 
平成11年 

農事組合法人が行う一定の

事業 
平成11年 

経済産業省 

輸出入取引法 

（昭和27年法律第299号） 
輸出カルテル 昭和27年 

中小企業団体の組織に関する法律 

（昭和32年法律第185号） 
共同経済事業 昭和32年 

中小企業等協同組合法 

（昭和24年法律第181号） 

中小企業団体中央会が行う

一定の事業 
平成11年 

国土交通省 

海上運送法 

（昭和24年法律第187号） 

海運カルテル（内航） 昭和24年 

海運カルテル（外航） 昭和24年 

道路運送法 

（昭和26年法律第183号） 
運輸カルテル 昭和26年 

航空法 

（昭和27年法律第231号） 

航空カルテル（国内） 昭和27年 

航空カルテル（国際） 昭和27年 

内航海運組合法 

（昭和32年法律第162号） 

内航海運カルテル 昭和32年 

共同海運事業 昭和32年 

特定地域及び準特定地域における一

般乗用旅客自動車運送事業の適正化

及び活性化に関する特別措置法 

（平成21年法律第64号） 

供給輸送力削減カルテル 平成25年 

 

 ３－２表 年次別・適用除外法令別カルテル件数（注１）の推移  

（各年３月末現在） 

 根 拠 法 令 適用業種等 平成29年 平成30年 平成31年 令和２年 

１ 
保険業法 

平成8年4月1日施行 

特定事業に係る

共同行為 
4 4 4 4 

その他の事業に

係る共同行為 
5 5 5 5 
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 根 拠 法 令 適用業種等 平成29年 平成30年 平成31年 令和２年 

２ 

損害保険料率算出団体

に関する法律 

昭和23年7月29日施行 

地震保険に係る

基準料率及び自

動車損害賠償責

任保険に係る基

準料率の算出 

2 2 2 2 

３ 

酒税の保全及び酒類業

組合等に関する法律 

昭和28年3月1日施行 

酒類製造業 0 0 0 0 

酒類販売業 0 0 0 0 

（小 計） 0 0 0 0 

４ 
著作権法 

昭和45年5月6日施行 

商業用レコード

の二次使用料等

に関する取決め 

（注2） 

12 10 10 10 

５ 

生活衛生関係営業の運

営の適正化及び振興に

関する法律 

昭和32年9月2日施行 

特定生活衛生関

係サービス業，

販売業 

0 0 0 0 

６ 
輸出入取引法 

昭和27年9月1日施行 

輸出業者の輸出

取引 
0 0 0 0 

７ 
道路運送法 

昭和26年7月1日施行 

道路運送業 

（注3） 
3（1） 3（1） 3（1） 3（1） 

８ 
航空法 

昭和27年7月15日施行 

航空運送事業 

（国内） 
0 0 0 0 

航空運送事業 

（国際）（注4） 
〔12〕 〔4〕 〔2〕 〔1〕 

９ 
海上運送法 

昭和24年8月25日施行 

海運カルテル 

（内航） 
5 5 5 5 

海運カルテル 

（外航）（注4） 
〔457〕 〔381〕 〔223〕 〔109〕 

10 
内航海運組合法 

昭和32年10月1日施行 
内航海運業 1 1 1 1 
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 根 拠 法 令 適用業種等 平成29年 平成30年 平成31年 令和２年 

11 

特定地域及び準特定地

域における一般乗用旅

客自動車運送事業の適

正化及び活性化に関す

る特別措置法 

平成26年1月27日施行 

一般乗用旅客自

動車運送事業 

 

4 20 25 21 

合      計  36（34） 50（48） 55（53） 51（49） 

（注１）件数は，公正取引委員会の同意を得，又は当委員会に協議若しくは通知を行って主務大臣が認可等を行ったカルテル

の件数である。 

（注２）著作権法に基づく商業用レコードの二次使用料等に関する取決めの数は，当該取決めの届出を受けた文化庁長官によ

る公正取引委員会に対する通知の件数である。 

（注３）道路運送法に基づくカルテルについては路線ごとにカルテルが実施されているが，実施主体が同じカルテルを１件と

して算定した場合の数を（ ）で示した。 

（注４）航空法に基づく航空運送事業カルテル（国際）及び海上運送法に基づく海運カルテル（外航）に関する〔 〕内の数

は，各年３月末日に終了する年度において締結，変更又は廃止の通知を受けた件数であり，外数である。 

 

 ３－３表 保険業法に基づくカルテル  

⑴ 保険業法第101条第１項第１号に基づく共同行為 

（令和２年３月末現在）

対象種目 主 体 制 限 事 項 最初の発効日 有効期限 

航空保険 日本航空保

険プール 

再保険における料率及び条件の決定

（注），再保険の出再割合の決定，再

保険手数料率の決定，配分再保険の配

分割合及び再保険手数料率の決定，

再々保険の禁止，海外再々保険の相手

方，出再割合，料率その他条件及び再

保険手数料率の決定，損害査定 

平成9年6月20日 期限の定めなし 

原子力保険 日本原子力

保険プール 

保険約款の内容の決定，保険料率及び

その他の条件の決定，元受保険及び受

再保険の引受割合の決定，元受保険の

共同処理（募集を含む。），再保険の共

同処理，損害査定の審査及び決定 

平成9年6月20日 期限の定めなし 

自賠責保険 損害保険会

社 

契約の引受け及び契約規定の作成方

法，募集方法，事業方法書，普通保険

約款，保険料及び責任準備金算出方法

書の内容の決定，再保険取引に関する

相手方又は数量の決定，損害査定方法

の決定 

平成9年4月30日 期限の定めなし 
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対象種目 主 体 制 限 事 項 最初の発効日 有効期限 

地震保険 損害保険会

社 

契約引受方法の決定，事業方法書，普

通保険約款，保険料及び責任準備金算

出方法書の内容の決定，損害査定方法

の決定，再保険取引に関する事項の決

定，地震保険の普及拡大に関する事項

の決定 

平成9年6月20日 期限の定めなし 

（注）日本航空保険プールの共同行為では，保険料率の決定は明示的に行われていないが，①出再割合を100％としている

こと，②再保険について，会員は全て元受会社の契約内容に従って責任を負担することとなっているため，保険料率＝再

保険料率となり，各社保険料率が同一となっている。 

 

⑵ 保険業法第101条第１項第２号に基づく共同行為 

（令和２年３月末現在）

対象種目 主 体 制 限 事 項 最初の発効日 有効期限 

船舶保険 日本船舶保

険 再 保 険

プール 

再保険約款の決定，再保険に関す

る損害査定方法の決定，再保険の

取引に関する相手方又は数量の決

定，再保険料率及び手数料の決定 

平成10年4月1日 期限の定めなし 

外航貨物保険 外航貨物再

保険プール 

再保険約款及び再保険料率の決

定，再保険の出再割合の決定，再

保険手数料の決定，配分再保険の

配分割合及び再保険手数料率の決

定，再々保険の禁止，再保険に係

る損害査定 

平成10年4月1日 期限の定めなし 

自 動 車 保 険

（対人賠償保

険部分） 

自動車対人

賠 償 保 険

プール 

再保険約款の決定，再保険に関す

る損害査定方法の決定，再保険の

取引に関する相手方又は数量の決

定，再保険料率及び手数料の決定 

平成10年4月1日 期限の定めなし 

自 動 車 保 険

（対人賠償，

自損事故及び

無保険者傷害

保険部分） 

自動車対人

賠償保険超

過損害額再

保険プール 

再保険約款の決定，再保険に関す

る損害査定方法の決定，再保険の

取引に関する相手方又は数量の決

定，再保険料率及び手数料の決定 

平成10年4月1日 期限の定めなし 

住宅瑕疵担保

責任保険 

住宅瑕疵担

保責任超過

損害額再保

険プール 

再保険約款の決定，再保険に関す

る損害査定方法の決定，再保険の

取引に関する相手方又は数量の決

定，再保険料率の決定 

平成21年4月1日 令和2年3月31日 
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 ３－４表 損害保険料率算出団体に関する法律に基づくカルテル  

（令和２年３月末現在）

対 象 主  体 内  容 最初の発効日 有効期限 

自動車損害賠

償責任保険 

損害保険料

率算出団体 

自動車損害賠償責任保険に係る基

準料率を算出し，会員の利用に供

すること 

平成10年7月1日 期限の定めなし 

地震保険 損害保険料

率算出団体 

地震保険に係る基準料率を算出

し，会員の利用に供すること 

平成10年7月1日 期限の定めなし 

 

 ３－５表 著作権法に基づく商業用レコードの二次使用料等に関する取決め  

（令和２年３月末現在）

対 象 主  体 内  容 最初の発効日 有効期限 

商業用レコー

ドの二次使用

料等 

文化庁長官

が指定する

団体（指定

団体） 

商業用レコードの二次使用料等の

額に関する指定団体と放送事業者

等又はその団体間における協議 

協議によって定

められた期日 

協議によって定

められた期日 

 

３－６表 道路運送法に基づくカルテル  

（令和２年３月末現在）

主 体 路 線 内   容 最初の発効日 有効期限 

一般乗合旅客自

動車運送事業者 

北 部 支 線

（沖縄） 

生活路線維持のための共同

経営 

平成14年10月8日 令和3年9月30日 

一般乗合旅客自

動車運送事業者 

読谷線・糸満

線（沖縄） 

適切な運行時刻設定のため

の共同経営 

平成14年10月8日 令和3年9月30日 

一般乗合旅客自

動車運送事業者 

名護西線・

名護西空港

線（沖縄） 

適切な運行時刻設定のため

の共同経営 

平成14年10月8日 令和3年9月30日 
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 ３－７表 海上運送法に基づくカルテル（内航）  

（令和２年３月末現在）

主  体 航  路 内  容 最初の発効日 有効期限 

一般旅客定期

航路事業者 

松山／宇品 適切な運航時刻の設定のための

共同経営（旅客） 

平成12年7月19日 令和3年7月1日 

一般旅客定期

航路事業者 

岡山／土庄 適切な運航時刻の設定のための

共同経営（旅客） 

平成12年7月21日 令和4年2月28日 

一般旅客定期

航路事業者 

竹 原 ／ 垂

水・白水 

適切な運航時刻の設定のための

共同経営（旅客） 

平成12年8月10日 令和3年7月26日 

貨物定期航路

事業者 

大阪・神戸

／那覇 

適切な運航日程の設定のための

共同経営（貨物） 

平成12年7月8日 令和3年6月26日 

貨物定期航路

事業者 

鹿児島／那

覇 

適切な運航日程の設定のための

共同経営（貨物） 

平成12年7月23日 令和3年7月18日 

 

３－８表 内航海運組合法に基づくカルテル  

（令和２年３月末現在）

対 象 主  体 内  容 最初の発効日 有効期限 

船 舶 日本内航海

運組合総連

合会 

船腹の過剰に対処するための，保

有船舶を解撤等する者に対する交

付金の交付及び船舶の新規建造者

からの納付金の徴収 

平成10年5月15日 期限の定めなし 

 

 ３－９表 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関す

る特別措置法に基づくカルテル  

（令和２年３月末現在）

主 体 交 通 圏 内   容 最初の発効日 有効期限（注1） 

特定地域協議

会，一般乗用

旅客自動車運

送事業者 

長野交通圏 

（特定地域指定

日：平成27年8月

1日） 

供給輸送力の削減等 平成28年12月2日 令和3年 7月 31日

（注2） 

特定地域協議

会，一般乗用

旅客自動車運

送事業者 

仙台市 

（特定地域指定

日：平成27年6月

1日） 

供給輸送力の削減等 平成29年3月2日 令和3年 5月 31日

（注2） 

特定地域協議

会，一般乗用

旅客自動車運

送事業者 

長崎交通圏 

（特定地域指定

日：平成27年8月

1日） 

供給輸送力の削減等 平成29年3月29日 令和3年 7月 31日

（注2） 
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特定地域協議

会，一般乗用

旅客自動車運

送事業者 

福岡交通圏 

（特定地域指定

日：平成27年11

月1日） 

供給輸送力の削減等 平成29年3月29日 令和3年10月31日

（注2） 

特定地域協議

会，一般乗用

旅客自動車運

送事業者 

札幌交通圏 

（特定地域指定

日：平成27年11

月1日） 

供給輸送力の削減等 平成29年5月18日 令和3年10月31日

（注2） 

特定地域協議

会，一般乗用

旅客自動車運

送事業者 

北九州交通圏 

（特定地域指定

日：平成27年8月

1日） 

供給輸送力の削減等 平成29年5月25日 令和3年 7月 31日

（注2） 

特定地域協議

会，一般乗用

旅客自動車運

送事業者 

南多摩交通圏 

（特定地域指定

日：平成28年7月

1日） 

供給輸送力の削減等 平成29年6月23日 令和2年 3月 31日

（注2） 

特定地域協議

会，一般乗用

旅客自動車運

送事業者 

大分市 

（特定地域指定

日：平成27年7月

1日） 

供給輸送力の削減等 平成29年6月30日 令和3年 6月 30日

（注2） 

特定地域協議

会，一般乗用

旅客自動車運

送事業者 

広島交通圏 

（特定地域指定

日：平成27年7月

1日） 

供給輸送力の削減等 平成29年7月26日 令和3年 6月 30日

（注2） 

特定地域協議

会，一般乗用

旅客自動車運

送事業者 

大阪市域交通圏 

（特定地域指定

日：平成27年11

月1日） 

供給輸送力の削減等 平成29年9月29日 令和3年10月31日

（注2） 

特定地域協議

会，一般乗用

旅客自動車運

送事業者 

埼玉県県南中央

交通圏 

（特定地域指定

日：平成28年7月

1日） 

供給輸送力の削減等 平成29年10月20日 令和2年 3月 31日

（注2） 

特定地域協議

会，一般乗用

旅客自動車運

送事業者 

神戸市域交通圏 

（特定地域指定

日：平成27年9月

1日） 

供給輸送力の削減等 平成29年11月27日 令和3年 8月 31日

（注2） 

附属資料



 

● 337 ● 

附
属
資
料 

特定地域協議

会，一般乗用

旅客自動車運

送事業者 

宇都宮交通圏 

（特定地域指定

日：平成28年7月

1日） 

供給輸送力の削減等 平成29年12月1日 令和2年 3月 31日

（注2） 

特定地域協議

会，一般乗用

旅客自動車運

送事業者 

鹿児島市 

（特定地域指定

日：平成27年8月

1日） 

供給輸送力の削減等 平成30年2月16日 令和3年 7月 31日

（注2） 

特定地域協議

会，一般乗用

旅客自動車運

送事業者 

千葉交通圏 

（特定地域指定

日：平成28年7月

1日） 

供給輸送力の削減等 平成30年2月16日 令和4年 6月 30日

（注2） 

特定地域協議

会，一般乗用

旅客自動車運

送事業者 

新潟交通圏 

（特定地域指定

日：平成27年8月

1日） 

供給輸送力の削減等 平成30年3月26日 令和3年7月31日 

（注2） 

特定地域協議

会，一般乗用

旅客自動車運

送事業者 

京葉交通圏 

（特定地域指定

日：平成28年7月

1日） 

供給輸送力の削減等 平成30年3月27日 令和2年 3月 31日

（注2） 

特定地域協議

会，一般乗用

旅客自動車運

送事業者 

久留米市 

（特定地域指定

日：平成28年7月

1日） 

供給輸送力の削減等 平成30年7月20日 令和2年 3月 31日

（注2） 

特定地域協議

会，一般乗用

旅客自動車運

送事業者 

東葛交通圏 

（特定地域指定

日：平成28年7月

1日） 

供給輸送力の削減等 平成30年9月4日 令和4年 6月 30日

（注2） 

特定地域協議

会，一般乗用

旅客自動車運

送事業者 

富山交通圏 

（特定地域指定

日：平成28年7月

1日） 

供給輸送力の削減等 平成31年1月23日 令和2年 3月 31日

（注2） 

特定地域協議

会，一般乗用

旅客自動車運

送事業者 

河北交通圏 

（特定地域指定

日：平成30年9月

1日） 

供給輸送力の削減等 令和2年3月25日 令和3年8月31日 

（注１）特定地域の指定期間の終了日。ただし，指定期間は，原則として１回に限り延長することができる。 

（注２）指定期間が延長されたもの。 
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 ３－10表 業種別事業協同組合及び信用協同組合の届出件数  

（令和２年３月末現在） 

業種等 届出件数 

事
業
協
同
組
合 

 農業，林業，漁業 1 

 鉱業，採石業，砂利採取業 0 

 建設業 1 

製
造
業 

食料品，飲料・たばこ・飼料 1 

繊維 1 

木材・木製品，家具・装備品 0 

パルプ・紙・紙加工品 0 

印刷・同関連業 0 

化学 0 

石油・石炭 1 

プラスチック 0 

ゴム製品，なめし革・同製品・毛皮 0 

窯業・土石 0 

鉄鋼 0 

非鉄金属 0 

金属製品 1 

はん用機械器具，生産用機械器具，業務用機械器具 0 

電子部品・デバイス・電子回路，電気機械器具，情報通信機械器具 0 

輸送用機械器具 0 

その他 2 

小計 6 

 電気・ガス・熱供給・水道業 2 

 情報通信業 0 
 

 運輸業，郵便業 3 

 卸売業 0 

 小売業 0 

 金融業，保険業 1 

 不動産業，物品賃貸業 0 

 サービス業 22 

 その他 247 

 小計 283 

  信用協同組合 21 

  合計 304 

（注１）組合員の資格となる業種が複数にまたがる協同組合は，「その他」としている。 

（注２）業種は，「日本標準産業分類」を参考にしている。 
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４ 株式取得，合併等関係 
 

 ４－１表 銀行又は保険会社の議決権取得・保有の制限に係る認可一覧  

 

⑴ 独占禁止法第11条第１項ただし書の規定に基づく認可 
 

認可年月日 認可銀行又は保険会社名 株式発行会社名 保有経緯等 

元.11.15 ㈱山形銀行 TRY パートナーズ㈱ 銀行業高度化等会社（地域

商社）の議決権取得 

2.3.23 ㈱阿波銀行ほか３行（注） Shikoku ブランド㈱ 銀行業高度化等会社（地域

商社）の議決権取得 

2.3.25 ㈱岩手銀行 manorda いわて㈱ 銀行業高度化等会社（地域

商社）の議決権取得 

（注）認可は「㈱阿波銀行ほか３行」の各行それぞれに対して行われている。 

 

⑵ 独占禁止法第11条第２項の規定に基づく認可 
 

認可年月日 認可銀行又は保険会社名 株式発行会社名 保有経緯等 

2.2.28 ㈱りそな銀行 ㈱加藤製作所 年金信託財産の運用に係る

議決権取得 

 

 ４－２ 株式取得・合併・分割・共同株式移転・事業譲受け等に関する統計資料（４－３表から４

－９表）について  

 

⑴ この統計資料は，平成31年４月１日から令和２年３月31日までの間に，公正取引委員会が受理

した会社の株式取得，合併，分割，共同株式移転及び事業譲受け等（以下「企業結合」という。）

の届出に関する諸指標を取りまとめたものである。 

なお，４－４表から４－８表までに記載した届出は，令和２年３月31日までに「私的独占の禁

止及び公正取引の確保に関する法律第９条から第16条までの規定による認可の申請、報告及び届

出等に関する規則」（昭和28年公正取引委員会規則第１号）第７条第５項の規定に基づく完了報告

書が提出されたものである。 

⑵ 会社がどの業種に属するかは，株式取得においては株式取得会社の業種，合併においては合併

後の存続会社の業種，共同新設分割においては分割する会社の業種，吸収分割においては事業を

承継する会社の業種，共同株式移転においては新設会社の業種，事業譲受け等においては事業等

を譲り受ける会社の業種によった。また，事業を行っていない会社についてはその他に分類し

た。 

⑶ 各表の分類のうち，「水平」とは，当事会社グループ同士が同一の一定の取引分野において競争

関係にある場合をいう。 

「垂直」とは，当事会社グループ同士が取引段階を異にする場合をいう。「垂直」のうち，「前

進」とは，株式取得会社，存続会社，被承継会社又は譲受会社が最終需要者の方向にある会社と
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企業結合を行う場合をいい，「後進」とは，その反対方向にある会社と企業結合を行う場合をい

う。 

「混合」とは，「水平」，「垂直」のいずれにも該当しない場合をいう。「混合」のうち，「地域拡

大」とは，同種の商品又は役務を異なる市場へ供給している場合をいい，「商品拡大」とは，生産

あるいは販売面での関連性のある異種の商品又は役務を供給している場合をいい，「純粋」とは，

前記「地域拡大」及び「商品拡大」のいずれにも該当しない場合をいう。 

なお，形態別の件数については，複数の形態に該当する企業結合の場合，該当する形態を全て

集計している。そのため，件数の合計は，届出件数と必ずしも一致しない。 

⑷ 総資産の額は，原則として100万円未満の金額を切り捨てて集計した。 
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 ４－３表 形態別・業種別件数（令和元年度）                                  
 

形 態 

 

 

株式取得会社の業種 

水平関係 
垂直関係 混合関係 

届出件数 
前 進 後 進 地域拡大 商品拡大 純 粋 

農 林 ・ 水 産 業        

鉱 業        

建 設 業 7 2 3 5 2 1 9 

製 造 業 44 20 22 4 13 1 62 

 食 料 品 3 2 3 3 3  4 

 繊 維 2 2 1    2 

 木 材 ・ 木 製 品        

 紙 ・ パ ル プ 1 1     1 

 出 版 ・ 印 刷 1      1 

 化学・石油・石炭 14 4 4 1 1 1 16 

 ゴ ム ・ 皮 革        

 窯 業 ・ 土 石      

 鉄 鋼  1  1 

 非 鉄 金 属 3  2    3 

 金 属 製 品 1 2 1    2 

 機 械 15 6 8  4  25 

 そ の 他 製 造 業 4 3 3  4  7 

卸 ・ 小 売 業 33 16 15 15 6 1 51 

不 動 産 業 6  1 3 2 1 9 

運輸･通信･倉庫業 15 3 3  2  19 

サ ー ビ ス 業 14 5 4 4 6  17 

金 融 ・ 保 険 業 5 4 8 1 1 2 13 

電 気 ・ ガ ス 

熱供給・水道業 1 1  1 1  2 

そ の 他 63 32 34 26 22 37 128 

合 計 188 83 90 59 55 43 310 

（注）形態別の件数については，複数の形態に該当する企業結合の場合，該当する形態を全て集計している。そのため，形態

別の件数の合計は，届出受理件数と必ずしも一致しない。 
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４－４表 合併後の総資産が300億円以上となる合併（令和元年度に完了報告書が提出されたもの）  

（単位：億円） 

受理年月日 存続会社 総資産 消滅会社 総資産 合併後の名称 総資産 

30. 5.11 

 

西川産業㈱ 

 

201 

 

西川リビング㈱ 

㈱京都西川 

152 

151 

西川㈱ 

 

509 

 

30. 8.31 

 

 

味の素物流㈱ 
296 

 

カゴメ物流サー

ビス㈱ 

F-LINE㈱ 

41 

 

3 

F-LINE㈱ 

 

 

342 

 

30.11.22 

 

 

㈱ＵＫＣホール

ディングス 

 

804 

 

㈱バイテック

ホールディング

ス 

247 

 

 

㈱レスターホー

ルディングス 

 

2,054 

 

 

30.11.29 ㈱メタルワン鋼

管 

316 住商鋼管㈱ 283 住商メタルワン

鋼管㈱ 

599 

30.11.30 新興プランテッ

ク㈱ 

697 ＪＸエンジニア

リング㈱ 

344 レイズネクスト

㈱ 

1,041 

30.12.20 三井住友アセッ

トマネジメント

㈱ 

538 大和住銀投信投

資顧問㈱ 

393 三井住友ＤＳア

セットマネジメ

ント㈱ 

932 

30.12.21 ネッツトヨタ栃

木㈱ 

329 ネッツトヨタ宇

都宮㈱ 

92 ネッツトヨタ栃

木㈱ 

421 

31. 1.22 

 

ＪＦＥ環境㈱ 201 東京臨海リサイ

クルパワー㈱ 

164 Ｊ＆Ｔ環境㈱ 365 

元. 5.13 RED HAT, INC. 4,846 SOCRATES 

ACQUISITION 

CORP.  

0 RED HAT, INC. 6,195 

元. 6.21 Celgene 

Corporation  

39,383 Burgundy 

Merger Sub, 

Inc.  

0 Celgene 

Corporation  

39,383 

元. 7. 1 Versum 

Materials, 

Inc. 

1,216 EMD 

Performance 

Materials 

Holding, Inc. 

0 Versum 

Materials, 

Inc. 

1,037 

元. 8.21 Cray Inc． 574 Canopy Merger 

Sub，Inc. 

0 Cray Inc． 574 

 

 ４－５表 行為後の新設会社の総資産が300億円以上となる共同新設分割（令和元年度に完了報告書

が提出されたもの） 
 

該当なし 
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 ４－６表 行為後の承継した会社の総資産が300億円以上となる吸収分割（令和元年度に完了報告書

が提出されたもの） 

（単位：億円） 

受理年月日 承継する会社 総資産 分割する会社 総資産 
行為後 

総資産 

備考 

(承継内容等) 

30. 8.31 味の素物流㈱ 296 ハウス物流

サービス㈱ 

100 342 一般貨物運送事業，

倉庫荷役事業，その

他事業 

元. 7.30 楽天モバイル㈱ 2,106 （同）DMM.com 932 2,106 通信（ＭＶＮＯ）事

業及び光回線を利用

したインターネット

サービス事業 

元. 8.28 ユーシーカード

㈱ 

3,587 ㈱キュービタ

ス 

677 35,652 ユーシーカード事業

領域におけるプロセ

シング事業 

元.12.23 コーナン商事㈱ 3,164 ドイト㈱ 219 3,228 ホームセンター業及

びリフォーム業 

 

 ４－７表 行為後の新設会社の総資産が300億円以上となる共同株式移転（令和元年度に完了報告書

が提出されたもの） 

（単位：億円） 

受理年月日 株式移転会社 総資産 株式移転会社 総資産 設立する会社の名称 総資産 

元.10.23 パ ナ ソ ニ ッ ク

ホームズ㈱ 

2,338 パナソニック

建設エンジニ

アリング㈱ 

㈱松村組 

トヨタホーム

㈱ 

129 

 

 

220 

1,261 

プライムライフテク

ノロジーズ㈱ 

2,537 
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 ４－８表 行為後の譲受会社の総資産が300億円以上となる事業譲受け等（令和元年度に完了報告書

が提出されたもの） 

（単位：億円） 

受理年月日 譲受会社 総資産 譲渡会社 総資産 
行為後 

総資産 

備考 

（譲受内容） 

30. 5. 2 昭和シェル石油

㈱ 

8,594 シェルケミカル

ズジャパン㈱ 

308 8,596 ロイヤル・ダッチ・

シェルグループの

シェルケミカルズ

ジャパン株式会社を

営業者，昭和シェル

石油株式会社を匿名

組合員とする匿名組

合における昭和シェ

ル石油株式会社関係

の事業（契約等） 

30. 6.19 新日鐡住金㈱ 50,851 エア・ウォー

ター㈱ 

3,514 50,974 譲渡会社が譲受会社

の鹿島製鐵所及び和

歌山製鐵所で行う

コークス炉ガス精製

事業及び当該コーク

ス炉ガス精製事業に

伴い分離される副産

品（硫酸，硫酸アン

モニウム，液体アン

モニウム等をいい，

粗 ベ ン ゼ ン を 除

く。）の販売事業 

30. 6.19 新日鉄住金化学

㈱ 

1,202 エア・ウォー

ター㈱ 

3,514 1,202 譲渡会社が新日鐵㈱

の鹿島製鐵所及び和

歌山製鐵所で行う

コークス炉ガス精製

に伴い分離される粗

ベンゼンの販売事業 

30.10.26 Abelshore Pty 

Limited 

453 Wambo Coal Pty 

Limited 

488 477 オーストラリア連邦

に所在する採鉱合弁

事業を運営する資産

及び権利（採掘権を

含む。）に対する持

分 
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30.10.29 昭和リース㈱ 5,545 カシオリース㈱ 323 94,804 リース・割賦販売事

業に係る債権・資産

等 

30.11.30 ギリアド・サイ

エンシズ㈱ 

622 日本たばこ産業

㈱ 

28,858 622 譲渡会社と Gilead 

Sciences,Inc. の 間

のライセンス契約の

解除ないし変更に

伴って，譲受会社が

譲受けることとなる

ＨＩＶ治療薬の製造

販売事業 

30.11.30 ギリアド・サイ

エンシズ㈱ 

622 鳥居薬品㈱ 1,047 622 日本たばこ産業㈱と

Gilead 

Sciences,Inc. の間

のライセンス契約の

解除ないし変更に

伴って，譲受会社が

譲受けることとなる

ＨＩＶ治療薬の販売

事業 

31. 1.25 GS Coal Pty 

Limited 

1,052 Mitsubishi 

Development 

Pty Ltd 

7,438 1,515 オーストラリア連邦

に所在する採鉱合弁

事業を運営する資産

及び権利に対する持

分 

31. 2. 7 日立金属㈱ 7,208 三菱マテリアル

トレーディング

㈱ 

382 7,208 譲受会社が製造する

ニッケル含有合金製

品，コバルト含有合

金製品及び銅含有合

金製品に関する譲渡

会社の顧客との取引

関係 
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31. 2.28 第一三共㈱ 14,727 ジャパンワクチ

ン㈱ 

117 14,727 ①日本全国における

以下のワクチン製品

の販売に係る事業 

（販売名） 

・おたふくかぜ生ワ

クチン「北里第一三

共」 

・乾燥弱毒性風しん

ワクチン「北里第一

三共」 

・はしか風しん混合

生ワクチン「北里第

一三共」 

・インフルエンザＨ

Ａワクチン「北里第

一三共」シリンジ

0.25mL・0.5mL 

・インフルエンザＨ

Ａワクチン「北里第

一三共」1mL 

・スクエアキッズ®
皮下注シリンジ 
・沈降ジフテリア破

傷風混合トキソイド

「北里第一三共」 
・沈降破傷風トキソ

イド「北里第一三

共」シリンジ 

②VN-0102（麻しん

おたふくかぜ風しん

混合ワクチン）の研

究開発に係る事業 
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31. 3. 1 グラクソ・スミ

スクライン㈱ 

760 ジャパンワクチ

ン㈱ 

117 760 以下のワクチン製品

の開発及び販売事業 

・狂犬病ワクチン

（ 商 品 名 ： ラ ビ

ピュール） 

・ロタウイルス下痢

症ワクチン（商品

名：ロタリックス） 

・ヒトパピローマウ

イルスワクチン（商

品名：サーバリック

ス） 

・水痘帯状疱疹ワク

チン（商品名：シン

グリックス。ただ

し，製造販売承認に

係る部分を除く。） 

31. 3.29 ＴＤＫ㈱ 9,425 昭和電工㈱ 8,299 20,174 ネオジム磁石合金の

技術研究開発事業

（ネオジム磁石合金

製造事業，ネオジム

磁石合金販売事業，

同リサイクル事業及

び譲渡会社の子会社

である贛州昭日稀土

新材料有限公司にて

行う合金事業は含ま

ない。） 

31. 4.12 住友化学㈱ 14,700 ㈱サンリッツ 192 14,700 偏光板事業に係る偏

光板需要者との間の

契約関係の商権並び

に特許及びノウハウ 

31. 4.23 J-POWER 

AUSTRALIA PTY. 

LTD. 

908 Mitsubishi 

Development 

Pty Ltd 

7,438 908 オーストラリア連邦

クイーンズランド州

における石炭鉱山事

業を運営する資産及

び持分 
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元. 5.24 ㈱ＮＴＴぷらら 522 ソニーネット

ワークコミュニ

ケーションズ㈱ 

841 587 「So-net for ドコ

モ光」の事業 

元. 8. 6 ㈱三菱ＵＦＪ銀

行 

2,255,970 DVB Transport 

Finance 

Limited 

1,464 2,256,985 航空機ファイナンス

事業 

元.12.24 バクスター㈱ 566 サノフィ㈱ 1,997 566 

 

術後癒着防止製品

（セプラフィルム及

びその関連商品）事

業 

（注）行為後の総資産が300億円以上の場合でも，当事会社のいずれかの総資産が100億円未満のものは除く。 
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４－９表 企業結合関係の届出・報告件数  
 

年度 
第９条の  

事業報告書 
（注２） 

第９条の  
設立届出書 
（注２） 

株式取得 
届出 

（注３） 

役員兼任 
届出 

（注４） 

会社以外の者の
株式所有報告書 

（注５） 

合併届出 
（注６） 

分割届出 
（注７） 

共同株式 
移転届出 
（注８） 

事業譲受 
け等届出 
（注９） 

22   （2）  （0） （23）   （22） 

23   （31）  （0） （309）   （192） 

24   （13）  （0） （123）   （53） 

   2,373  0 448   143 

25   3,840  0 420   207 

26   4,546  0 331   182 

27   4,795  0 385   124 

28   3,863 268 0 344   126 

29   2,827 328 0 325   167 

30   3,033 268 0 338   143 

31   3,080 457 0 381   209 

32   3,069 375 0 398   140 

33   3,316 557 0 381   118 

34   3,170 466 0 413   139 

35   2,991 644 0 440   144 

36   3,211 675 1 591   162 

37   3,231 804 0 715   193 

38   3,844 758 0 997   223 

39   3,921 527 4 864   195 

40   4,534 487 1 894   202 

41   4,325 462 0 871   264 

42   4,075 458 2 995   299 

43   4,069 480 3 1,020   354 

44   4,907 647 0 1,163   391 

45   4,247 543 2 1,147   413 

46   5,832 552 0 1,178   449 

47   5,841 501 1 1,184   452 

48   6,002 874 0 1,028   443 

49   5,738 794 0 995   420 

50   5,108 754 9 957   429 

51   5,229 925 6 941   511 

52   5,085 916 1 1,011   646 

53   5,372 1,394 0 898   595 

54   5,359 3,365 0 871   611 

55   5,759 2,556 2 961   680 

56   5,505 2,958 1 1,044   771 

57   6,167 2,477 1 1,040   815 

58   6,033 3,389 4 1,020   702 

59   6,604 3,159 2 1,096   790 

60   6,640 3,504 6 1,113   807 

61   7,202 2,944 1 1,147   936 

62   7,573 3,776 1 1,215   1,084 

63   6,351 3,450 0 1,336   1,028 

元   8,193 4,420 0 1,450   988 

2   8,075 4,312 0 1,751   1,050 

3   8,034 6,124 2 2,091   1,266 

4   8,776 5,675 0 2,002   1,079 

5   8,036 6,330 3 1,917   1,153 

6   8,954 5,137 18 2,000   1,255 

7   8,281 5,897 1 2,520   1,467 

8   9,379 5,042 0 2,271   1,476 

9 0 0 8,615 5,955 7 2,174   1,546 

10 2 0 7,518 447 0 1,514   1,176 

11 1 1 1,029   151   179 

12 5 1 804   170   213 

13 7 7 898   127 20  195 

14 16 7 899   112 21  197 

15 76 4 959   103 21  175 

16 79 1 778   70 23  166 

17 80 5 825   88 17  141 

18 87 2 960   74 19  136 

19 93 2 1,052   76 33  123 

20 92 4 829   69 21  89 

21 93 5 840   48 15 3 79 

22 92 2 184   11 11 5 54 

23 100 0 224   15 10 6 20 

24 99 1 285   14 15 5 30 

25 

26 

100 

103 

0 

0 

218 

231 

  8 

12 

14 

20 

3 

7 

21 

19 

27 104 2 222   23 17 6 27 

28 108 2 250   26 16 3 24 

29 105 0 259   9 13 3 22 

30 107 2 259   16 15 2 29 

元 112 0 264   12 12 3 19 
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（注１）括弧内は認可件数である。 

（注２）独占禁止法第９条の規定に基づく事業報告書の提出及び設立の届出制度は，平成９年独占禁止法改正法により新設さ

れたものであり，それ以前の件数はない。 

なお，平成14年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法では，一定の総資産額基準を超える持株会社について事業

報告及び設立の届出を行わなければならないこととされていたが，改正後の独占禁止法では，持株会社に加え，一定の総

資産額基準を超える金融会社及び一般事業会社についても事業報告及び設立の届出を行わなければならないこととされた。 

（注３）株式所有報告書の裾切り要件（総資産額）は次のとおり改正されている。 

改正年 裾切り要件（総資産額） 

昭和24 500万円超 

28 1億円超 

40 5億円超 

52 20億円超 

平成10年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法では，総資産が20億円を超える国内の会社（金融業を営む会社を

除く。）又は外国会社（金融業を営む会社を除く。）は，国内の会社の株式を所有する場合には，毎事業年度終了後３か月

以内に株式所有報告書を提出しなければならないこととされていたが，改正後の独占禁止法では，総資産が20億円を超え

かつ総資産合計額が100億円を超える会社が，総資産が10億円を超える国内の会社又は国内売上高が10億円を超える外国

会社の株式を10％，25％又は50％を超えて取得し，又は所有することとなる場合には，株式所有報告書を提出しなければ

ならないこととされた。 

また，平成21年独占禁止法改正法による改正によって届出基準が見直され，国内売上高合計額が200億円を超える会社

が，子会社の国内売上高を含む国内売上高が50億円超の会社の株式を取得しようとする場合であって，議決権保有割合が

20％，50％（２段階）を超えるものについて，合併等と同様にあらかじめ届け出なければならないこととされた。 

（注４）平成10年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法では，会社の役員又は従業員は，国内において競争関係にある

国内の会社の役員の地位を兼ねる場合において，いずれか一方の会社の総資産が20億円を超えるときは届け出なければな

らないこととされていたが，改正後の独占禁止法では廃止された。 

（注５）平成10年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法では，会社以外の者は，国内において相互に競争関係にある２

以上の国内の会社の株式をそれぞれの発行済株式総数の10％を超えて所有することとなる場合には株式所有報告書を提出

しなければならないこととされていたが，改正後の独占禁止法では廃止された。 

（注６）平成10年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法では，会社が合併しようとする場合には，全てあらかじめ届け

出なければならないこととされていたが，改正後の独占禁止法では，当事会社の中に総資産合計額が100億円を超える会

社と総資産合計額が10億円を超える会社がある場合等に届け出なければならないこととされた。 

また，平成21年独占禁止法改正法による改正によって届出基準が見直され，国内売上高合計額が200億円超の会社と同

50億円超の会社の合併について届け出なければならないこととされた。 

（注７）分割の届出は，平成12年商法改正に伴い新設されたものであり，平成12年度までの件数はない。 

また，平成21年独占禁止法改正法による改正によって届出基準が見直され，当事会社の中に国内売上高合計額が200億

円を超える全部承継会社（事業の全部を承継させようとする会社をいう。）と国内売上高合計額が50億円を超える事業を

承継しようとする会社がある場合等には，分割に関する計画について届け出なければならないこととされた。 

（注８）共同株式移転の届出は，平成21年独占禁止法改正法により新設されたものであり，平成20年度までの件数はない。 

（注９）平成10年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法では，会社が事業の全部又は重要部分の譲受け等をしようとす

る場合には，全てあらかじめ届け出なければならないこととされていたが，改正後の独占禁止法では，総資産合計額が

100億円を超える会社が，総資産額10億円超の国内会社の事業の全部を譲り受ける場合等に届け出なければならないこと

とされた。 

また，平成21年独占禁止法改正法による改正によって届出基準が見直され，国内売上高合計額が200億円を超える会社

が，国内売上高30億円超の会社の事業の全部を譲り受ける場合等に事業譲受け等に関する計画について届け出なければな

らないこととされた。 
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５ 下請法関係 
 ５－１表 書面調査発送件数の推移  

      区分 
年度 

定期調査発送件数 特別調査発送件数 

 対象親事業者数 対象下請事業者数 対象親事業者数 対象下請事業者数 
 （事業所・名） （名） （事業所・名） （名） 

31 304       
32 723       
33 769       
34 986       
35 1,214       
36 1,514       
37 1,803       
38 1,800       
39 2,004       
40 2,554       
41 2,631       
42 5,512       
43 6,030       
44 6,684       
45 7,214       
46 8,451       
47 8,751       
48 10,039 2,915     
49 10,045 3,808     
50 12,007 4,861     
51 12,171 6,325     
52 12,315 7,247     
53 10,973 10,663     
54 12,007 11,546     
55 13,490 21,785     
56 13,668 18,091     
57 16,026 20,532     
58 16,346 23,138     
59 15,959 66,579 16,095   
60 9,574 48,031     
61 9,559 52,105     
62 10,121 59,535     
63 13,854 70,968     
元 13,537 73,320     
2 12,889 72,030     
3 12,680 71,603     
4 14,234 74,334   10,027 
5 13,781 75,864   10,786 
6 13,235 72,784   10,559 
7 13,261 75,202     
8 13,857 70,453     
9 13,648 71,860 1,000 5,000 
10 13,869 70,182 1,736   
11 14,453 70,554     
12 15,964 75,859     
13 16,417 93,483 1,673 1,003 
14 17,385 99,481     
15 18,295 108,395     
16 30,932 170,517     
17 30,991 170,878     
18 29,502 162,521     
19 30,268 168,108     
20 34,181 160,230     
21 36,342 201,005   
22 38,046 210,166   
23 38,503 212,659   
24 38,781 214,042   
25 38,974 214,044   
26 38,982 213,690   
27 39,101 214,000   
28 39,150 214,500   
29 60,000 300,000   
30 60,000 300,000   
元 60,000 300,000   

（注）親事業者調査は昭和 59年度までは事業所ベース，昭和 60 年度以降は企業ベースの数字である。また，下請事業者調
査は企業ベースの数字である。 
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 ５－２表 下請法違反事件新規着手件数及び処理件数の推移  

区分 

年度 

新規着手件数 処理件数 

書面調査 申告 
中小企業庁長官 

からの措置請求 
計 

措置 
不問 計 

勧告 指導 

 （事業所・名） （名） （名） （事業所・名） （名） （事業所・名） （事業所・名） （事業所・名） 

31 61 20 0 81 0 19 46 65 

32 130 21 0 151 13 73 37 123 

33 161 21 0 182 5 110 39 154 

34 97 3 0 100 7 82 37 126 

35 105 5 0 110 0 38 20 58 

36 156 10 0 166 0 62 33 95 

37 261 33 0 294 12 149 35 196 

38 219 17 0 236 22 182 55 259 

39 218 17 14 249 14 180 104 298 

40 417 23 31 471 15 193 93 301 

41 541 15 19 575 14 299 111 424 

42 669 12 10 691 5 459 97 561 

43 414 7 0 421 9 416 171 596 

44 525 6 0 531 26 447 231 704 

45 430 5 2 437 52 354 80 486 

46 609 9 5 623 56 432 56 544 

47 690 2 0 692 41 485 99 625 

48 707 2 0 709 17 569 130 716 

49 739 5 5 749 4 542 296 842 

50 1,029 10 18 1,057 6 686 269 961 

51 1,220 15 18 1,253 12 906 255 1,173 

52 1,391 38 59 1,488 15 1,097 191 1,303 

53 1,050 35 80 1,165 7 916 406 1,329 

54 1,242 16 9 1,267 2 746 146 894 

55 1,126 20 35 1,181 0 921 436 1,357 

56 1,158 9 8 1,175 1 932 252 1,185 

57 1,331 19 4 1,354 4 1,014 271 1,289 

58 1,413 15 13 1,441 0 1,119 317 1,436 

59 1,458 24 0 1,482 0 1,224 693 1,917 

60 
(3,008) - - (3,039) - (2,243) - - 

1,570 31 0 1,601 0 1,512 159 1,671 

61 1,426 51 0 1,477 0 1,242 155 1,397 

62 1,498 52 0 1,550 0 1,273 197 1,470 

63 2,112 61 0 2,173 0 1,474 85 1,559 

元 1,928 29 0 1,957 0 2,419 160 2,579 

2 2,001 23 1 2,025 1 2,186 127 2,314 

3 1,534 15 0 1,549 0 1,492 101 1,593 

4 2,191 18 0 2,209 0 1,933 132 2,065 

5 2,844 38 0 2,882 0 2,428 279 2,707 

6 1,590 21 0 1,611 1 1,632 186 1,819 

7 1,548 23 0 1,571 0 1,544 148 1,692 

8 1,516 10 0 1,526 2 1,439 106 1,547 

9 1,330 13 1 1,344 3 1,348 60 1,411 

10 1,329 22 0 1,351 1 1,271 69 1,341 

11 1,135 26 0 1,161 3 1,101 66 1,170 

12 1,153 52 1 1,206 6 1,134 50 1,190 

13 1,308 59 0 1,367 3 1,311 44 1,358 

14 1,357 70 0 1,427 4 1,362 60 1,426 

15 1,341 67 1 1,409 8 1,357 71 1,436 

16 2,638 72 0 2,710 4 2,584 75 2,663 

17 4,009 65 0 4,074 10 4,015 41 4,066 

18 2,983 100 1 3,084 11 2,927 121 3,059 

19 2,964 145 1 3,110 13 2,740 307 3,060 

20 3,168 152 4 3,324 15 2,949 273 3,237 

21 3,728 105 2 3,835 15 3,590 254 3,859 

22 4,509 145 4 4,658 15 4,226 369 4,610 

23 4,494 56 4 4,554 18 4,326 292 4,636 

24 4,819 50 1 4,870 16 4,550 316 4,882 

25 

26 

5,418 

5,723 

59 

83 

1 

1 

5,478 

5,807 

10 

7 

4,949 

5,461 

466 

376 

5,425 

5,844 

27 6,210 95 0 6,305 4 5,980 287 6,271 

28 

29 

6,477 

7,173 

112 

97 

0 

1 

6,589 

7,271 

11 

9 

6,302 

6,752 

290 

307 

6,603 

7,068 

30 7,757 141 0 7,898 7 7,710 382 8,099 

元 8,360 155 0 8,515 7 8,016 292 8,315 

（注）数字は昭和 59 年度までは事業所ベースの件数，昭和 60年度以降は企業ベースの件数である。 

  なお，昭和 60 年度の（ ）内の数字は事業所ベースの数字である。 
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６ 景品表示法に基づく協定又は規約及び運用機関の一覧（令和２年３月末現在） 
 

No 協定又は規約の運用機関の名称 協定又は規約の名称（景品関係） 協定又は規約の名称（表示関係） 

１ 全国飲用牛乳公正取引協議会 ― 飲用乳の表示に関する公正競争規約 

２ 発酵乳乳酸菌飲料公正取引協議会 ― 
発酵乳・乳酸菌飲料の表示に関する公

正競争規約 

３ チーズ公正取引協議会 ― 

ナチュラルチーズ、プロセスチーズ及

びチーズフードの表示に関する公正競

争規約 

４ 
アイスクリーム類及び氷菓公正取引協

議会 

アイスクリーム類及び氷菓業におけ

る景品類の提供の制限に関する公正

競争規約 

アイスクリーム類及び氷菓の表示に関

する公正競争規約 

５ （一社）全国はちみつ公正取引協議会 ― 
はちみつ類の表示に関する公正競争規

約 

６ 
（一社）全国ローヤルゼリー公正取引

協議会 
― 

ローヤルゼリーの表示に関する公正競

争規約 

７ 
全国辛子めんたいこ食品公正取引協議

会 
― 

辛子めんたいこ食品の表示に関する公

正競争規約 

８ 全国削節公正取引協議会 ― 削りぶしの表示に関する公正競争規約 

９ 全国食品缶詰公正取引協議会 ― 食品缶詰の表示に関する公正競争規約 

10 全国トマト加工品業公正取引協議会 
トマト加工品業における景品の提供

の制限に関する公正競争規約 

トマト加工品の表示に関する公正競争

規約 

11 全国粉わさび公正取引協議会 ― 粉わさびの表示に関する公正競争規約 

12 全国生めん類公正取引協議会 ― 生めん類の表示に関する公正競争規約 

13 日本即席食品工業公正取引協議会 
即席めん製造業における景品類の提

供の制限に関する公正競争規約 
即席めんの表示に関する公正競争規約 

14 全国ビスケット公正取引協議会 
ビスケット業における景品類の提供

の制限に関する公正競争規約 

ビスケット類の表示に関する公正競争

規約 

15 全国チョコレート業公正取引協議会 
チョコレート業における景品類の提

供の制限に関する公正競争規約 

・チョコレート類の表示に関する公正

競争規約 

・チョコレート利用食品の表示に関す

る公正競争規約 

16 全国チューインガム業公正取引協議会 
チューインガム業における景品類の

提供の制限に関する公正競争規約 

チューインガムの表示に関する公正競

争規約 

17 凍豆腐製造業公正取引協議会 
凍り豆腐製造業における景品類の提供の制限及び凍り豆腐の表示に関する公

正競争規約 

18 全国味噌業公正取引協議会 
みそ業における景品類の提供の制限

に関する公正競争規約 
みその表示に関する公正競争規約 

19 醤油業中央公正取引協議会 
しょうゆ業における景品類の提供の

制限に関する公正競争規約 
しょうゆの表示に関する公正競争規約 

20 日本ソース業公正取引協議会 
ソース業における景品の提供の制限

に関する公正競争規約 
― 

21 全国食酢公正取引協議会 ― 食酢の表示に関する公正競争規約 

22 カレー業全国公正取引協議会 
カレー業における景品類の提供の制

限に関する公正競争規約 
― 

23 果実飲料公正取引協議会 ― 
果実飲料等の表示に関する公正競争規

約 

24 全国コーヒー飲料公正取引協議会 ― 
コーヒー飲料等の表示に関する公正競

争規約 

25 全日本コーヒー公正取引協議会 ― 
レギュラーコーヒー及びインスタント

コーヒーの表示に関する公正競争規約 

26 日本豆乳公正取引協議会 ― 豆乳類の表示に関する公正競争規約 

27 マーガリン公正取引協議会 ― 
マーガリン類の表示に関する公正競争

規約 
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No 協定又は規約の運用機関の名称 協定又は規約の名称（景品関係） 協定又は規約の名称（表示関係） 

28 全国観光土産品公正取引協議会 ― 
観光土産品の表示に関する公正競争規

約 

29 ハム・ソーセージ類公正取引協議会 ― 
ハム・ソーセージ類の表示に関する公

正競争規約 

30 日本パン公正取引協議会 ― 
包装食パンの表示に関する公正競争規

約 

31 全国食肉公正取引協議会 ― 食肉の表示に関する公正競争規約 

32 全国ドレッシング類公正取引協議会 ― 
ドレッシング類の表示に関する公正競

争規約 

33 もろみ酢公正取引協議会 ― もろみ酢の表示に関する公正競争規約 

34 食用塩公正取引協議会 ― 食用塩の表示に関する公正競争規約 

35 鶏卵公正取引協議会 ― 鶏卵の表示に関する公正競争規約 

36 日本ワイナリー協会 
果実酒製造業における景品類の提供

の制限に関する公正競争規約 
― 

37 ビール酒造組合 
ビール製造業における景品類の提供

の制限に関する公正競争規約 
ビールの表示に関する公正競争規約 

38 日本洋酒輸入協会 
酒類輸入販売業における景品類の提

供の制限に関する公正競争規約 

・輸入ウイスキーの表示に関する公正

競争規約 

・輸入ビールの表示に関する公正競争

規約 

39 日本洋酒酒造組合 
洋酒製造業における景品類の提供の

制限に関する公正競争規約 

ウイスキーの表示に関する公正競争規

約 

40 日本酒造組合中央会 

・清酒製造業における景品類の提供

の制限に関する公正競争規約 

・単式蒸留しようちゆう製造業にお

ける景品類の提供の制限に関する

公正競争規約 

・単式蒸留焼酎の表示に関する公正競

争規約 

・泡盛の表示に関する公正競争規約 

41 日本蒸留酒酒造組合 

合成清酒及び連続式蒸留しょうちゅ

うの製造業における景品類の提供の

制限に関する公正競争規約 

― 

42 全国小売酒販組合中央会 ― 
酒類小売業における酒類の表示に関す

る公正競争規約 

43 全国帯締め羽織ひも公正取引協議会 ― 
帯締め及び羽織ひもの表示に関する公

正競争規約 

44 眼鏡公正取引協議会 ― 眼鏡類の表示に関する公正競争規約 

45 
（公社）全国家庭電気製品公正取引協

議会 

家庭電気製品業における景品類の提

供に関する公正競争規約 

・家庭電気製品製造業における表示に

関する公正競争規約 

・家庭電気製品小売業における表示に

関する公正競争規約 

46 
医療用医薬品製造販売業公正取引協議

会 

医療用医薬品製造販売業における景

品類の提供の制限に関する公正競争

規約 

― 

47 医療用医薬品卸売業公正取引協議会 
医療用医薬品卸売業における景品類

の提供の制限に関する公正競争規約 
― 

48 化粧品公正取引協議会 ― 化粧品の表示に関する公正競争規約 

49 化粧石けん公正取引協議会 
化粧石けん業における景品類の提供

の制限に関する公正競争規約 

化粧石けんの表示に関する公正競争規

約 

50 洗剤・石けん公正取引協議会 

家庭用合成洗剤及び家庭用石けん製

造業における景品類の提供の制限に

関する公正競争規約 

家庭用合成洗剤及び家庭用石けんの表

示に関する公正競争規約 

51 歯磨公正取引協議会 
歯みがき業における景品類の提供の

制限に関する公正競争規約 

歯みがき類の表示に関する公正競争規

約 

52 防虫剤公正取引協議会 ― 防虫剤の表示に関する公正競争規約 

53 新聞公正取引協議会 
新聞業における景品類の提供の制限

に関する公正競争規約 
― 
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No 協定又は規約の運用機関の名称 協定又は規約の名称（景品関係） 協定又は規約の名称（表示関係） 

54 出版物小売業公正取引協議会 
出版物小売業における景品類の提供

の制限に関する公正競争規約 
― 

55 雑誌公正取引協議会 
雑誌業における景品類の提供の制限

に関する公正競争規約 
― 

56 （一社）自動車公正取引協議会 
自動車業における景品類の提供の制

限に関する公正競争規約 

・自動車業における表示に関する公正

競争規約 

・二輪自動車業における表示に関する

公正競争規約 

57 タイヤ公正取引協議会 
タイヤ業における景品類の提供の制

限に関する公正競争規約 
タイヤの表示に関する公正競争規約 

58 農業機械公正取引協議会 
農業機械業における景品類の提供の

制限に関する公正競争規約 
農業機械の表示に関する公正競争規約 

59 不動産公正取引協議会連合会 

不動産業における景品類の提供の制

限に関する公正競争規約 
不動産の表示に関する公正競争規約 

60 （一社）北海道不動産公正取引協議会 

61 東北地区不動産公正取引協議会 

62 （公社）首都圏不動産公正取引協議会 

63 北陸不動産公正取引協議会 

64 東海不動産公正取引協議会 

65 
（公社）近畿地区不動産公正取引協議

会 

66 中国地区不動産公正取引協議会 

67 四国地区不動産公正取引協議会 

68 （一社）九州不動産公正取引協議会 

69 旅行業公正取引協議会 
旅行業における景品類の提供の制限

に関する公正競争規約 

募集型企画旅行の表示に関する公正競

争規約 

70 全国銀行公正取引協議会 
銀行業における景品類の提供の制限

に関する公正競争規約 

銀行業における表示に関する公正競争

規約 

71 指定自動車教習所公正取引協議会 
指定自動車教習所業における景品類

の提供の制限に関する公正競争規約 

指定自動車教習所業における表示に関

する公正競争規約 

72 ペットフード公正取引協議会 
ペットフード業における景品類の提

供の制限に関する公正競争規約 

ペットフードの表示に関する公正競争

規約 

73 全国釣竿公正取引協議会 ― 釣竿の表示に関する公正競争規約 

74 鍵盤楽器公正取引協議会 ― 

・ピアノの表示に関する公正競争規約 

・電子鍵盤楽器の表示に関する公正競

争規約 

75 衛生検査所業公正取引協議会 
衛生検査所業における景品類の提供

の制限に関する公正競争規約 
― 

76 スポーツ用品公正取引協議会 ― 
スポーツ用品の表示に関する公正競争

規約 

77 医療機器業公正取引協議会 
医療機器業における景品類の提供の

制限に関する公正競争規約 
― 

78 仏壇公正取引協議会 ― 仏壇の表示に関する公正競争規約 
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７ 独占禁止懇話会 
 

⑴ 開催趣旨等 

経済社会の変化に即応して競争政策を有効かつ適切に推進するため，公正取引委員会が広く各界

の有識者と意見を交換し，併せて競争政策の一層の理解を求めることを目的として，昭和43年11月

以来開催しているもので，令和２年６月現在，次の学界，言論界，消費者団体，産業界，中小企業

団体等の有識者25名をもって開催されている。 

 

 会長  伊 藤 元 重   学習院大学国際社会科学部教授 

 会員  有 田 芳 子   主婦連合会会長 

     依 田 高 典   京都大学大学院経済学研究科教授 

     及 川   勝   全国中小企業団体中央会事務局長 

     大 野 顕 司   住友化学㈱常務執行役員 

角 元 敬 治   ㈱三井住友銀行取締役兼専務執行役員 

鹿 野 菜穂子   慶應義塾大学大学院法務研究科教授 

     川 濵   昇   京都大学大学院法学研究科教授 

     川 本 裕 子   早稲田大学大学院経営管理研究科教授 

     鬼 頭  誠 司    日本生命保険相互会社専務執行役員 

河 野 康 子   （一財）日本消費者協会理事 

     小 林 篤 子   ㈱読売新聞東京本社論説委員 

笹 川 博 子   日本生活協同組合連合会常務理事 

白 石 忠 志   東京大学大学院法学政治学研究科教授 

泉 水 文 雄   神戸大学大学院法学研究科教授 

竹 川 正 記   ㈱毎日新聞社論説委員 

     田 中 道 昭   立教大学大学院ビジネスデザイン研究科教授 

土 田 和 博   早稲田大学法学学術院教授 

     野 原 佐和子   ㈱イプシ・マーケティング研究所代表取締役社長 

     細 田   眞   ㈱榮太樓總本鋪代表取締役社長 

     山 下 裕 子   一橋大学大学院経営管理研究科経営管理専攻教授 

山 田 秀 顕   全国農業協同組合中央会常務理事 

     由 布 節 子   弁護士 

     吉 田 明 子   東洋大学経済学部教授 

     ﾁｬｰﾙｽﾞ D.ﾚｲｸⅡ   アフラック生命保険㈱代表取締役会長 

（役職は令和２年６月30日時点） 
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８　公正取引委員会機構図 　
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上 席 企 業 結 合 調 査 官 (2)
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東北事務所

中部事務所
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経 済 取 引 指 導 官
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第 二 審 査 課

第 一 審 査 課
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平 成 31 年 4 月 1 日 現 在

下 請 課

取 引 課
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審 査 課
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